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第１章 序論 
 
 1980年代後半から、世界各国で官民パートナーシップ（PPP）が大きくクローズアップ
されるようになった。狙いは、必要に迫られていながら、公共部門単独では時機を逸せず

に提供するのが難しいインフラの整備を、促進ないしは可能にすることにある。PPP は各
国政府にとって、社会資本である学校、病院、道路といった形のインフラの整備を促進す

ると同時に、民間部門の参画による費用対効果向上という利益を期待できるものでもある。

PPP 体制が生み出す効率性の向上を推進するのは、インセンティブの連携だと言われてい
る。民間部門が資産・サービス提供に参加すれば、政府は資金調達の促進、イノベーショ

ン推進、リスク・マネジメント改善、ライフサイクル・マネジメント統合によって、バリ

ュー・フォー・マネーの最大化を図れるからである。 
 ここ 20年、特に道路特定財源を持たない各国政府が乏しい公的資金の活用方法を模索す
る中で、交通インフラの資金調達・実施への民間参画が急速に拡大した。さらに最近では、

今まで政治的対立により閉ざされていた国境を超えて変化し、活発化しつつある旅客と貨

物の移動に対処するための交通プロジェクトを推進すべく、PPP に対する関心が著しく高
まっている。海外の交通インフラの資金調達・開発を目的とした PPPへの関心を再燃させ
ている推進要因としては、最近 20年間の次のような展開が挙げられる： 

 欧州共同市場の創設； 
 欧州連合の発足； 
 欧州連合加盟を目指す多数の主権国家を中東欧に誕生させた、旧ソビエト連邦の崩壊； 
 南米共同市場の創設； 
 中国およびインド経済の急速な景気拡大；ならびに 
 南アフリカやベトナムをはじめとする国々の台頭。 
 PPP は、公共機関が必ずしも公債や公開株に頼らずとも、民間部門の資金を動員して交
通施設を整備する機会を生むものである。それだけに、インフラ資金需要と歳入とのギャ

ップ拡大に直面している他国の公共機関は PPPを、本来ならば建設できない重要なインフ
ラを促進する手段のひとつととらえていることが多い。 
 こうした PPPの利点と交通インフラに対する切迫したニーズが相まって、公共機関では、
国、地方のレベルを問わず、乏しい公的資金を活用するための資金調達、融資、委託実施

およびライフサイクル保全の代替方法を検討し、場合によっては適用しようとする意欲が

高まっているのだが、そのためには多くの場合、交通改善プロジェクトを主催する政府機

関が、こうしたプロジェクト実施代替アプローチを使用することを許可する立法措置が必

要になる。 
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１） 目的と目標 
 
本報告書の目的は、官民パートナーシップの形成および成功裏の実施において制度的要

因（法定要因、規制要因、財政的要因、組織的要因、手続き的要因および文化的要因を含

む）が担う役割に関する理解を深めるとともに、成功した数々の国際的 PPPプロジェクト
の経験を踏まえて、制度的障害を克服し、PPP 開発・実施の成功を促す有効な戦略を特定
することにある。この目的を達成すべく、当研究チームは次の研究活動を実施した： 

 交通 PPP成功の可能性に重大な影響を及ぼす多様な制度的要因のタイプと意味あいを
明確にすることを目的とした、文献レビューの実施； 

 他国が交通プロジェクトのための PPPを成功裏に実施しようとする中で直面した制度
上の重大問題に関する二次情報および直接情報の収集を目的とした、研究計画の開発

および実施； 
 国際的 PPP 交通プロジェクトを施設と委託のタイプ別に説明することを目的とした、

PPPプロジェクトに関する一連のケーススタディと摘要の開発、それらの PPPプロジ
ェクトが抱える制度的課題の整理、ならびに、PPP を成功に導くべく、そうした障害
を首尾良く克服するための戦略の特定； 

 PPP のスポンサー機関候補および参加企業候補が、交通プロジェクトの制度的環境、
PPP の形成または実施のネックとなりうる制度上の問題、ならびに、米国をはじめと
する各国で成功裏に実施された PPPの最良事例に見られるそれらの障害の対処・克服
方法を理解するに役立つ関連研究所見のとりまとめと、ガイドブックとしての文書化。 

 
２） 範囲および方法論 
 
当研究チームは他国における交通インフラ PPPの適用および管理に関する入手可能な文

献のレビューと要約を行い、英国、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする国々

の PPP 体制がもたらしている便益、リスクおよび重要成功要因をとりまとめた。次いで、
国際的 PPP交通プロジェクトのリストを作成し、その中から、個別ケーススタディ、摘要
および寸描を作成するにふさわしい一群のプロジェクトを選択した。これらのプロジェク

トに関する情報は、当該プロジェクトに関連のあるウェブサイト、年次報告書および地元

の知識ベースを含む文献から収集した。さらに洞察を深めるため、プロジェクトのスポン

サー機関および実施機関の直接調査と、場合によっては官民のプロジェクト・パートナー

の代表者のインタビューも行った。 
世界の数多くの PPP交通プロジェクトについては、情報源となる文書が一般に公開され

ているにもかかわらず、プロジェクト・パートナーは調査や直接の問い合わせになかなか

応じようとしない。PPP体制は営利的・政治的側面を持つものであるだけに、PPPプロジ
ェクトを包括的に評価したくとも、必要な情報が不完全であったり、入手できなかったり、
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限定されてしまったりすることが多いのである。それに加えて、民間部門のコンセッショ

ンチームの担当者は通例、事業権の節目ごとに解散する。たとえば、PPP プロジェクトに
従事している資金調達および法務担当者は、各プロジェクトの融資交渉終了時に任を解か

れる。また、設計および建設担当者は、開通に至った時点でプロジェクトから離れること

が多い。これが、協議ないし開発段階で導き出せる情報量を一層制限し、ひいては、国際

的プロジェクトに関するケーススタディの多くも詳細度を限定されることになった。結果

として、当初の計画よりも摘要と寸描が多くなったきらいがある。 
このような事情で、当研究チームが接触を試みたプロジェクト・パートナー、それも特

に民間部門側のパートナーとは連絡が取れないか、なかなか調査に応じてもらえないこと

が多かった。連絡が取れても、プロジェクトの期間中に発生した問題やその打開策に関す

る質問に回答するには消極的であった。むしろ、公共部門のほうが、必要なプロジェクト

を開発するために特定の PPP体制を活用することの論理的根拠や、PPPプロジェクトが抱
える主要問題とそれに対する対処法に関する議論には前向きかつ率直であった。こうして

公共部門から情報が得られたプロジェクトについては、提供された文書に基づいてケース

スタディを行うことができた。 
 
３） 国際的 PPP 計画とプロジェクトのケーススタディおよび摘要 
 
国際的 PPP のレビューは、交通 PPP が広く普及しているか、発展段階にあるかを問わ

ず、さまざまな地域と国を対象として行った。プロジェクト、PPP 体制、主要問題とそれ
に対処するための戦略ならびに結果について説明した PPP計画概要とプロジェクト要約を
作成するにあたっては、交通インフラ開発にかかわる国際的 PPPプロジェクトの代表例を
選択した。これらの計画概要とプロジェクト要約は、地域および国別にまとめてある。PPP
交通プロジェクトに取り組んでいる世界の地域と国々を幅広く取り上げて、交通インフラ

開発への PPPの活用状況に地域と国による相違点と類似点があることを実証する狙いがあ
ったため、プロジェクト要約数は幾分多めになっている。 

PPP 計画概要は、英国とオーストラリアについてまとめた。ケーススタディと摘要の対
象としたのは、次に挙げる英国、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合、アジア

および南アフリカの PPP交通プロジェクトである： 
 英国 

 M6有料道路 
 クイーン・エリザベス 2世ダートフォード橋 
 第 2セバーン橋 
 M1-A1リンク 

 オーストラリア 
 シドニー・ハーバー・トンネル 
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 メルボルン・シティリンク 
 中国 

 カントリー・パーク・ハイウェイ－香港 
 デンマークおよびスウェーデン 

 エーレスンド橋－コペンハーゲン・マルメ間 
 インド 

 ヴィヴェーカナンダ橋－コルカタ 
 イスラエル 

 イツィック・ラビン・イスラエル縦断高速道路－テル・アヴィヴ 
 アルゼンチン 

 ロジータ・ヴィクトリア橋－ロジータ・ヴィクトリア間 
 
以上のプロジェクトそれぞれのプロジェクト・タイプ、PPP構成、プロジェクト実施方法、
コンセッション期間、融資構造、主要問題および戦略、結果をまとめた。 
 本報告書で紹介する英国、オーストラリアおよびニュージーランドの多数の PPP交通プ
ロジェクトは、米国における PPPプロジェクトのスポンサー候補にとっては極めて興味深
いものと思われる。英国の PPPは、高速道路プロジェクトに対する政府支援のシャドウ・
トール方式と橋／トンネル・プロジェクトに対する通行料金方式によって資金を調達する、

設計・施工・資金調達・運営（DBFO）契約が主体である。英国の最近の高速道路プロジェ
クトの中には、資金調達に通行料金直接徴収方式を採用しているものもある。オーストラ

リアとニュージーランドの PPP は主として民間有料道路プロジェクトに活かされており、
その大半は財政状態良好であると思われる。両国の有料道路開発への PPP導入が成功を収
めていることは、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする数カ国の PPP交通プ
ロジェクトに関する章の最後にまとめた有料道路 PPPプロジェクト摘要にそのまま反映さ
れている。 
 英国とオーストラリア／ニュージーランドをはじめとする数カ国の PPP計画およびプロ
ジェクトに関するケーススタディの章の後に、世界の交通インフラ PPPプロジェクト活動
を地域および国別にまとめた 1章を設けた。 
 
４） 報告書の構成 
 
本報告書の第 2章以降の内容構成は次のとおりである： 
 第 2章：陸上交通における官民パートナーシップ 
 第 3章：英国における交通 PPPの経験 
 第 4章：その他の国々における交通 PPPの経験 
 第 5章：世界の交通 PPPの経験 
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 第 6章：結果および結論 
 付録 A：用語集 
 付録 B：頭字語一覧 
 付録 C：参考文献 
米国で実施された交通 PPP に関する追加の洞察と、米国での PPP 実施を検討する米国

の交通関係機関および政策立案者のための指針を提供するものとして、同じシリーズに属

する関連報告書が存在する。 
 第 2 の報告書は、米国の州および地方機関を含む交通関係機関が、老朽化した施設の
再建または交換あるいは国内の人口と経済の成長を支えるための交通容量拡大のため

に必要な交通プロジェクトの実施促進を目的として開発した交通 PPP計画およびプロ
ジェクトを主眼としている。 

 第 3の報告書は、米国の交通関係機関が交通関連 PPPを理解し、開発、実施、管理す
るための一助として、米国および他国の PPP計画およびプロジェクトで得られた経験
を元に作成したガイドブックである。 
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第２章 陸上交通における官民パートナーシップ 
 
本章では、世界で実践されている陸上交通インフラ・プロジェクトおよびサービス実施

のための官民パートナーシップ（PPP）の概要を説明する。すなわち、PPP 発展の背景事
情を紹介したうえで、交通 PPPと、公的資金による交通プロジェクトへの民間部門の各種
参画方式を定義し、PPPに伴う主な便益とリスクについて考察するとともに、PPPプロジ
ェクトの開発と実施を成功に導く重要な要因を特定する。 
 
１） 背景 
 
ここ四半世紀の間に交通インフラおよびサービス実施への民間部門の参画を推し進めて

きたのは、道路特定財源を持たないため、高速道路と旅客鉄道という二大交通インフラの

資金調達と実施には別のアプローチが必要だと早々に気付いた海外諸国である。フランス

では早くも 1970 年代末から高速道路事業権（コンセッション）方式による PPP 体制の試
みが行われていたし、スペインや英国などの国々でも 1980 年代半ばから末にかけて PPP
がスタートしていた。海外で交通 PPPに最も大きな弾みがついたのは、経済改革により国
営主要交通システム民営化の取り組みが次々と進められた英国である。こうした初期の取

り組みは、鉄道や公共交通機関、航空などの高度に発達した交通システムを主眼としたも

のであった。これらのイニシアティブは、ヘルスケアや住宅、防衛、交通をはじめとする

さまざまな経済部門のプロジェクトの資金調達と実施の一助として、民間部門からの資金

導入を大幅に拡大しようとする取り組みの一環であった。 
英国でのインフラ・プロジェクトへの PPP活用にさらに追い風が吹いたのは、プライベ

ート・ファイナンス・イニシアティブ（PFI）の名のもとに、立法・規制改革が断行された
1992年のことである。PFIは通常、事業権またはフランチャイズと呼ばれる PPPの一部で
あり、この方式では民間部門が長期契約により公有資産に対する責任を引き受けることに

なる。この英国の例を皮切りに、オーストラリア、ニュージーランド、スコットランドお

よびカナダなど、英連邦の他の国々でも、独自の PPPイニシアティブが開始された。 
欧州連合の発足と、旧ソ連崩壊のその拡大、さらには、ここ 10年間の欧州経済再活性化

という流れを受けて、交通インフラ実施への PPP 方式活用に対する関心は世界に広まり、
中東欧、アジアおよびラテン・アメリカの国々が、貿易、人と物資の移動および生活水準

の世界的変化によって生じた機会をとらえるべく、主要交通プロジェクトの資金調達と実

施を推進するための民間パートナーを探すようになった。 
1980年代半ばから、世界各国の官民両部門が PPP活用に多大な経験を積んで自信を深め、

ひときわ大規模な複合インフラ・プロジェクトの施工にも至っている。それに加えて、地

方自治体も、コスト削減とパフォーマンス改善を狙って、道路網保守をアウトソーシング

するようになった。吹けば飛ぶような小さな業界が、道路、鉄道、空港、海港、上下水道
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および建築物など、世界のあらゆるインフラに投資する 5000億ドルを目前にしたメガ産業
へと成長し、計画中のプロジェクトにもさらに 8000 億ドル近くを PPP で資金調達しよう
としているのである。図表 2.1 に、1985 年から 2004 年までの期間における世界のインフ
ラ・プロジェクトへの PPP投資額をまとめた。ここ 2年では、あらゆるタイプのインフラ
を合計すると、投資水準はほぼ 2兆ドルに届こうとしている。 
 
図表 2.1 1985年以降の世界の PPPインフラ・プロジェクト、プロジェクト・タイプ別* 

 
* 全公共事業資金調達データベースによる。部分情報しか得られなかったプロジェクトも含む 

出典：AECOM Consult Inc.“世界の道路、橋＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004年”、

連邦道路管理局の要請により作成、2005年 8月 30日、p.4。 

 
 何らかの形の PPP体制により資金調達または実施されたインフラの主要なタイプは、世
界の地域によって異なる。これは、交通の発達レベルと交通様式に地域差があるからであ

る。調達した資金の大部分は総じて道路プロジェクトに充てられており、それに次いで、

旅客鉄道プロジェクトが PPPベースの資金調達ないしプロジェクト実施に大きな割合を占
めている。これは世界のどの地域にも言えることであるが、アフリカと中東は例外で、こ

の 2 地域では上下水道プロジェクトが主体となっている。この地域の国々はおおむね経済
発達が遅れていて、基本的な給水・下水処理資金を大いに必要としているためである。そ

うした状況にあるアフリカと中東でも、道路プロジェクトは PPPにより資金調達ないし実
施されるインフラ・プロジェクトの二番目に大きな割合を占めている。 
 道路インフラ・プロジェクトへの PPPの活用は、世界の先進地域では経済成長の継続を
支える一方で、発展途上地域では経済開発の促進につながっている。後者の場合は、世銀、

アジア開発銀行、米州開発銀行をはじめとするさまざまな国際融資機関が、世界中で必要

とされているインフラ・プロジェクト、それも特に道路および鉄道プロジェクトの開発を

促進する各種資金調達・アセット・マネジメント・ツールと手法の活用を刺激する策を講

じている。 
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２） 1985 年以降の世界の道路関連 PPP 活動 
 
図表 2.2 に示したとおり、1985 年から 2004 年までの期間について見ると、海外では米

国よりもはるかに PPPの活用が普及しており、中でも、事業権および BOT／BTO方式が
最も広く採用されている。しかも、道路関連 PPPプロジェクトへの世界の支出額は、米国
がこのタイプのプロジェクトに支出した額の 6 倍を超えている。これは、従来、陸上交通
資本および再開発プロジェクトの特定財源とされる信託資金に自動車燃料税を入れるとい

う資金調達方法に頼ってきた米国よりも民間資本による資金調達の必要性が高い海外では、

PPP に参画する民間パートナーがより大きな責任とリスクを引き受けていることを反映し
ている。 

 
図表 2.2 契約タイプ別の世界の道路関連 PPPプロジェクト－1985-2004年 

 

出典：AECOM Consult Inc.“世界の道路、橋＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004年”、

連邦道路管理局の要請により作成、2005年 8月 30日、pp.18および 34。 

 
図表 2.3から見て取れるように、国際社会は 1985年から 2004年の期間に、道路関連 PPP

予算の 2/3以上を有料高速道路に充てている。それに続いて第 2位の位置を占めているのが
有料橋である。米国の場合は、この同じ 20 年の期間に道路関連 PPP への支出額に最も大
きな割合を占めたのはやはり有料高速道路であるが、PPP によって開発された施設のタイ
プでそれに次ぐのは無料高速道路である。これは、出資国を問わず、PPP プロジェクトを
支えるには通行料金などの特定財源の存在が重要であることを浮き彫りにするものと言え

る。 
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図表 2.3施設タイプ別の世界の道路関連 PPPプロジェクト－1985-2004年 

 

出典：AECOM Consult Inc.“世界の道路、橋＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004

年”、連邦道路管理局の要請により作成、2005年 8月 30日、pp.17および 33。 

 
ここ 20 年間では、道路・鉄道プロジェクトのコストの面から言って最大の PPP インフ

ラ計画を押し進めてきたのはヨーロッパである。それに次いで大規模な道路・鉄道計画を

展開したのはアジアであるが、近年のアジア諸国は高速道路の PPPプロジェクトも大幅に
増やしつつある。何らかの形の PPP体制により資金調達ないし実施した道路・鉄道プロジ
ェクトのコストの観点から言うと、北米諸国（カナダ、メキシコおよび米国）は 3 番目の
位置に付けているが、PPP の活用や革新的な資金調達手段、画期的なプロジェクト実施に
より社会資本整備計画のてこ入れと促進を図ろうとするプロジェクト・スポンサーが増え

てくれば、この順位にも変化が生じてこよう。 
 
３） PPP の定義とタイプ 
 
ヨーロッパのコモン・ローには、官民パートナーシップに関する特別な定義はない1。し

かし、一般的定義としては、効率性向上とコスト削減を目的として、公共インフラないし

サービスの提供および資金調達への民間部門の参画を促進するために公的スポンサーと民

間事業者との間に締結される契約と言うことができよう。民間部門の役割を拡大させるこ

                                                   
1 欧州委員会。“官民パートナーシップ成功のためのガイドライン”。地域政策総局、ブリュッセル、オラ
ンダ、2003年 3月、p.19。 
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とにより、公共部門は技術資源、経営資源および財源を利用して、乏しい公的資金を活用

するとともに、より費用対効果のよい方法で、スポンサーである公共機関のリスクを削減

しつつ、プロジェクトおよび／またはサービスの実施を促進しようとするわけである。PPP
プロジェクト実施のための責任と資源を分担すれば、官民両部門ともに、それぞれが単独

で責任を負う場合よりも、施設またはサービスの実施に伴って生じうるリスクと恩恵を共

有できることになる2。 
 
民間委託有料サービス 
 高速道路と公共交通のいずれの交通様式でも、陸上交通プロジェクトおよびサービスの

実施への民間部門参画で最も一般的な形と言えるのが民間委託サービスである。高速道路

様式の場合、この民間委託サービスには契約計画および環境影響調査、施設および道路敷

の保守、ならびに、交通管理センターと各種 ITS サービスの運営を含む運営全般が含まれ
る。公共交通関係官庁が、高齢者および障害者を対象としたパラトランジット・サービス

をはじめとする公共交通サービスの一部または全部の運営を民間部門に委託するようにな

って久しい。また、車両、施設およびインフラの一部ないし全部の保守サービスの契約を

結んでいる公共交通関係官庁も多い。 
 
代替プロジェクト実施方式 
 近年、施設新設ないし拡張の手段として、PPP プロジェクト実施方式（設計・施工一括
発注（DB）など）に頼る陸上交通局が増えている。公共機関が PPP 実施方式を採用する
狙いは、時間節約、コスト削減、新技術、ならびに、リスクが少なく、質の高い画期的プ

ロジェクトを実現することにある。 
 
マルチモーダル・パートナーシップ 
 マルチモーダル・パートナーシップとは、駐車場、バス・ラピッド・トランジット（快

速幹線バス輸送：BRT）サービスのあるエクスプレス・レーン、空港公共交通専用線、あ
るいはトラック／鉄道中継施設など、複数の交通様式にかかわる交通プロジェクトを言う。

マルチモーダル・パートナーシップは、民間部門がマルチモーダル・プロジェクトの設計、

建設、運営、維持、資金調達および／または管理に関与するか否かにより、PPP になる場
合と、そうでない場合がある。 
 
共同開発 
 陸上交通局は、交通プロジェクト案や最近の交通プロジェクトによるアクセシビリティ

向上がもたらす増価の一部を確保すべく、民間開発業者との連携を行っており、これを共

                                                   
2 米国官民パートナーシップ評議会。“官民パートナーシップの定義”。
http://www.ncppp.org/howpart/index.shtml#define 
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同開発または公共交通指向型開発（公共交通の場合）と呼んでいる。経済開発を基盤とし

たパートナーシップは、陸上交通局にとっては、税増収債（TIF）、特別評価地区（SAD）
または業務改善地区（BID）負担金、乗り入れ料金の徴収、通行料金または運賃による増収、
ならびに、交通施設と民間開発の宅地間のアクセスを促進する社会資本施設への民間部門

の直接資金拠出という形で、追加資本・事業収入を得る機会を提供してくれるものである。 
 
長期賃貸借またはコンセッション契約 
コンセッション契約とは通例、公的資金により建設された交通施設（有料道路や駐車場、

公共交通機関の駅または高速道路上空の空中権など）を、当該施設から上がった収益の徴

収権を代償として、民間コンセッショネアに長期貸与することを言う。事業契約期間中は、

プロジェクトの資金調達、開発および実施と、施設運営、保守および保全の責任は、コン

セッショネアが負うことになる。 
以下では、この 5つの PPP体制のカテゴリとそれぞれの構成要素、利点について詳述す

る。図表 2.4に、本章で考察する PPPの主要タイプを階層化して示した。民間部門の役割
は最下層の PPPが最も軽く、上層に向かうほど重くなる。 
 

図表 2.4 交通 PPPの主要タイプ 
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４） 代替 PPP 体制 
 
 以下では、陸上交通プロジェクト実施を目的とした PPP体制主要 5タイプについて、個
別に説明する。変種が策定、適用されている場合は、それについても言及する。 
民間委託有料サービス、外注保守を含む 
 民間委託サービスは、公共機関と民間部門との間に締結される、計画・環境調査、プロ

グラム・財務管理および／または運営・保守などの通常は機関内で行われるサービスに関

する有料契約である。保守サービスは従来、公務員が行ってきたのだが、最近では民間企

業へのアウトソーシングが増加しつつある。保守契約は施設維持の責任を、指定の性能基

準に基づいて、一定期間にわたり民間企業に移転するものである。この期間は 5 年とされ
ていることが多い。こうした契約は一般に、競争入札のプロセスを経て、最も有利な金額

と必要条件を提示した受託業者と締結される。民間委託有料サービスに期待できる利点は

次のとおりである： 
 公共機関職員の労働負担の軽減； 
 コスト削減の可能性；ならびに 
 革新的技術、効率性および民間部門の専門知識を活用する機会。 

 
代替プロジェクト実施方式 
 図表 2.5に、インフラ・プロジェクト実施の主要構成段階をまとめた。民間部門が責任を
負うさまざまな構成段階の組み合わせ方次第で、異なるプロジェクト実施方式を策定する

ことができる。以下では、主な組み合わせについて考察する。最初に挙げるのは設計・入

札・施工方式であるが、これは米国で以前から採用されているプロジェクト実施方式で、

民間部門が負う責任やリスクが増大することはないため、PPP方式とはみなされない。 
 

図表 2.5 インフラ・プロジェクトの開発および実施の主要構成段階 
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出典：Pekka Pakkala。革新的インフラ・プロジェクト実施方式－国際的展望。フィンランド道路事業団

体、ヘルシンキ、2002年、p.32。 

 
 設計・入札・施工方式。設計・入札・施工（DBB）方式は従来型のプロジェクト実施
方式であり、施設の設計と建設はそれぞれ別個に民間部門のエンジニアリング企業と

建設受託企業に委託される。結果として、DBBプロセスは、それぞれ設計と建設の段
階にかかわる 2 段階の実施プロセスに分割される。設計段階では、プロジェクト・ス
ポンサーが機関内で作業を行うか、エンジニアリング企業と契約を結んで、プロジェ

クトの予備設計計画書、プロジェクト計画が 30％完了した段階での環境クリアランス
証明書、ならびに、完成図と仕様書を作成する。設計段階が終了した時点で、プロジ

ェクト・スポンサーは競争入札プロセスにより民間建設受託企業と別途の契約を結ぶ。

DBB契約では、施設の資金調達、運営および保守の責任は、建設受託企業ではなくプ
ロジェクト・スポンサーが一手に引き受けるほか、設計図と仕様書が完全で誤りがな

いものと保証するリスクも負う。DBBでの受託者選定プロセスの基盤となるのは、設
計段階で最適任企業と交渉により取り決めた条件であるが、建設契約は最低制限価格

に基づいて発注する。 
DBB 実施方式は 19 世紀末に、複雑さと専門性を増す一方の設計・建設サービスに対
処するとともに、プロジェクト計画の開発と実施の抑制と均衡をコントロールする必

要がでてきたうえに、最小費用でプロジェクトを実施したいという考えにより創設さ

れた。多くの陸上交通プロジェクトが今なお、この DBB方式を採用している。 
DBB実施方式の主な利点としては、次の 3点が挙げられる： 

 専門分野（設計と建設）による分業が行える； 
 プロジェクト実施期間中に設計受託企業と建設受託企業が結託して契約条件の履

行を回避する恐れを低減させることができる；ならびに 
 契約の範囲が限定されて、規模も小さくなることが多いため、地元企業の競争力

が高まる。 
設計と建設の契約を別途に行うことにより、中小企業や専門企業が大企業と設計契約

ないし建設契約を競いやすくなるため、結果として、入札参加企業数が増加し、大企

業に負けない価格で入札できることも多くなるわけである。 
 コンストラクション・マネージャー・アットリスク方式。コンストラクション・マネ

ージャー・アットリスク（CM@Risk）は、クライアントが理解しているプロジェクト
要件に合わせて設計・エンジニアリング企業と CM@Risk 企業の経験、創造性および
スキルを結集させることでプロジェクトの全当事者のリスクを最小限に抑えるために、

設計段階で、別途の契約により、コンストラクション・マネージャー（CM）をプロジ
ェクト開発プロセスに参加させるプロジェクト実施方式である。CM@Riskでは、クラ
イアントは価格ではなく、コンストラクト・アビリティ、技術、価格設定および設計
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手順分析を行う能力を基準として CM を選定する。プロジェクト・スポンサーと CM
が保証最高価格について合意に達すると、CMは設計・施工一括受託者となる。 
CM@Riskには、総合建設請負業者の資格を有し、プロジェクトの費用を保証する企業
が建設前および建設段階を通して行うプロジェクトの建設管理サービスが含まれる。

CM@Riskが普及しつつあるのは、次の利点を備えているためである： 
 クライアント、設計者および CM の連携により、クライアントの要件を満たすコ

ンストラクト・アビリティのある設計を確実に行える； 
 価格交渉中もプロジェクトの進捗を維持できる； 
 DB 実施方式では限られた数の企業から受託者を選定しなければならないのに対
し、CMがあらゆる企業と交渉できるため、より最適なチーム作りを期待できる； 

 他の代替プロジェクト開発方式（後述）に比べて、クライアントが設計および建

設管理企業との協力者として、より直接的にプロジェクト開発段階に関与でき

る；ならびに 
 建設段階に移る前に設計ミスや手抜かりを発見できるとともに、プロジェクトの

費用も保証されるため、プロジェクトのリスクが低減する。 
 設計・施工一括発注方式。プロジェクトの設計と建設が 2 つの別途の契約により、プ
ロジェクトのそれぞれの作業段階がほとんど重なることなく実施されるDBB方式とは
異なり、DB 実施方式では、単一の固定フィー契約に設計、建設段階が盛り込まれる。
DB契約では、設計図と仕様書に誤りがないと保証するリスクは、プロジェクト・スポ
ンサーではなく、設計・施工一括受託者が負う。設計および建設段階は単一の契約に

よって実施されるが、ここで注意すべきは、設計・施工一括受託者は 1 社に限らず、
数社が共同受託する場合もあることである。DBでの受託者選定プロセスの基盤となる
のは請負事業者 1 社以上との交渉であるが、価格、期間および能力を考え合わせた競
争プロセスの形をとることもある。こうした要素をそれぞれ検討して、ベスト・バリ

ューを根拠に発注されるDB契約が増えてきている。DB実施方式は多数の海外諸国で、
官民両部門による主要社会資本プロジェクト実施の優れたプロセスとして実績を上げ

ている。DBはスケジュール、費用および品質の面で、費用対効果に優れたプロジェク
ト実施を実現できる方式である。従来の DBB実施方式と比較して、DB実施方式の最
大の利点と言えるのは、次の 4点である3,4,5。 

 時間の節約－設計段階に早くから受託者が関与するため、設計計画のコンストラ

クト・アビリティが向上し、プロジェクト各部の設計、建設段階を同時に進めら

                                                   
3 Loulakis, M. C.。建設プロジェクト実施システム：事業主の代替選択肢の評価。AEC Training 
Technologies, 1999。 
4 Pakkala, Pekka。革新的インフラ・プロジェクト実施方式－国際的展望。フィンランド道路事業団体、
ヘルシンキ、2002年。 
5 Tenah, K. A.。“建設プロジェクト実施システム：概説”コスト・エンジニアリング。AACE International, 
Morgantown, WV, 43(1), pp 20-26。 
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れるうえに、従来の DBBプロジェクト実施方式には不可欠な設計段階と建設段階
の間の入札プロセスが不要になるため、時間を節約できる可能性がある。 

 コスト削減－実施期間を通して設計、エンジニアリングおよび建設を担当するチ

ーム・メンバー間のコミュニケーションを維持できるうえに、設計・施工一括受

託者が点検の責任を負うためにプロジェクト・スポンサーが点検をする必要がな

く、受託者が設計段階に早くから関与するために発注の変更も少なく、プロジェ

クトのスケジュールが短縮されるので、結果として、コストを削減できる可能性

がある。 
 リスク分担－プロジェクトの潜在的リスクを公共部門と民間部門で分担するため、

当該リスクに対処するに最適な当事者がそれぞれのリスクを引き受けることにな

る。たとえば、設計品質、建設コストおよび実施スケジュール順守に関連したリ

スクに対処するには、施設の設計と建設の両方に責任を負っている民間部門のほ

うがふさわしいが、環境クリアランスや許認可、空中権取得などの公的リスク管

理は公共部門の得手とするところである。 
 品質向上－設計チームがプロジェクト開発に終始関与して、プロジェクトのニー

ズと受託者の能力に沿った新しい手法や技術を取り入れる機会を持つため、品質

向上の可能性がある。 
DBプロジェクト実施方式にはさまざまな構成と組み合わせが考えられるため、民間部
門の参画は設計および建設段階に限られることもあれば、運営、保守およびプロジェ

クト資金調達にまで及ぶ場合もある。以下では、こうした DB プロジェクト実施方式
の変種について詳細な考察を行う。 

 瑕疵担保保証付き設計・施工一括発注方式。瑕疵担保保証付き設計・施工一括発注

（DB-W）方式では、プロジェクト実施後、指定期間にわたり、建材、施工および／ま
たは性能基準を満たすことを設計・施工一括受託者が保証することになる。保証期間

は 5年から 20年に及ぶこともある。瑕疵担保保証付き DBプロジェクト実施方式の利
点としては、追加リスクを設計・施工一括受託者に割当てて、プロジェクト実施期間

中の点検および試験をプロジェクト・スポンサーが行わなくて済むことが考えられる。 
 設計・施工・保守・運営方式。設計・施工・保守・運営（DBOM）実施方式では、選
定された受託者が指定期間にわたって、施設の設計、建設、運営および保守の責任を

負う。受託者は施設の物理的状態、交通容量、渋滞および／または乗り心地に関して

合意した性能基準をすべて満たさなければならない。DBOM方式に期待できる利点と
しては、設計・施工一括受託者が完工後指定期間にわたって施設に対する責任を負う

ことからして、質の高い計画とプロジェクトを実施しようとする誘因が高まることが

考えられる。 
 設計・施工・資金調達・運営方式。設計・施工・資金調達・運営（DBFO）実施方式
は DBOM 方式の変種である。DBOM 方式との最大の相違は、受託者がプロジェクト
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の設計、建設および運営に加えて、プロジェクトの資金調達に対しても、ほぼ全面的

に責任を負うことである。DBFO方式に期待できる利点は DBOM方式のそれと同じだ
が、さらに、契約期間中は資金調達に内在するリスクを設計・施工一括受託者に移転

できることが挙げられる。施設の所有権はプロジェクト・スポンサーが保有している

とは言え、施設運営中に収益が早く上がる可能性のあるプロジェクトの場合は、DBFO
方式は民間からの資金調達の優れた方法である。 

 施工・運営・所有権移転／施工・所有権移転・運営方式。施工・運営・所有権移転（BOT）
方式は、受託者チームが指定期間内に限って施設の設計、建設および運営に責任を持

ち、その後はプロジェクトの所有権と運営をプロジェクト・スポンサーに戻す方式で

ある。BOT 方式では、施設所有権のみならず、事業収益リスクと余剰事業収益もプロ
ジェクト・スポンサーが保有する。これに類する施工・所有権移転・運営（BTO）方
式の場合は、建設後に所有権移転が行われ、民間受託者が BTO契約により施設運営を
継続する。BOTないし BOT方式を採用することの利点は、DBOM契約の場合と同様
で、建設後指定期間内は受託者が施設運営を担当するため、より質の高い計画とプロ

ジェクトを実施しようとする誘因が高まることにある。 
 施工・所有・運営／施工・所有・運営・所有権移転方式。施工・所有・運営（BOO）
実施方式では、施設の設計、建設、運営および保守は受託者の責任となる。類似の施

工・所有・運営・所有権移転（BOOT）方式では、指定期間が過ぎると所有権移転が起
こり、民間受託者は所有権を公共機関に移転する。BOOと DBOM、DBFO、BOTお
よび BOOT方式の最大の相違点は、施設の所有権を民間受託者が保有し続けることに
ある。そのため、BOO方式に潜在的利点としては、施設の寿命が尽きるまで、すべて
の事業収益リスクとあらゆる余剰収益が受託者に割り当てられることが挙げられる。 

 
全面サービス実施またはプログラム・マネジメント方式 
全面実施方式では、建設受託者が建設の枠を超えた多種多様なサービスをプロジェク

ト・スポンサーに提供する。これらのサービスは通常、設計段階に開始され、施設の運営

および保守が続けられる限り継続して行われる。全面サービス実施方式に期待できる利点

は、施設の設計、建設および運営を通して、プロジェクト・スポンサーが自らの資源を活

用できることにある。全面サービス実施方式の基本形態は、長期コンセッション契約また

は賃貸借契約である。 
長期コンセッション契約または賃貸借契約とは、公的資金により建設された施設を民間

事業者チームに賃貸し、民間事業者チームが指定期間にわたって施設サービスを全面的に

実施する契約を言う。コンセッション契約では、民間事業者チームは定められた期間（普

通は 25 年から 99 年）にわたって当該施設から上がる収益を得る権利を取得するために、
公共機関に対して前払い金を支払う。このコンセッション料に加えて、コンセッショネア

は施設の運営と保守を行うことにも同意するが、これには設備改良が含まれることもある。
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長期賃貸借契約は競争入札プロセスにより、最高入札価格を提示した入札有資格者に発注

される。フランスでは 2006年に、それまで特殊法人が運営していた 4つの主要有料高速道
路に対してそれぞれ最高入札価格を提示した民間事業者にコンセッションの移転が行われ

た。 
長期賃貸借契約の潜在的利点をまとめると、次のとおりである6： 
 受益者負担金増額の責任が民間部門に移転される； 
 公共機関は巨額の前払い収益を得られる； 
 運営、保守および設備改良の責任が民間部門に移転される； 
 大半のプロジェクト・リスクが民間事業者に移転される；ならびに 
 運営・保守活動における民間部門の効率性を活かせる。 
既存施設の引き継ぎ（フランスの有料高速道路のケースのようなブラウンフィールド・

プロジェクト）や新施設開発（グリーンフィールド・プロジェクト。本報告書でも多数を

以下の章でケーススタディの形で紹介している）を目的として、長期賃貸借契約やコンセ

ッション契約を検討している政府と交通関係官庁は数多い。ヨーロッパとアジアでは、民

間からの資金調達による交通プロジェクトはコンセッション方式ないしは BOT／BOT 実
施方式で実施されている。 
 
公共交通関連開発方式 
 公共交通関連の開発については、開発に取り組む時点での公共交通施設の実態に応じて、

政府、地域ごとに異なる見解が見られる。しかし、いずれの政府、地域の公共交通の定義

にも共通しているテーマがある。公共交通施設を中心とした、歩行者に優しく、密度の高

い開発である。公共交通業界では、公共交通開発は一般に、“条件が整えば集客につながる、

公共交通拠点付近の歩行者に優しい多様性に富んだ高密度土地利用”7と定義されている。

公共交通関連開発には通例、公共交通機関の駅および停留所から半径 1/4－1/2 マイル
（400m－800m）以内の高密度な宅地造成、商業開発および／または小売店開発が含まれ
る。複合用途開発は公共交通関連開発の共通要素である。 
 公共交通関連開発は次に挙げる 4 つの正式な開発機会を通して、交通インフラを資金面
で支える可能性を秘めている： 

 公共交通指向型開発； 
 共同開発； 
 業務改善地区；ならびに 
 税増収債。 
 これらの機会について、以下で詳細に考察する。 

                                                   
6 連邦道路管理局 PPPウェブサイト、www.fhwa.dot.gov/ppp. 
7 Cervero, Robert（研究責任者）。TCRP報告書 102：米国における公共交通指向型開発：経験、課題、
展望。交通研究委員会、2004年、p.7。 
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 公共交通指向型開発。公共交通指向型開発（TOD）は、既存の、あるいは最近開設さ
れた公共交通機関の駅およびターミナルに近いことを条件として行われる商業開発お

よび宅地造成である。TODは、公共交通施設周辺の土地利用向上を目的とした民間開
発業者と地方自治体、開発官庁および公共交通関係官庁のパートナーシップという形

で行われることもある。公共交通関係官庁や地方自治体は、既存または将来の公共交

通施設付近に遊ばせている土地やもっと有効に活用できる可能性のある土地を所有し

ていることが多い。一方の開発業者は常に新しい開発の機会を探しており、公共交通

へのアクセスが良い立地にある土地は新開発、再開発の対象として魅力的な存在であ

る。TODでは、公有地開発の建設に伴う資金調達とリスクは民間開発業者が単独で背
負うが、地方自治体も単なる土地所有者にとどまらない役割を果たすことができる。

密度ボーナス、土地区画整理、駐車要件緩和、規制要件の合理化などの形で、開発業

者に誘因を提供できるのである。TODを成功に導くには、これらの官民グループすべ
ての肩入れとコミュニケーションと連携が必要である。 
TODの利点は実に多様で、公共交通利用にとどまらない。図表 2.6に、官民両部門の
観点から見た TODの主要利点と副次的利点をまとめた。 

 
図表 2.6公共交通指向型開発の官民両部門にとっての利点とリスク 

 

出典：Robert Cervero, TCRP報告書 102：米国における公共交通指向型開発、TRB、2004年、pp. 

120-131。リスク・ファクタ反映のため、AECOM Consultが改訂。2007年。 

 
 共同開発契約。共同開発契約（JDA）では、公共交通関係官庁がプロジェクトの完了
に先立ち、民間開発業者と直接共同してプロジェクトを計画、実施する。JDA はプロ
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ジェクトごとに異なる契約であり、公共交通関係官庁の所有地、その上空または近隣

における開発を対象とする。共同開発契約では、公共交通関係官庁は交渉によって取

り決めた支払金の代償として、開発業者に公共交通関係官庁の地所に住宅、商業、小

売または複合用途建築物を設計、建設する権利を付与する。開発業者から公共交通関

係官庁に支払われる金額は大きく異なり、指定期間の年間リース料や、公共交通施設

玄関口、駐車施設などの公共交通施設の建設や駅施設改善などの費用も含まれること

がある。 
共同開発業者の支払金はプロジェクトごとに異なり、開発業者と公共交通関係官庁に

とっての利点とニーズによって左右される。多くの支払協定には次の要素が含まれる8： 
 土地リース－土地リースでは、公共交通関係官庁の所有地の開発権を取得するた

めに、公共交通機関に年間賃貸料を支払う。リース契約の長さは、開発業者が開

発の占有者に課する賃借料から最低限確保すべき投資収益を得られるものでなけ

ればならない。リース契約が満了すると、所有権は公共交通関係官庁に戻る。 
 空中権リース－空中権リース契約は、合意した期間にわたって公共交通関係官庁

に年間賃貸料を支払うという点は土地リース契約に似ているが、このリース契約

により得られるのは、公共交通機関の駅の上空に開発を施工する権利である。空

中権リース契約の期間は、開発業者が開発の占有者に課する賃借料から最低限確

保すべき投資収益を得るに十分な長さでなければならない。リース契約が満了す

ると、所有権は公共交通関係官庁に戻る。 
 運営費分担－運営費分担契約では、特定の運営費を公共交通関係官庁と開発業者

が共同で負担する。一般的な例としては、換気システム、駐車場、公共料金が挙

げられる。 
 建設費分担－建設費分担契約では、駐車施設、建築物の基礎、アクセス・ポータ

ル、公共交通センター、バス待合所などの建設費の一部を開発業者が公共交通関

係官庁に支払う。建設費分担契約は、バス・サービスや鉄道にも容易に適用でき

る共同開発契約の 1方式である。 
 駅接続料－開発業者が開発を公共交通機関の駅に直結する権利を取得するために、

公共交通関係官庁に支払う料金（一時払いと年間費の場合がある）である。直結

できれば、乗客は公共交通機関の駅の外に出ずに、開発された施設に直行するこ

とができる。 
 交渉民間拠出金－公共交通関係官庁が開発業者と直接交渉して獲得する、公共交

通施設改善のための民間拠出金である。拠出金の金額は、民間開発業者が当該公

共交通への投資により得られる便益に基づいて算出される。こうした拠出金は一

時払いが普通である。 

                                                   
8 Cervero, Robert（研究責任者）。TCRP報告書 102：米国における公共交通指向型開発：経験、課題、
展望。交通研究委員会、2004年、pp. 25-32。 
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 受益者負担地区（ベネフィット・アセスメント・ディストリクト）－公共交通機

関の駅周辺に地理的受益者負担地区が設けられる。受益者負担地区内の不動産所

有者には、公共交通施設ないしその改善によって得られる便益に基づいて、公共

交通施設建設の資金調達の一助となる負担金が課せられる。住宅として使用され

ている不動産は除外されることが多い。 
 共同出資－共同出資は、土地売却などの形で公共交通関係官庁と民間開発業者が

特定の資産を交換することを言う。共同開発契約によっては、特に当該開発が公

共交通に役立つものである場合など、公共交通関係官庁が土地売却による収入を

保有できることもある。 
 インセンティブ契約－インセンティブ契約とは、開発業者が駅接続または改善な

どの公共交通投資費用を拠出または分担する見返りとして、開発施設のフロアや

スペースの追加や、土地区画整理、駐車要件緩和などの密度ボーナスを得る契約

を言う。 
公共交通関係官庁にとっての JDAの主な利点としては、次に挙げるような利用者数の
増加、リース料支払金の発生、資本または運営拠出金、一時払い金の形の増収が挙げ

られる： 
 公共交通機関の駅の複合用途開発により公共交通機関利用者が増加するため、運

賃収入が増加する； 
 JDA は、公共交通関係官庁にとっては、民間部門からの資本および運営拠出金と
年間リース料支払金が見込まれるものである。こうした追加歳入と資本および運

営拠出金は公共交通関係官庁の資金調達源を多様化し、現行の資本・運営費の一

部を補填するのに役立つ。 
収益面での利点に加えて、JDAは次のような副次的利点も期待できる： 

 駅周辺地域の経済活動および経済活力の向上； 
 公共交通機関の駅やターミナル周辺の治安改善； 
 公共交通機関の駅やターミナル周辺地域の美観改善。生活するにも、働くにも、

訪れるにも好ましい場所となる。 
こうした利点は公共交通関係官庁にとっては副次的であるかもしれないが、民間開発

業者にとっては主要な利点である。こうした経済、治安、魅力の面での利点が無けれ

ば、開発業者は投資を収益性のあるものにするだけの住宅、商業地区および小売店の

テナントを集めることができないため、共同開発活動に関心を示すこともないはずで

ある。 
 業務改善地区－業務改善地区（BID）は、所定の地理的地域内のセキュリティ、保守、
マーケティング、経済開発、駐車、交通、特別なイベントなど、多様なサービスの改

善を目的とした資金調達のために、地区内の不動産に負担金を課するものである。BID
の管理は通常、特殊法人または非営利団体が、当該地区内の各種事業者および不動産
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業者の代表が構成する委員会の指示のもとに行っている。 
歴史的に見ると、BID 交通プロジェクトの主眼は地区内の歩行者施設および移動に置
かれてきた。しかし、アクセシビリティと渋滞のレベルが上がって、経済開発に影響

が及ぶようになるにつれて、BID は交通計画とイニシアティブにも大きな役割を担う
ようになった。中には、地域内の経済活動と経済成長の増強を目的とした交通サービ

スの新設と拡充のための資金調達に、BID が貢献している地域もある。また、公共交
通プロジェクトの資金調達に利用できる政府助成金を利用すべく、交通増強・改善の

スポンサーになっている BIDもある。 
BID 内の事業者と不動産所有者が、当該地域における経済活動と資産価値に交通プロ
ジェクトが及ぼす好影響を理解すれば、BID は今以上に交通プロジェクトへの資金調
達に役立つものと考えられる。新規開発の場合は、交通イニシアティブは当該地域へ

のアクセスを改善し、ひいては交通活動と経済活動の増強につながる。また、既存地

域の渋滞レベルが上昇した場合にも、交通改善イニシアティブが地域内の人の移動の

効率を高めるため、やはり経済活動の増強が期待できる。公共交通関係官庁の観点か

ら言えば、交通インフラ・プロジェクトに BIDを盛り込むことには、次のような潜在
的利点がある： 

 固定資産税に応じた負担金収益が得られる； 
 収益の多角化が進む； 
 地区内の事業者および不動産所有者とのパートナーシップを創出できる； 
 BIDが提供する他のサービスと交通サービスを連携させることができる。 

 税増収債。税増収債（TIF）は地方自治体が、インフラおよびサービス改善の実施によ
り不動産（造成地および未造成地）の資産価値を高めて、固定資産税の増収を図るこ

とにより、コミュニティ内の地域再開発資金を調達するために用いる手段である。地

方自治体は不動産所有者の同意を得て、TIFを発行することができる。TIF地区は通常、
地方自治体の公務員または特殊法人が、収益の用途を決定する理事会または委員会の

指示のもとに管理する。税増収債は将来の固定資産税増収を現在のインフラ（公共交

通施設と他の交通施設を含む）投資に充てるものである。TIFの基盤となっている考え
方は、インフラ投資が地区内の既存の不動産の価値を高めるとともに新規開発を促し、

それが税基盤の拡大につながるというものである。結果として、債務元利未払金が将

来の固定資産税増収により償還されるので、民間投資家はそうした投資に前払い資金

を提供するのに吝かではないのである。 
TIFは地区内の固定資産税の税率を引き上げるものではない。むしろ、インフラ投資の
ための債務返済に充てるために、税基盤の拡大による当該地区の将来の固定資産税増

収の一部を指定期間（通常 20 年から 25 年）にわたって取り置くものである。交通投
資の資金調達源として TIFを採用することの利点は次のとおりである： 

 債務返済を特定用途とする収益ストリームを持つことにより、資本市場へのアク
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セスを確保できる； 
 増税をしなくても、新たな収益源が得られる。 

 
マルチモーダル・パートナーシップ 
 マルチモーダル・パートナーシップは、公共交通、旅客鉄道、高速道路、空港を含む複

数の交通様式に利用される施設の開発、資金調達および／または運営を同時に実現させる

機会を提供するものである。公的資金の不足が続く中、交通様式を超えたマルチモーダル

開発とプロジェクト協調に注目が集まりつつある。欧州連合、中国、南アフリカのように

交通ニーズと交通機関間の相互接続の必要性が高まる一方の地域や国々では、マルチモー

ダル・パートナーシップの成功こそが、交通効率化、市場競争力強化、サービスの質の向

上、パブリック・ニーズの充足、景観改善および財政的実行可能性の必須要素となること

だろう。 
 マルチモーダル・パートナーシップ・プロジェクトは、PPP である必要はない。もちろ
ん、複数の公共機関と特殊法人が関与する PPPの形をとることもある。しかし、マルチモ
ーダル・パートナーシップへの民間部門参画の機会は、特に有料道路と空港も対象に含ま

れているならば、通行料金と空港収益を交通投資に活用できるだけに、公共交通関連 PPP
強化の可能性を秘めた領域と言える。 
 マルチモーダル・パートナーシップがもたらす主要な成果は、各当事者の強みを結集で

きることである。他の公共交通関係官庁や民間部門のパートナーが参画することにより、

マルチモーダル・パートナーシップ・プロジェクトは次のような恩恵を受ける機会を拡大

してきた9： 
 収益源の多角化と交通投資の資金源となる金融市場の拡大； 
 経済開発の機会の増大； 
 利用者数の増加； 
 通勤時間の短縮； 
 関与する全交通様式の運営の効率化。 

 
５） PPP の利点 
 
 PPP が行政にとって、地域社会に対する義務を果たし、重要なものとなる可能性を秘め
た公有資産の管理権を保有しつつ、インフラ調達に民間部門を参加させるという恩恵をも

たらしうるものであることは、多くの海外諸国で実証されている。以下では、これらをは

じめとする PPPの潜在的利点について説明する。 
 

                                                   
9 Hauser, Dr. Edd. P. E.。研究責任者。第Ⅲ巻：マルチモーダル交通計画のためのパートナーシップの開
発と管理。NCHRP Web Document 22、Project 8-32(41)、1997年 6月、p. 42。 
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実務関係の強化 
短期調達方法と比較して言えるのは、PPP は公共部門機関と民間部門事業者が長期に及

ぶ強い信頼関係を構築する機会を提供するものだということである。長期目標に集中して

取り組む必要があるため、公共部門のスポンサー、民間部門の事業者ともに、目標を理解

し、情報を共有して、より良い長期ソリューションを策定しようとする誘因が高まる。さ

らに、強力な長期的関係を構築する機会は、諸問題を解決に導く公開討論の場の拡大にも

つながる。 
交通施設は総じて有効寿命が長いため、公共部門としては、交通インフラ開発を支援し、

設備投資に関する判断の指針を示し、所有権移転後の資産保守、安全性および高品質の維

持を確実に行うために、民間部門の事業者と長期的関係を構築しなければならない。 
しかし、長期的関係を構築するにあたっては、長期的関係が保証されていると、民間事

業者側のベスト・ソリューションを追求しようとする意欲が薄れる可能性があることも考

慮する必要がある。公共部門のスポンサーはまた、民間事業者とのパートナーシップに心

を配り、関係の悪化を最小限に抑えつつも、地域社会の利益を最大化（訳注：原文ママ、

極小化？）する恐れのない選択肢を提案、選択しなければならない。 
 
財政的制約の軽減 
 公共事業体が提案している数多くのプロジェクトが、財源、それも特に前払い資金が限

られているために、先送りされたり、足踏み状態に陥ったりしている。民間部門がプロジ

ェクトに民間資金を投入することを可能にする PPPは、公共機関にとっては、事実上、オ
フ・バランスシートの資金という形で資金調達源を提供するものである。言い換えるなら

ば、民間部門からの資金提供は、本来ならば資本不足により足踏み状態にあるはずのプロ

ジェクト開発を進捗させることも珍しくないのである。 
 
実施の促進 

PPP は交通プロジェクトの資金調達および実施段階に民間部門を参画させることにより、
これらの段階の進捗を促進させるものと言える。民間部門の参画は、インフレ・コスト増

の回避、ベスト・プラクティスと最新技術の導入、リスク・マネジメントに長けた民間部

門への技術リスクをはじめとするリスクの移転という形で、プロジェクト・コストの低減

につながる。民間部門には、コストを最小限に抑え、収益ストリームを拡張するために、

建設遅延を最小限とどめようとする誘因がある。早期完了ボーナスの支給や事業契約期間

への契約期間の繰り込みなどの契約条件は、実施促進のさらなる誘因となる。 
 
イノベーションと専門知識 
 民間部門の参画は資金調達、規模の経済性、開発、実施および運営／保守のための新し

い独創的なアプローチの開発を促す。民間部門には、プロジェクト、運営管理およびリス
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ク・マネジメントの専門知識も期待できる。特に、金融市場は、段階的マージンや物価指

数債券の使用によりインフラ・プロジェクトに合わせて融資を構成する方法に精通してい

る。 
 
費用対効果と生産性の向上 
民間部門には、可能な限り費用対効果の良い運営を確保しようという誘因がある。特に、

第三者による施設利用を管理し、交通関係機関が負担する純費用を低減するには、公共部

門機関よりも優れた手腕を発揮することが多い。民間事業者にはさらに、生産性と資産か

ら上がる収益の向上を目指すモチベーションがあるうえに、生産力が限られていて創出す

るには多大な費用がかかる場合には、イールド・マネジメントや需要マネジメントなどの

プラクティスを実施するにも積極的である。 
 
プロジェクトの開発と実施の統合 
 設計、建設、保守および運営を統合できる可能性は、たとえば建設費などの資産ライフ

サイクルにおける特定部分のコストを極小化するのではなく、ライフサイクル実施評価方

式により資産の寿命を通しての費用対効果レベルの最大化を達成すべく、支出最適化とイ

ノベーション最大化を目指そうとする誘因を民間部門に与える。 
 
選択肢の拡大 
 プロジェクト・スポンサーは、プロジェクトの特徴と、公共部門スポンサーと民間部門

事業者の能力とニーズに合わせて、個々のプロジェクトに適した特定のタイプの PPPを選
択することができる。このモデルは中国返還前の香港で成功裏に使用された。当時は多数

の交通インフラ・プロジェクトが開発されたのだが、いずれのプロジェクトにも、それぞ

れの特徴と、PPP に参加したパートナーの利益とリスク許容度を考慮して、異なるプロジ
ェクト実施方式（DB、DBOM、DFOM、BTOなど）が採用された。 
 
競争の強化 

PPP はまた、公共部門の能力を活用できるしかるべき透明性を持った契約手続によって
民間部門を参画させることにより、高速道路の施設とサービスの提供方法に関する競争を

機能、組織、技術およびプロセスの観点から強化させることができる。 
 
リスク・マネジメント 

PPP を採用することにより、公共部門スポンサーはプロジェクトのリスクを民間部門と
分担することができる。リスク分担プロセスにおいては、公共部門スポンサーは、民間部

門のほうが効果的に管理できると思われるリスクは民間部門に任せ、自ら管理または対処

したほうが良い結果が得られると思われるリスクは自ら担うことができる。たとえば、建
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設費、運営費および保守費の変動の管理は民間部門に委ねるほうが効果的であるし、公共

責任、環境クリアランス、許認可リスクの管理には公共部門のほうが長けている。 
 
PPPのリスク 
 
さまざまな利点を持つ PPPではあるが、これを交通プロジェクトに採用するにあたって

は考慮しなければならないリスクもある。プロジェクト・リスクのさまざまなカテゴリを

図表 2.7にまとめた。 
 

図表 2.7交通インフラ・プロジェクト PPPに伴うリスクのタイプ 

 
 
次ページ以降の図表 2.8では、こうした数々の主要リスク・ファクタが PPP当事者にも

たらしうる影響をまとめ、その結果の緩和策を提案している。これらのリスク・ファクタ

の一部については、図表 2.8以降で詳述する。 
 
取引コスト 
 PPP体制が著しく複合化する傾向にある中、PPP調達を考える公共事業体が負担する取
引コストは莫大なものになることがある。取引コストは PPPの準備と交渉を進める調達段
階で、公共部門スポンサーと民間部門受託者候補に対して発生する。PPP 発注後は、PPP
契約順守を保証するための業績監視のために、追加費用が生ずることもある。 
 取引コストの影響は、時間と費用の面で規模の大きいプロジェクトに参画する機会を民

間部門に提供することで、低減することができる。オーストラリアの公共部門機関は、PPP
を実施する価値があると判断するのに必要な適正最小プロジェクト価値に対して、それぞ

れ異なる見解を持っている。ビクトリア州財務省が推奨するプロジェクト価値は 1000万オ
ーストラリア・ドル以上であるのに対し、ニュー・サウス・ウェールズ州財務省は 2000万
オーストラリア・ドル以上を勧告している。一方、クイーンズランド州政府は、2 億 5000
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万オーストラリア・ドルを最低限と考えている。 
 取引コストの影響を緩和する方法は、行政の煩雑さの低減、PPP 調達手続の標準化、一
連の小規模プロジェクトの統合、リース契約期間の延長など、多様である。 

 
図表 2.8主な PPPプロジェクト・リスクの結果と緩和戦略 
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図表 2.8主な PPPプロジェクト・リスクの結果と緩和戦略（続き） 

 
 
ライフサイクル・コスト上昇の可能性 
民間部門事業者は、特にプロジェクト・ポートフォリオ全体にリスクを分散することが

できない場合は、長期ライフサイクル・コスト・リスクの不確実性を補うために、公共部

門スポンサーよりも高い収益率を要求することがある。PPP の主要利点のひとつである全
コストの削減という前提を実現できるか否かは、民間部門のイノベーション、規模および

専門知識と、民間部門が要求するリスク・プレミアムを上回るコスト削減次第である。 
 
課税制約 
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交通 PPPの行政スポンサーの中には、コンセッショネアが提供、運営する資産の公益性
を考慮して、特定の税を免除しているところもあれば、それほど太っ腹ではないところも

ある。たとえば、オーストラリアでは、連邦所得税評価法（Section 51ADおよび Division 
16D）のリース規定により、民間部門の資産所有者の資産関連税額控除が認められないこと
がある。この法案はそもそも、税金逃れに対処するために提出されたものであった。しか

し、資産管理を公共機関が行っているとみなされる場合は、民間事業体がインフラ関連支

出による税額控除を申請するのを制限する効力を持つに至った。この制約が、インフラ関

連プロジェクトに投資しようとする民間部門の誘因を制限しているのである。この問題に

対処するための所得税評価法改正については、だいぶ前から懸案中である。所有権を民間

部門に移転するプロジェクト実施方式を選択すると、税の軽減に関する不確実性は緩和さ

れる。オーストラリアのコンソーシアムが施工・運営・所有権移転（BOT）契約よりも施
工・所有・運営・所有権移転（BOOT）契約を得ようとするのは、このためである。 
 
モラル・ハザード 
行政には、プロジェクト実施を確実に行うために、民間部門のパートナーの損失を一部

補填して、失敗しかけている PPPが政治に及ぼす副次的影響を最小限に抑えようとする誘
因がある。政治への副次的影響を回避しようとする行政のこうした傾向を承知している民

間部門の受託者は、公共部門の財政支援を当てにして、原価リスクを抱え込む可能性もあ

る。 
 
資産管理権の喪失 

PPPによって資産管理権が民間部門に移り、PPP契約期間中は公共部門が地域社会に対
するサービス義務を果たせないという事態に陥ることもある。政府事業体は地域社会サー

ビス義務を確実に履行できるように、PPP 契約書に地域社会サービス義務の保証を明記す
る必要がある。 
公共部門が失った資産管理権が民間部門事業者の手に渡ると、スポンサーである公共機

関が将来、競合するインフラの開発を希望しても、有料施設からの交通多様化のリスクを

避けるために事業契約に非競争条項があるためにそれができないといった、大きな問題を

生むことがある。オーストラリアでは、さまざまな有料道路 PPP契約の“非競争条項”を
順守するために、公共部門が競合する無料道路や公共交通路線の改修をできなかったと疑

われているケースが多数存在する。2006年には、ドライバーが有料施設を使用せざるを得
ないようにし向けるために、あるコンセッショネアが地方自治体を説得して競合する地方

道路数本を閉鎖させ、交通渋滞と期待された収益の遅れを招くという事態が起きた。 
 
主要成功要因 
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 PPP 成功の見込みを最大限にしようと思うなら、サービスの質を向上させ、社会・経済
開発を促進させる PPPであることが必要である。以下では、PPPの“主要成功要因”と考
えられるものについて考察する。 
 
利害関係者間協議と支援 
影響が従業員と地域社会に及ぶ恐れがある場合には、利害関係者間協議が一段と重要に

なる。これまでの PPPの例から見るに、PPPについてはいくつか誤解があるようだ。その
最たるものが、PPP は公有資産を民営化しようとするものだという認識である。利害関係
者の見解を理解し、PPP 案とそれが公共部門にとって持つ価値に関する誤解を正すには、
利害関係者間協議が必要である。特に PPP案が長期にわたるものである場合には、利害関
係者間協議を継続的に行う必要もあろう。これには、公共部門の継続的なアウトリーチの

努力とコミュニケーションも含まれる。 
 
公共部門の関与 
パートナーシップが確立してからも、プロジェクト・スポンサーである公共機関はプロ

ジェクトへの積極的な関与を続けるべきである。特に安全性と保守面でのプロジェクト成

功を確実なものにするためには、パートナーシップ・パフォーマンスの継続的モニタリン

グが大きな意味を持つ。モニタリングの性質と頻度は、契約条項として規定するものとす

る。 
 
政治的リーダーシップ 
パートナーシップを成功させるには、強力な政治的リーダーシップが必要である。PPP

のコンセプトを支えるには、上級官公庁の積極的に関与しようとする姿勢が求められる。

上級官公庁には、PPP の潜在的利点を十分に説明しておく必要がある。公共部門にとって
の PPPの価値に関する誤解を最小限に抑えるにも、注目度の高いプロジェクト推進派とし
ても、重要な役割を担えるのが政治的指導者である。その良い例が、ロンドン中心部渋滞

税導入 PPP計画の際に陣頭指揮に立ったロンドン市長である。上級官公庁の政治的リーダ
ーシップが欠如していると、他の面ではうまくいっている PPPプロジェクトでも、失敗に
終わる恐れがある。 
 
複雑化の抑制 

PPP体制は可能な限り複雑化しないようにするべきである。PPPの複雑化は取引コスト
とモニタリング・コストを増大させて、入札者を減らすことになる。 
 
公的支配の確保 
契約が完了していない状況では、民間部門のパートナーが義務を履行しない場合に地域
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社会サービスの実施を継続するためには、行政が問題を解決し、支配権を握る機会を最大

化するための遡及権を確保していることが必要である。契約の約定が不完全である場合は

とりわけ、遡及権が大きな意味を持つ。 
 
適切なリスク分担と報酬 
前述のとおり、PPP の主要な特性のひとつは官民両部門間でリスク分担を行う機会があ

ることである。ただし、リスク分担を適切に行い、それにふさわしい報酬が与えられるこ

とが不可欠である。ついては、リスクのタイプ、当該リスクに対処するに最適な当事者、

リスクの代償として必要なプレミアムを特定する必要がある。リスク移転が適切に行われ

ないと、図表 2.6に示したように、民間部門から要求されるプレミアムの著しい増加やコン
セッショネアの不履行といった事態を招くことになる。 

PPPの期間中は、PPPの全当事者が、それぞれのリスク・ファクタに対する責任の範囲
を明確に理解したうえで、あらゆる種類のリスクを考慮しなければならない。PPP 契約の
融通性やリスク分担は民間部門チームが提示する入札価格に重大な影響を及ぼす可能性が

あり、いずれの場合も入札価格の低下につながるものと考えられる。 
 
契約交渉中／交渉後の当事者間の効果的な関係 
 プロジェクト実施に PPP方式を採用する場合は、新たなビジネス関係が必要になる。そ
の相手は、PPP 契約の大きなリスクや責任に対処できる国内、国外の大手企業であること
が多い。この関係は、行政（契約に十分な数の入札者を集められるか懸念することになる）

と小規模な請負業者（新しい環境では競争できないと考える可能性がある）双方にとって、

競争力と公平さに関する問題を生むことになる。また、リスク配分、納得のいく収益率、

契約誘因も慎重に定義しなければならないため、行政と請負業者間の交渉の範囲と複雑さ

も著しく拡大する可能性がある。 
 
法的権限 
交通インフラ PPPを進めるか否か、進めるならばいかにして進めるかを決定するにあた

っては、数々の法的問題を考慮しなければならない。必要な交通プロジェクトの実施促進

に PPPを採用する法的権限は、責任のある立法機関と監督官庁が制定した一般的な法規に
基づいている。図表 2.9に、重大な法的異議申立を受けずにプロジェクトを迅速に進める法
的権限をスポンサーである公共機関と民間事業者に付与するという柔軟な立法・規制措置

によって解決できる、多数の法的問題の一部をまとめた。 
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図表 2.9交通インフラ・プロジェクト PPPに伴う法的問題 

 
 
 
交通プロジェクト PPPのその他の主要成功要因 
図表 2.9にまとめた成功要因以外の重要な要因としては、次のものが挙げられる： 
 交通ニーズが実証されている（渋滞緩和、安全性向上、アクセシビリティ、移動時間

信頼性など）； 
 官民両部門ともに意欲があり、相互に相補的な利益が得られる； 
 公共部門パートナーの投資収益率と、利用できるにしても乏しい公的資金の妥当な分

担という基準に照らして、プロジェクトに充てられる資金調達または収益が妥当であ

り、財政発展可能なプロジェクトである。 
 交通プロジェクト PPPを成功裏に開発、実施するには、これらの要因がひとつでも欠け
ていてはならない。 

＊＊＊＊＊ 
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 本報告書の次の 3 章は、世界で必要とされている陸上交通施設の資金調達と実施を促進
する方法として PPPに頼ることが多くなっている、英国、オーストラリア、ニュージーラ
ンドをはじめとする国々で、実際に PPPにより開発、実施された交通インフラ・プロジェ
クトのケーススタディと摘要に充てている。 
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第３章 英国における交通 PPPのケーススタディ 
 
 本章では、1992 年に英国政府がプライベート・ファイナンス・イニシアティブ（PFI）
を開始して以来の、英国における主要高速道路施設の開発および資金調達の促進を目的と

した官民パートナーシップの導入および使用状況について概説する。これは、次ページの

図表 3.1に示すとおり、英国全土の人と貨物の移動に用いられている戦略的高速道路網であ
る。本章には、PPP プロジェクトの契約タイプ別総合リストと、数々の具体的なプロジェ
クトのケーススタディも盛り込んだ。 
 英国における官民パートナーシップは主として、高速道路、橋梁およびトンネルを含む

全国的自動車道・幹線道路網への拡張を促進するために使用されている。英国の自動車道

を対象とした PPPの大半は民間コンセッショネアチームに、政府の道路プロジェクト担当
官庁と共同での施設の設計、施工、資金調達、運営および保守を委ねている。英国では、

PPPは都市渋滞の管理（ロンドン中心部渋滞税スキームなど）、公共交通インフラの保守お
よび改修（ロンドン地下鉄など）、英仏海峡の鉄道用海底トンネル（“チャネル”）のような

大規模インターモーダル・トンネル施設の施工などにも採用されている。 
 

１． 高速道路システムの概要 
 
 英国の戦略的道路網の運営、保守および改修は、英国交通省（DfT）の執行機関である高
速道路庁が英国運輸大臣に代わって担当している。高速道路庁は戦略的道路網（次ページ

の図表 3.1）を公有資産として管理しており、自動車道延長・拡張の設計、施工を行う民間
のマネージング・エージェント・コントラクターを介して監督も行っている。フランチャ

イズ施設を運営するコンセッショネアが活用しているこれらの道路の交通管理も、高速道

路庁が担当している。英国のその他の道路は地方自治体の管理下にある。 
 高速道路庁は国土を 14のエリアに分割して英国の戦略的道路網の管理を行っており、そ
れぞれのエリアにエリア・チームと、マネージング・エージェント（MA）またはマネージ
ング・エージェント・コントラクター（MAC）と呼ばれる総合エンジニアリング請負事業
者が割り当てられている。各エリア・チームと当該マネージング・エージェントは担当エ

リア内の高速道路庁の道路の保守に責任を負う。エリア・チームは高速道路庁交通業務局

に所属している。マネージング・エージェントは総合エンジニアリング・コンサルタント

として、エリア・チームが設計予備計画を策定し、プロジェクトの設計・建設請負業者の

専門的作業を監督するのを支援する。 
 1990年代半ば以前は、高速道路庁は英国の主要自動車道およびトラック道の建設と保守
に、従来の公的資金源と単価契約によるプロジェクト実施方式を採用し、マネージング・

エージェントであるエンジニアリング企業がプロジェクト開発の総合エンジニアリング・

コンサルタントの役割を果たしていた。建設および保守には、新しい道路と構造物（橋梁、
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トンネルなど）の先進プランニング、設計、施工と、路面や照明、路面標識などの既存イ

ンフラの摩耗部分の継続的修繕、交換が含まれていた。 
 

図表 3.1英国の戦略的高速道路網 

 
出典：Highways Agency, July 2006。URL: http://www.highways.gov.uk/aboutus/139.aspx。 
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 レディ・マーガレット・サッチャー政権下で実施された経済改革により、英国は国の交

通インフラ資産の主要部分を民営化するという、大いに話題を呼んだ数々の取り組みに着

手した。民営化の対象となったのは、鉄道、公共交通機関、航空インフラである。それに

加えて、ヘルスケア、住宅、防衛、交通などのさまざまな部門におけるプロジェクトの資

金調達と実施の一助として、民間部門の資金源を開拓する取り組みも始まった。1990年に
は英国初の設計・施工一括高速道路プロジェクト契約が発注された。 
 英国が官民パートナーシップ（PPP）に本腰を入れ始めたのは 1992年のことで、当初は
プライベート・ファイナンス・イニシアティブ（PFI）の形をとっていた。官民両部門間の
より緊密な連携を促進して、従来、公共部門が実施していたプロジェクトとサービスの実

施および管理に民間部門のスキルと規律を導入しようと考えたからである。英国政府の高

速道路庁は 1994 年 8 月に PFI 計画をスタートさせて、シャドウ・トールによって資金を
調達する設計・施工・資金調達・運営（DBFO）契約のもとに、民間コンセッショネアが 8
つの自動車道およびトラック道プロジェクトを実施すると発表した。こうした DBFOプロ
ジェクト契約が初めて発注されたのは英国というわけである。2000年には初のオープン・
ブック・ターゲット・コスト契約が落札され、2004年には初めての大規模な早期インボル
ブメント（ECI）契約が発注された。ECI契約では、コンセッショネアがプロジェクトの計
画段階から早々と関与するもので、契約の範囲に運営と保守も含まれていれば、建設終了

までと終了後も関与を続ける。高速道路庁は従来の実施方式と比較して、ECI 契約では、
民間部門がプロジェクト開発プロセスの早期から関与した結果として、総プロジェクト実

施期間が平均 11年から 5年へと 45％短縮されたことを確認している10。 
 ここ 12年の間に、英国の公共部門と民間部門はともに、インフラ資産の資金調達および
実施への PPP利用に相当の経験を積み、自信を深めた。スタンダード＆プアーズ社によれ
ば、英国ではこれまでに総資本 480 億ポンド以上が PPP プロジェクトに投じられており、
今後 16年には PFIによる追加資本投資 640億ポンドが見込まれている11。 
 
高速道路 PPP計画の概要 
 
 国内の自動車道、橋梁およびトンネルに必要な改修に充てられる公的資金が限られてい

る中、英国高速道路庁は 1994年 8月、設計・施工・資金調達・運営（DBFO）契約・実施
方式により、高速道路システムの一部への PFI適用を開始した。これらの DBFOプロジェ

                                                   
10 DeWitt, Steven D.。2004年度国際建設管理スキャン。AASHTO、ARTBA、AGCAおよび FHWAの
委託により、国際技術交流計画の一環として実施された効果的なプロジェクト実施、契約順守および品質
保証のための建設管理プラクティスの 2004年度国際スキャンで得られた結果のサマリー・プレゼンテーシ
ョン。 
11 Jamieson, Craig, Adele Archer, Robert Robinson, and Robert Bain。評判は今一歩ながら、勢いを維
持している英国の PPP。Standard and Poor’s社のコメント、2005年 4月 25日。Standard and Poor’
s社のインフラ＆国家財政格付け－官民パートナーシップ、2005年世界信用格付け調査、2005年 5月、
pp. 16。 
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クトによる高速道路庁の狙いは次の 5点にあった： 
 環境影響を最小限に留めるとともに道路利用者の便益を最大化するために、プロジェ

クト道路の安全かつ申し分ない設計、保守、運営を確実に行う； 
 妥当なレベルのリスクを民間部門に移転する； 
 技術・運営面のみならず、金融・商業契約においてもイノベーションを促進する； 
 英国における民間部門道路運営産業を育成する； 
 特にプロジェクト開発・実施当初数年間の公共部門からの出資を最小限に抑える12。 
 英国の DBFO 契約の期間は通常、開始日から 30 年であるが、これらのプロジェクトに
充てられた資金の大半の返済期間は 20年となっている。これは、代替資金源の使用や金融
イノベーション、建設終了後の再融資という形で、高速道路庁に財政的に有利に作用する

からである。高速道路庁が、ライフサイクル・コストのプロジェクトへの使用を促進する

に十分な長さの契約期間を望んだという一面もある13。 
 1994年以来、英国高速道路庁の PFI計画による数々の主要高速道路プロジェクトを、民
間コンセッショネアチームが実施ないし開始してきた。M6有料道路、第 2セバーン有料横
断橋、ダートフォード有料橋、M1-A1 リンク・シャドウ・トール橋などもそのひとつであ
る。高速道路プロジェクトの大半はシャドウ・トール方式による DBFO契約によって実施
されている。つまり、コンセッショネアチームがプロジェクトの資金調達を行い、プロジ

ェクト・コストを事業契約の期間にわたって支払われる交通量による料金、道路可用性に

よる料金またはアクティブ・マネジメント（渋滞および安全性能要因を考慮）料金として

回収する。これにより、道路通行料徴収施設の設置や施設利用者からの直接通行料徴収が

不要になる一方で、コンセッショネアチームとしては道路の可用性と利用率を確保するた

め、高速道路を高い性能水準で運営、保全しようという意気込みを持つことになる。プロ

ジェクトの資金調達のために、道路利用者から実際の通行料金を徴収している例はほとん

どない。 
 PPP によって民間部門が参画するようになって、英国高速道路庁は高い基準に沿って低
コストで施工される高速道路プロジェクトの実施を促進することができた。PFI 計画で
DBFO契約により実施された最初の 8つの PPP高速道路プロジェクトについては、公共部
門がコストを負担した場合に比べて、平均 15％のコスト削減につながったと見積もられて
いる14。さらに、地方自治体はコスト削減と性能向上のために道路網の保守をアウトソーシ

ングしているし、追加収益を挙げる手段としてスピードカメラを多用している。 
 
PPPとして実施または提案された高速道路プロジェクト 
 英国ではここ 12年の間に、多種多様な契約・資金調達方式を用いた官民パートナーシッ
                                                   
12 高速道路庁、2006年 7月。URL: http://www.highways.gov.uk/roads/3008.aspx 
13 高速道路庁、2006年 7月。URL: http://www.highways.gov.uk/roads/2995.aspx 
http://highways.gov.uk/roads/2995.aspx 
14 高速道路庁、2006年 7月。URL: http://www.highways.gov.uk/roads/2665.aspx 
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プによる数々の高速道路プロジェクトが完了した。これらのプロジェクトを、使用された

契約のタイプと資金調達方式別に、次ページの図表 3.1（訳注：原文ママ、図表 3.2？）に
まとめた。 
 この図表 3.2から見て取れるとおり、英国は PPPによる高速道路プロジェクトの大半の
資金調達にシャドウ・トール方式を採用している。都市バイパス建設も含めた大多数の改

修・拡張プロジェクトには、既存の施設や併存する施設が無料であるため、やはりシャド

ウ・トール方式が用いられている。 
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図表 3.2 英国における PPP高速道路プロジェクトのタイプ 

 
 
 政府機関が本当に必要とされている新たな交通容量創出のために他の資金調達源（民間

投下資本など）を開拓せざるを得ない状態に追い込まれているため、有料化に反対する声

は幾分静まりつつあるように思われる。結果的に、いくつかの大規模な新規 PPPプロジェ
クトの資金調達は、利用者からの通行料直接徴収に頼ることになった。大規模な高速道路

と橋梁の PPPプロジェクトである。本章の最後で、これらの有料プロジェクト数件と代表
的なシャドウ・トール方式のプロジェクト 1件を要約して紹介する。 
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高速道路プロジェクトに用いられている PPP体制のタイプ 
 図表 3.2にまとめた数多くの PPPプロジェクトに反映されているとおり、英国の公共機
関は国レベルでも地方レベルでも、開発、保守両面での陸上交通インフラのための官民パ

ートナーシップの構築と管理に多大な経験を積んできた。その結果として、高速道路開発、

資金調達、運営および保守サービスを提供する民間部門事業者が乱立する重要産業が発達

した。これに使用されているのが、次のようなさまざまな契約方式である： 
 設計・施工・運営・保守（DBOM）方式 
 設計・施工・資金調達・運営（DBFO）方式 
 設計・施工・運営・保守・資金調達（DBOM-F）方式（英国の DBOM方式に同じ） 
 施工・運営・所有権移転（BOT）方式 
 施工・所有権移転・運営（BTO）方式 
英国の事業契約の多くは 25年から 30年の契約期間を有する。 
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２． 英国における PPP高速道路プロジェクトのケーススタディ 
 
 本章ではこれ以降、高速道路庁がスポンサーとなって DBFO事業権方式で実施された、
通行料またはシャドウ・トールを資金調達源とした PPP高速道路プロジェクト 4件のケー
ススタディを報告する。具体的には次のプロジェクトである： 

 M6有料道路 
 クイーン・エリザベス 2世ダートフォード有料橋 
 第 2セバーン有料横断橋 
 M1-A1リンク 
各ケーススタディの内容は次のセクションに分かれている： 

 背景 
 プロジェクトの説明 
 パートナーシップ契約 
 問題点と戦略 
 結果 
 結論 

 
２.１ M6 有料道路 
 
背景 
 
 渋滞の激しい M6 トラック道の代替交通手段として、バーミンガム北西部に M6 をバイ
パスする通過交通用の渋滞緩和道路が必要だった。道路を開発するだけの公的資金を持た

なかった政府は 1991年、M6有料道路を民間資金によるベンチャーとする決定を下した。
これには、設計・施工・運営・保守・資金調達事業契約によりプロジェクトの資金調達と

実施を促進するための官民パートナーシップが必要だった。図表 3.3にM6有料道路のサイ
ト・マップを示す。 
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図表 3.3 M6有料道路サイト・マップ 

 

出典：Coleshill Manor。 

URL: http://www.coleshillmanor.info/location.php#。 

 
プロジェクトの説明 
 
 M6有料道路（元バーミンガム・ノーザン・バイパス）はウェスト・ミッドランド州大都
市圏を走る全長 27マイル（44km）、6車線の自動車道バイパスである。M6 有料道路は北
端で、スタフォードシャー州カノックに近いジャンクション 11の北に新設されたジャンク
ションで、無料のM6と合流している。M6有料道路のルートはスタフォードシャー、ウェ
スト・ミッドランドおよびウォリックシャー3州を通過している A5、A38および A446の
既存ルートであり、南端では、ウォリックシャー州コールズヒルのジャンクション 4 のす
ぐ東で無料M6と合流する。建設費は 17億ドル（9億ポンド）で、2003年に開通した。図
表 3.4は、この有料道路のカーンフォース付近の写真で、設計と建設の質の高さを見て取る
ことができる。 
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図表 3.4 カーンフォース付近のM6有料道路 

 

出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/image:M6_mortorway_near_Carnforth.jpg。 

 
 M6有料道路を走行する利用者は片道ごとに、M6有料道路上（高速道路の南北両端にあ
る片道用のバリア料金所）か、ジャンクション出口（出口料金所）のいずれか 1 個所の料
金所を通ることになる。料金は車種、時間帯および通過する料金所によって異なり、現金、

クレジットカードまたはノンストップ自動料金支払（ETC）システム用のトランスポンダ
ーで支払うことができる。 
 
パートナーシップ契約 
 
 この高速道路は、1992年の英国政府支援によるインフラ資金調達・開発のためのプライ
ベート・ファイナンス・イニシアティブ開始からほどなくして建設された、英国初の民間

資金による有料自動車道である。本来は 1992年に 53年 DBFO事業契約が発注されたのだ
が、地元住民の反対と法律上の駆け引きがあったために、プロジェクト開始は 2000年 9月
までずれ込んだ。 
 PPPのパートナーは次のとおりである： 
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 公共部門スポンサー：高速道路庁。Owen Williams Ltd.が、このプロジェクトを含む
ウェスト・ミッドランド・エリアの高速道路システムを担当するエリア・チームのマ

ネージング・エージェントを務めた。 
 民間コンセッショネアチーム：次の2パートナーが構成するMidland Expressway Ltd.
（MEL）： 
－Macquarie Infrastructure Group（75％） 
－Autostrade（25％） 
コンセッショネアチームを支援した企業は次のとおりで、役割別にまとめた： 
 テクニカル・アドバイザー：Jacob Babtie。Babtieは技術承認担当者、認証担当エン
ジニアおよびレンダーズ・テクニカル・アドバイザーも務めている。 

 建設ジョイント・ベンチャー－CAMBBA Construction Group 
－Carillion 
－Alfred McAlpine 
－Balfour Beatty 
－Amec 

 通行料運用－Ascom Mon tel 
 財務担当： 
－Banque Indosuez（主） 
－National Westminster 
－Barclays de Zoete Wedd 

 民間アドバイザー： 
－Dresdner Kleinwort Benson 
－Ashurst Morris Crisp 
－Berwin Leighton 

 
問題点と戦略 
 

 プロジェクトに対する地元住民の反対。プロジェクトは、道路プロジェクトとしては

過去最長の公式調査のために、8年遅延した。その最大の原因は通行料導入にあり、通
行料を支払うことになる近隣住民が施設建設に断固反対したからである。大半の英国

民は無料道路になじんでいた。1990年代の新規建設の大半はシャドウ・トール方式に
より資金調達を行い、政府が一般財源と道路計画財源を使って本質的には利用可能性

支払金という形でプロジェクト開発チームに長期償還を行っていたため、道路利用者

が利用料金を直接支払うことはなかったからである。 
ルート付近の住民（良く組織された反 BNRR同盟、AABNRR）の猛反対は、最高裁へ
の異議申立にまで及ぶ長期にわたる訴訟という形で、プロジェクトの深刻な遅れを引
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き起こした。一部のプロジェクト反対派は、新有料道路の敷設予定用地にある木に登

ったり、穴を掘ったり、建物を占拠したりという行為にまで及んだ。彼らは警察とト

ンネル掘りやクライミングのスペシャリストによって退去させられた。 
この反対運動を乗り越えるため、PPP はついに AABNRR と合意交渉を行い、コンセ
ッショネアが特定の条件を満たすということでプロジェクトに対する異議申立を終結

させた。環境問題に敏感な周辺地域社会を考慮して、M6有料道路には、高速道路が近
隣に及ぼす環境影響を著しく低減し、有料道路の利用者にはより快適な走行を約束す

る低騒音アスファルトが使用されている。 
 高速道路開発中の規格変更によるコスト・リスク。事業契約締結から高速道路設計の

開始に至るまでの期間が長かったため（8 年）、高速道路庁によって変更された道路設
計規格が多数あり、それがプロジェクト・コストに影響を及ぼした。このケースでは、

変更を行ったのが高速道路庁であったため、設計規格変更のリスクはプロジェクト・

スポンサーである高速道路庁が負うことになった。 
これはコンセッショネアチームにとっては非常に有利に働いた。プロジェクトの進捗

の遅れの原因は、事業契約締結後直ちに設計を開始できる状態にあったコンセッショ

ネアチームではなく、住民の反対にあったからである。 
 事業契約期間中の品質、スケジュール、コストおよびパフォーマンス・リスク。契約

の条件により、コンセッショネアチームは設計規格変更のリスクを除くプロジェクト

の全リスクを引き受けた。すなわち、計画リスク、実施リスク、コスト・リスク、品

質リスク、収益リスク、さらには、幾分の法定リスクまでも引き受けたわけである。

住民の反対を乗り越えた後は、Midland Expressway Ltd.に全額出資している
Macquarie Infrastructure Group（MIG）を中心とするコンセッショネアチームが、
これらのリスクの管理にあたった。これは 2054年までM6有料道路の事業権を取得し
ているチームである。 
これらの数多くのリスクの管理に成功している理由は、この事業契約が次のような特

徴を備えていることにある： 
 コンセッショネアチームが備えている技術力と経験； 
 長期のプロジェクト受託期間； 
 コンセッショネアチームへの技術的品質承認権の委任。構造物の点検・承認をス

ムーズに行えるようになったため、設計・施工計画がスケジュールどおりに進捗

した； 
 通行料徴収システムに関する契約の DBFO主契約への統合；ならびに 
 コンセッショネアチームとプロジェクト・スポンサーである高速道路庁との間に

強力かつ良好なパートナー関係が構築され、プロジェクト終了まで維持された。 
 
結果 
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 M6有料道路開通が開通してから 2年半が経過し、年次監視報告書も 2回にわたって発行
された。乗用車の交通量はほぼ予想どおりだが、トラック交通量は予測をはるかに下回っ

ている。 
 今年 5 月末に、政府は M6 有料道路事業権の独占的へプロジェクトへのリファイナンス
を許可した。債務返済を 54年のプロジェクト事業権から期待されるキャッシュ・フローに
見合ったものにするのが狙いである。これにより、MIG はプロジェクトに投下した資本か
ら早期に利益を得られることになる。このリファイナンスはMIGに、およそ 7億ドルとい
うかなりの利益をもたらすものと期待される。政府出資の他の大半の PPPプロジェクトと
は異なり、MIG はリファイナンスで得た利益をプロジェクト・スポンサーである高速道路
庁と分け合わずに済む。シャドウ・トール方式の道路ではなく、有料道路であるため、

Macquarie 主導のコンセッショネアチームがこのプロジェクトのリスクをすべて引き受け
ているからである。 
 このエリアに対する長期的なコミットメントを改めて示したMIGは、高速道路庁にとっ
て大いに利益となる、M6 近隣の公共プロジェクト数件に、リファイナンスで得た利益の
30％を再投資することに同意した。ここで言うプロジェクトには、M54のM6有料道路ま
での無料延長線と、M6有料道路南端のインターチェンジの拡張も含まれる。いずれのプロ
ジェクトも、M6 有料道路へのアクセシビリティを改善するもので、PPP の公共部門スポ
ンサーと民間部門コンセッショネア双方にメリットのある解決策と言える。高速道路庁は

公的資金を使わずに優先順位の高いプロジェクト数件を実現できるわけだし、MIG は、こ
の地域の高速道路網の他の部分へのアクセシビリティが向上することによる M6 有料道路
の交通量と通行料収益の増加、債務再編成による収益の 70％、このエリアの高速道路イン
フラに貢献することによるイメージアップという恩恵に浴することができるからである。

MIGはコンセッション期間を通して、これらの追加施設を運営する契約も結んでいる。 
 
結論 
 
 高速道路利用者から通行料を直接徴収する英国初の有料道路である M6 有料道路は、従
来のシャドウ・トール方式に代わる資金調達体制を採用して、高速道路開発の資金源を拡

大すると同時に、スポンサーである高速道路庁が引き受けるプロジェクト・リスクを極小

化しようとする、思い切った一手である。 
 乗用車交通量は漸増しているものの、トラック交通量は予測を下回り続けている中で、

総工費 65億ドル（35億ポンド）を投じてM6有料道路を北のマンチェスターまで 50マイ
ル（80km）延長しようという話も出た。しかし、このプロジェクト案は 2006年 7月末に
断念された。主な理由は次のとおりである： 

 プロジェクトに必要な敷設用地の買収コストが膨大な額にのぼる； 
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 提案されたルート沿いの地元住民が有料化に猛反対している； 
 既存の M6 有料道路の初期実績を目の当たりにしているうえに、地元住民の反対を押
し切ってそのような高額プロジェクトを進めるにはリスクがあると感じている民間パ

ートナーがプロジェクトに関心を示さない。 
 民間コンセッショネアチームがこのプロジェクトに取り組む意欲を示さなかったため、

政府は既存の M6 高速道路の交通容量を 6 車線から 8 車線に増やすことで、プロジェクト
に必要なコストと土地を大幅に削減することにした。従来の高速道路開発方式に立ち戻っ

たことの最大の難点は、国庫に道路拡張のための資金があるとしても、それを確保できて

いるわけではなく、最短でも 2017年までは交通容量拡大を望めないことである。 
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２.２ QE2 ダートフォード橋 
 
背景 
 
 1986年にロンドンの周囲を巡るM25環状自動車道が完成した時は、2本のダートフォー
ド・トンネルが国道網の重要なリンクとして機能していた。ところが、この車道の交通量

は 1日平均 65,000台という設計最大容量をたちまち上回り、年間スループットは 4000万
台を超えるという予測が出た。そこで、2本の既存の有料トンネルまでの M25自動車道の
交通容量を追加するために、ダートフォードに新しい有料橋が必要になったのである。2本
のトンネルが開通したのはそれぞれ 1963年と 1980年である。図表 3.5は、この有料橋の
位置を周囲の高速道路網と関連させた示したサイト・マップである。 
 

図表 3.5 QE2ダートフォード橋サイト・マップ 

 
出典：Highways Agency, 2006。 

URL: http://www.highways.gov.uk/roads/projects/4066.aspx。 

 
 1986年 3月、政府は、サロックとダートフォード間でテムズ川を横断する第 3の施設の
設計、建設および運営に民間部門の入札を募るガイドラインを発表した。このダートフォ

ードでテムズ川を横断する双設トンネルの拡張は、20世紀に英国で 20年設計・施工・資金
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調達・運営 PPP契約により建設されることになる、初の完全民営化高速道路インフラ・プ
ロジェクトだった。 
 
プロジェクトの説明 
 
 1991年、エリザベス女王により公式に開通された時、QE2ダートフォード橋はその半世
紀で初の新しいテムズ川横断橋となった。この 1億 6000万ドル（8600万ポンド）のプロ
ジェクトは、主要スパンと両端のバック・スパンが合計 1/2マイル（812m）という二重構
造のコンクリート斜張橋で、さらに、両岸に 0.6マイル（1km）のアプローチ高架橋を設け
て、北岸では川を渡る高架鉄道を鉄道網に直接リンクさせ、南岸では料金所と道路網にリ

ンクさせることになった。プロジェクト全体では、水面からの最高ポイント 211 フィート
（65m）、センター・スパン 1,463 フィート（450m）の全長 1.73 マイル（2.81km）の 4
車線橋梁施設となり、世界最大、ヨーロッパ最長のコンクリート斜張橋のひとつに数えら

れている。 
 この橋を通っているのはテムズ川を渡るM25の南行き車線で、M25の北行き車線は同じ
ダートフォード近傍でテムズ川の下をくぐる、全長それぞれ 0.55マイル（0.9km）の 2車
線の旧トンネル 2 本を抜けている。ダートフォード横断橋と 2 本のトンネルはいずれも有
料施設である。橋の交通容量は 1日 7万台であるのに対し、2本のトンネルのそれは合計し
て 1日 6,5000台である。実際の 1日交通量は 85,000台だが、ピーク期間には 10万台にの
ぼる。ダートフォード横断橋施設には、各方向に 12の料金ブースがあり、通行料は乗用車
1.85ドル（1.00ポンド）、ライトバン 3.34ドル（1.80ポンド）で、トラックは大きさによ
り 6.69ドルから 10.77ドル（3.60ポンドから 5.80ポンド）となっている。DART-Tagと
いうノンストップ自動料金支払システムの利用者には、7％の割引が適用される。 
 図表 3.6 は、テムズ川を越えて M25 を渡す QE2 ダートフォード橋とアプローチ高架橋
の写真である。 
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図表 3.6 QE2ダートフォード橋 

 
出典：Gillard-Reid, July 2006。 

 
パートナーシップ契約 
 
 ダートフォード横断橋は半世紀以上の間に初めて、まったく異なる場所に建設されたテ

ムズ川横断施設である。英国内の主要公共インフラ・プロジェクトの資金調達、設計、施

工および管理に英国政府が民間部門を全面的に参画させたのは、これが最初だった。民間

部門がこの DBFOプロジェクト第 1号に参画することになったのは、政府が公共部門イン
フラ・プロジェクト開発への民間投資を促す新しいガイドラインを導入した 1980年代半ば
のことであった。 
 政府の入札募集には 8つの競合コンソーシアムが応じた。落札したのは Trafalgar House 
Public Ltd.で、1986年 9月に 20年事業権を取得した。1988年には、ダートフォード・サ
ロック横断橋法が制定されて、Trafalgar House Public Ltd.が設立した Dartford River 
Crossing Ltd.への横断橋譲渡が可能になった。この民間コンソーシアムはプロジェクトの
ための資金調達をすぐにも行える状態にあったため、橋の建設を直ちに開始できるように

しようとしたわけである。プロジェクトの総コストは、橋梁が 1億 6000万ドル（1億 8600
万ポンド）（訳注：原文ママ、8600万ポンド？）、横断部の 2本の既存トンネルが 7000万
ドル（1億 3800万ポンド）（訳注：原文ママ、3800万ポンド？）で、2億 3000万ドル（1
億 2400万ポンド）にのぼった。 
 PPPのパートナーは次のとおりである： 
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 公共部門スポンサー：高速道路庁。Kvaerner Construction Ltd.が政府のマネージン
グ・エージェントを務めた。Kvaerner Construction Ltd.はその後、1999 年に
Macquarieにより買収された。 

 民間コンセッショネアチーム：Dartford River Crossing Ltd.。次の 4企業が構成。 
－Macquarie Infrastructure Group 
－Prudential Assurance Company 
－Kleinwort Benson 
－Bank of America 
コンセッショネアチームを支援した企業は次のとおりで、役割別にまとめた： 
 主エンジニアリングコンセッショネア－Cementation Cleveland Dartford 

Consortium。次の 2社のコンソーシアムである： 
－Kvaerner Construction Ltd. 
－Kvaerner Cleveland Bridge Ltd. 

 管理コンセッショネア－Kvaerner Construction Ltd.。その後、1999年にMacquarie
により買収された。 

 橋梁設計企業： 
－Dr-Ing Hellmut Homberg and Partnerが斜張橋上部構造物を設計 
－Kvaerner Technology Ltd.が斜張橋下部構造物を設計 

 財務担当： 
－Bank of America International Syndicate－1億 7800万ドルのシニア・ローン 
－Cazenove & Company－1億 1300万ドルの劣後ローン／株式 

 財務アドバイザー： 
－Kleinwort Benson 
－Cazenove & Company 
－Ashurst Morris Crisp 

 政府との契約条件により、運営企業（当初は Dartford River Crossing Ltd.）は橋梁設計
コストと、2本のトンネルを含む横断施設の運営コストを回収する手段として、通行料を徴
収する。通行料金は、インフレ率を上回ることがないように、政府がコントロールしてい

る。橋梁の建設および資金調達と 2 本のトンネルの改修に伴う全コストは事業契約期間の
開始から 20年以内に回収できて、ダートフォード横断施設は 3つとも負債がない状態で政
府の手に戻されると見積もられている。 
 2003年に本来のプロジェクトが終了し、Le Crossing（Babtie、Ringwayおよび Cofiroute
の 3 社が構成）が、ダートフォード・サロック横断橋法の条件により、Dartford River 
Crossing Ltd.から施設の運営を引き継ぐための競争入札に勝利した。Le Crossingの新しい
契約の期間は、パフォーマンス・レビューの結果次第で、3年半から 5年半となる。 
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問題点と戦略 
 
 QE2ダートフォード横断橋の資金調達および開発における PPPのリスクは、次のプロジ
ェクト固有の特徴により、著しく軽減された： 

 二重構造橋の競争状態。既に激しい渋滞に悩まされているうえに、交通量の激増に直

面しているロンドンの主要都市高速道路沿いの戦略的難所を建設場所としたことが、

プロジェクトに有利に働いた。橋であることが、有料高速道路よりも利用者には受け

入れやすかったこともある。英国初の有料高速道路である M6 有料道路が住民の同意
を得るには、QE2ダートフォード横断橋の開通からさらに 9年を要した。 

 コンセッショネアチームにとっての交通・収益リスク。橋の資金調達、開発および運

営を担当したコンソーシアムは、テムズ川の下にM25環状道路を通しているトンネル
の交通量と収益に関する長年のデータと、ロンドンの周囲を巡るこの幹線高速道路の

将来の交通量予測から、通行料徴収によりキャッシュ・フローが創出される可能性に

それなりの自信を抱いていた。 
 開発チームの能力。当初のコンソーシアム、Dartford River Crossing Ltd.は、予算と
スケジュールの範囲内でプロジェクト開発を完成させるに十分な専門知識と層の厚い

資源を備えた多岐にわたる有名企業が構成していた。 
 政府スポンサーにとっての金融リスク。水位の変動がある中での工事や干満の差の激

しい水路交通の調整といった数々の技術的難問や障害があったにもかかわらず、DBFO
プロジェクトであったため、この橋梁プロジェクトによりスポンサーの政府機関がリ

スクを被ることはほとんどなかった。 
 ノンストップ自動料金支払（ETC）システムの使用。ダートフォード横断施設の日々
の激しい交通量に対処するため、運営企業は DART-Tag というノンストップ自動料金
徴収システムを設置した。これは前払い方式で、利用者には 7％割引を提示した。
TART-Tagはマイクロ波トランスポンダー・タグで、これ自体は無料である。料金所通
過時にこれが各車両を分類識別し、加入者の DART-Tag 引き落とし口座に十分な残額
があれば通過を可能にするのである。 
DART-Tag 口座の状況は、料金所にある着色照明システムを見ればわかる仕組みにな
っている。緑なら残額は十分にあるが、黄色は利用可能回数 10回以下、赤は残額無し
である。赤いライトが点灯した時は、口座に入金するまで、現金で横断料金を支払わ

なければならない。DART-Tag 利用者は、ダートフォード横断施設を利用している車
両の 20％にのぼっている。DART-Tag利用者ではない通行者や残額がない利用者は、
自動券売機や職員による現金徴収も利用できる。 

 図表 3.7 は、南行きの QE2 ダートフォード橋と M25 環状道路沿いの北行き路線を通し
ている 2本のトンネルの料金所である。 
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図表 3.7 QE2ダートフォード橋（右）とトンネル（左）の料金所 

 
出典：URL: http://www.highways.gov.uk/roads/projects/4069.aspx。 

 
結果 
 
 QE2ダートフォード橋は、元の DBFOコンソーシアムの予算内で期限どおりに実施され
た。1963 年から 2001 年までの期間にダートフォード横断施設（トンネルと橋）を利用し
た車両は 8 億 3600 万台を超える。ダートフォード横断施設の 1 日の利用車両台数は合計
85,000台にのぼっている。M25環状道路のダートフォード横断部における予測交通量を上
回っているため、負債返済も予定より早く進んでいる。 
 
結論 
 
 このプロジェクトは、債務返済に直接通行料を使用し、施設の資金調達、実施および運

営を全面的に民間部門に委託した、英国初の PPP高速道路関連プロジェクトである。公共
部門スポンサーにとっては、このプロジェクトは、M25 のこの区間の渋滞緩和という結果
をもたらした。橋の資金調達と建設を促進して、この重要なテムズ川横断部の交通容量を

倍増したからである。また、PPP 体制の民間パートナーには十分な収益をもたらしたうえ
に、橋の建設とトンネル改修に関連した負債を全額、橋の開通から 20年以内に返済する可
能性も見えてきている。これは PPP体制の官民パートナー双方が満足できた状態と言える。
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これは英国で実施された初の DBFO高速道路プロジェクトであったにもかかわらず、PPP
プロジェクトの成功例として広く認められている。 
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２.３ 第 2セバーン横断橋 
 
背景 
 
 セバーン川河口は、英国とウェールズの間の自然の地理的障壁を形成している。1966年、
M4 をウェールズまで延長する M48 経由で、ロンドンを取り巻く M25 環状高速道路まで
M4放射高速道路を延長する形で、第 1セバーン横断橋が開通した。1980年代半ばまでに
は、渋滞緩和のために第 2セバーン横断橋が必要というところまで、M48高速道路の交通
量が増加した。第 2横断橋の予備計画は 1984年にスタートし、1986年には、新しい橋の
最適用地と、セバーン川河口を横断するその橋を M4 高速道路と接続するのに必要な新し
いアプローチ道路の配置を調査するという決定が下された。 
 セバーン川河口横断部は、図表 3.8から見て取れるとおり、M4高速道路経由でのウェー
ルズ南部とロンドンの最短アクセス・ポイントである。 
 

図表 3.8 セバーン横断橋サイト・マップ 

 
出典：U.K. Highways Agency。 URL: http://www.highways.gov.uk/aboutus/139.aspx。 

 
プロジェクトの説明 
 
 第 1セバーン横断橋の下流約 3マイル（5km）に位置する第 2セバーン横断橋は、英国
とウェールズを分かつセバーン川河口をまたいで、必須の追加交通容量を提供する存在で

ある。第 2 セバーン横断橋の建設コストは、1992 年から 1996 年までの期間に 6 億 1300
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万ドル（3億 3000万ポンド）にのぼっている。これは、図表 3.9に示すように、センター・
スパン 1,482フィート（456m）、全長 3,081フィート（948m）、水面高 120フィート（37m）
のガーダー・トラス斜張橋である。第 1セバーン横断橋は、次ページの図表 3.10に示すよ
うに、標準懸架橋として 1966年に建設された。 
 

図表 3.9第 2セバーン横断斜張橋 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/image: New_severn_bridge_best_750pix.jpg。 
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図表 3.10最初のセバーン横断つり橋 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/image:SevernBridgeLookingNorth.JPG。 

 
 斜張橋両端にはそれぞれ、約 1.3マイル（約 2,100m）の高架橋部もある。第 2セバーン
横断橋と 2つのアプローチ高架橋の全長は 3.2マイル（5.1km）で、6車線がセバーン川を
渡っている。 
 セバーン川を渡る 2本の橋を合わせると、1日にセバーン川を越える車両は 66,000台に
のぼる。年間ベースでは 1200万台を上回る交通量である。第 1セバーン横断橋とは異なり、
第 2セバーン横断橋には歩道と自転車道はない。図表 3.11に 2本のセバーン横断橋の正確
な位置を示す。 
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図表 3.11両横断橋の詳細マップ 

 
出典：URL: 

http://www.streetmap.co.uk/newmap.srf?x=352000&y=186000&z=5&sv=352000,186000&st=OSGrid&

lu=N&tl=M4%20Second%20Severn%20Crossing&ar=y&bi=~&mapp=newmap.srf&searchp=newsearc

h.srf。 

 
パートナーシップ契約 
 
 橋の施工と運営に充てられる十分な資金を内部調達することができなかったため、政府
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は、この重要な回廊道路の渋滞緩和を目的としたプロジェクトの資金調達と完成促進のた

めに、PPP形成を決定した。これは、前述の QE2ダートフォード横断橋に次いで、民間部
門が設計、施工、資金調達および運営を担当した第 2の主要河口横断橋である。 
 政府はこのプロジェクトに、橋実施の契約方式として、設計・施工・資金調達・運営（DBFO）
PPP事業権方式を採用した。このPPP体制のもとに、コンセッショネアは事業権が終了し、
両方の橋が高速道路庁に返還されるまで、（設計・運営・所有権移転（BOT）方式と同様に）
橋の所有権を保有する。 
 1989年、4つのコンセッショネアチームがプロジェクトに入札した。政府は 1990年 10
月に後述の落札チームに DBFO PPP契約を発注したが、“1992年セバーン橋法”と呼ばれ
る必要な法案が議会を通過するまでには 2年以上を要し、事業権開始日は 1992年 4月末ま
でずれ込んだ。 
 その結果として構築された PPPのメンバーは次のとおりである： 

 公共部門スポンサー：国内交通当局（高速道路庁）。セバーン横断橋のアプローチ道路

の資金を調達。Maunsell & Partnersが、この事業権プロジェクトの政府のマネージ
ング・エージェントを務めた。 

 民間コンセッショネアチーム：Severn River Crossing PLCは、各メンバーがプロジェ
クトの所有権を 50％ずつ保有するジョイント・ベンチャー・チームである： 
－John Laing Ltd. 
－GTM Entrepose（VINCI Concessionsの 1部門） 
このジョイント・ベンチャーがセバーン川河口横断橋プロジェクトの設計、施行、資

金調達を行い、第 1 セバーン横断橋の運営・保守を引き継いだ。このコンセッショネ
アチームは定期保守に加えて、施設の効率よい運営を維持するために必要な修繕も行

っている。 
コンセッショネアチームを支援した企業は次のとおりで、役割別にまとめた： 
 設計者：Percy Thomas Partnerships 
 構造設計： 
－Halcrow & Partners Ltd. 
－SEEE 
－Gifford & Partners（設計レビュー） 

 建設： 
－VINCI Concessions 
－Cimolai Construzioni Metalliche（鉄骨構造） 
－Freyssinet Ltd.（斜張ケーブル、ポスト・テンションおよびコンポーネント懸架） 

 財務担当： 
－Bank of America  
－Barclays de Zoete Wedd 
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 Severn River Crossing PLCが Bank of Americaと Barclays de Zoete Weddを介して調
達した資金は次のコストに充てられた： 

 第 2セバーン横断橋の設計および建設； 
 第 1セバーン横断橋の未償還債務の償還； 
 事業契約期間 30年の 2本の橋の運営・保守。 
 授権法と契約により、事業契約期間は最長 30年に設定されている。実際に事業契約が終
了するのは、1989年の条件で決定された通行料から Severn River Crossing PLCが固定額
を回収した時点である。通行料金は契約入札時に発起人 Laing-GTMが 3車種を対象として
設定した。1989年の条件で設定された通行料金は事業契約書に書き込まれ、1992年セバー
ン橋法で具体化された。通行料金は 1989年以来、小売物価指数の上昇に基づき、インフレ
を考慮して改定されている。コンセッショネアが金融上の義務を履行するための唯一の収

入源が、この 2本の橋の通行料収入であるからだ。 
 2本の橋で通行料を徴収されるのは西方向に向かう場合に限られており、通行料はこの 2
施設の開発、運営および保守のための支払に充てられている。新しい橋には 13、従来の橋
には 8つの料金ブースがある。現行通行料はいずれの橋においても、次のとおりである： 

 9人乗り以下の車両 9.1ドル（4.9ポンド）； 
 17人乗り以下の小型バスおよびバン 18.2ドル（9.8ポンド）； 
 大型バスおよびトラック 27.3ドル（14.7ポンド） 
 オートバイと障害者バッジ保有者はどちらの橋の通行料も免除される。牽引車両に曳か

れているトレーラーや移動住宅に追加料金が課せられることはない。その他の利用者は、

現金、小切手またはセバーン TAGと呼ばれるノンストップ自動料金徴収システムで支払を
する。 
 セバーン TAG計画は、橋の利用者が払い戻し可能な 56ドル（30ポンド）で電子トラン
スポンダーを購入すれば、料金ブースで停車して現金や小切手で支払をしなくても橋を渡

れるというものであり、2つの選択肢がある。ひとつはシーズン TAGと言い、この場合は、
固定料金を支払えば、月または四半期単位で無制限に橋を通行できるので、幾分の割引に

なる。セバーン TAGの利用者には、次の月に橋を利用する予定の回数分の金額を口座に払
い込んでおくという選択肢もある。この場合は、十分な残高があれば、料金所で停車する

必要もないし、セバーン TAG利用者専用の優先車線を高速道路並みのスピードで走行し続
けることができる。こうしたフリート／トリップ TAGの利用者は、残額が無くなる前に口
座に入金しておく責任を負う。このシステムでは、通行料が改定されても、車種と通行回

数に応じた適正な金額が口座から引き落とされる。 
 2005年 2月から、英国のすべての私営有料道路と有料橋には 17.5％の付加価値税が課せ
られることになった。それと引き替えに、政府は 2 本の橋の通行料を据え置くと公約して
いる。2本のセバーン横断橋は、いずれも私営であるため、こうした形で影響を受ける唯一
の主要横断橋である。 
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問題点と戦略 
 この大規模橋梁プロジェクトのスポンサーとコンセッショネアが直面している主要問題

と、それに対処するためにとっている戦略を次にまとめる： 
 河口横断橋のさまざまなコンポーネントのための資金調達。プロジェクトの総コスト

は、第 2 横断橋の施工、第 1 横断橋の未償還債務の償還、ならびに、事業契約期間中
のこの 2本の橋の運営と保守を含めて、10億 800万ドル（5億 8100万ポンド）にの
ぼった。1988年、政府は河口横断橋と河口アプローチ道路のいずれの支払に充てるに
も資金が不足していると結論した。そこで、1988年、河口横断橋の資金調達は民間コ
ンセッショネアチームに頼って、河口アプローチ道路のコストを政府が捻出すること

にしたのである。 
プロジェクトを公的資金によるアプローチ道路部分と民間資金による河口横断橋本体

と料金所に分割したことで、プロジェクト各部の実施方法にも融通が利くことになっ

た。こうして、政府出資のアプローチ道路部分は設計・施工一括プロジェクトにより

建設し、河口横断橋および料金所プロジェクト（第 2セバーン横断橋）は DBFOプロ
ジェクトとして民間部門のコンセッショネアチームに発注したわけである。 
この DBFOプロジェクトの金融協定には、次の要素が盛り込まれた： 
－銀行融資－3億 5300万ドル（1億 9000万ポンド） 
－BEI融資－2億 7900万ドル（1億 5000万ポンド） 
－指数連動債－2億 4300万ドル（1億 3100万ポンド） 
－国債－1億 1100万ドル（6000万ポンド） 
－事業権エクイティ－9300万ドル（5000万ポンド） 
プロジェクトの債務返済コスト削減のため、銀行融資は 1997年とさらに 2002年に借
り換えされた。 

 環境リスク。セバーン川と広い河口を横断するという第 2 セバーン横断橋プロジェク
ト案では、環境抗議活動と環境訴訟によるプロジェクトの長期遅延を防止するため、

プロジェクト計画段階早期から重大な環境問題に取り組まねばならなかった。政府は、

環境問題を特定し、その回避または軽減のための先行型戦略を策定すべく、1987年に
詳細な環境調査と設計予備調査を実施した。ここで言う先行型戦略には、Ltd.建設用ア
クセス・ルートの決定、独立した水系網と落ち口、広範囲にわたる環境緑化、新しい

橋のアプローチ道路部分沿いの防音フェンスが含まれる。 
 住民の反対運動。プロジェクトに対する住民の反対もまた、政府が PPP参画に民間部
門の関心を引きつけるうえでのネックになった。それを補いうる手段は、新しい橋と

既存の橋の通行料を提供する以外にはないと考えられた。M6有料道路をはじめとする
他のプロジェクトは実際に、住民の反対のせいで長期にわたって遅延していたからで

ある。 
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この潜在的脅威に対処するため、政府は 1987年から 1990年にかけて、包括的な地域
への働きかけと、利害関係者とのコミュニケーションに務めた。その結果は、河口横

断橋と新しい橋へのアプローチ道路の配置に影響を及ぼした。さらに、橋のウェール

ズ側の料金所が近隣住宅の視野に入らないようにするために、高い土手と土手の外側

に湿地帯地域を設ける一方で、セバーン川と河口の両岸の料金所とアプローチ道路を

視覚的に遮蔽するための修景を行った。 
 地域社会への影響。第 2 セバーン横断橋の建設は、新しい橋の建設用地へのアプロー
チ道路回廊に沿った近隣地域社会に交通渋滞、騒音、大気汚染の形で重大な影響を及

ぼすものであった。建設期間中に生じうるこうした影響を軽減するために、トラック

が地域社会を通らずに建設用地まで建材を搬送できるようにする、地域社会を迂回す

る建設用道路をセバーン川河口両岸に整備した。さらに、PPP パートナーが地方自治
体職員および地域社会の代表者との連絡会を定期的に開催し、建設の進捗状況を伝え

るとともに、地元代表者から指摘された問題に取り組んだ。 
 古い橋の老朽化。先に建設された懸架橋の 40年を経たケーブルを点検した結果、2本
のセバーン横断橋の運営と保守に責任を負う民間部門チームにとっての交通量・収

益・コスト・リスクが発見された。この徹底した点検が行われたのは、ほぼ時を同じ

くして施工されたもう 1 本の橋、フォース道路橋の懸架ケーブルに深刻な劣化が認め
られたためである。さらなる技術審査の結果待ちであるが、ケーブルの修復が行われ

るまでは、第 1セバーン横断橋には重量制限が必要になろう。これは PPPコンセッシ
ョネアチームにとっては交通量・収益リスクであり、2本の橋の未償還債務の償還に遅
れが出る恐れがあるうえに、現在 2 本の橋に対して責任を負っているコンセッショネ
アチームが負担するコストが増加することも考えられる。 
この状況は PPPコンセッショネアチームが既存の成熟した交通インフラ施設を引き受
ける際に付き物の主要リスクを浮き彫りにするものであり、事業契約で対処すべきで

ある。こうした契約では、次に挙げる事情のいずれかによって、寿命が尽きる以前に

摩耗する可能性のある主要インフラ特徴の改築または交換に対する新たなコンセッシ

ョネアの法的、財政的責任の限界または条件を定義しておく必要がある： 
－施設が新設された際の設計または建設の不備； 
－特に大型トラックの予想以上の交通量； 
－不良な気象条件。 
Laing-GTM のコンセッショネアチームは、第 1 セバーン横断橋の設計や建設にも、
1966 年の開通から 30 年間の運営・保守にも関与していないので、問題の懸架ケーブ
ルの改修に責任を負うことはなさそうだ。1966年以降の第 1セバーン横断橋の運営と
保守を担当したのは Severn Crossing PLCのみであるが、これには橋梁構成要素の疲
労による改修・交換は含まれていなかったものと思われる。 
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結果 
 
 第 2セバーン横断橋の建設は、M4高速道路に必要な追加交通容量を提供することになっ
た。2本の横断橋を利用している車両は 1日あたり 66,000台にのぼる。昨年（2005年）は、
2本のセバーン横断橋を横断した 2000万台を超える車両から通行料を徴収した。第 1セバ
ーン横断橋の老朽化した懸架ケーブルに大がかりな改修工事が必要と思われる今、この交

通容量の追加は極めて大きな意味を持つ。どちらの横断橋も交通量が多いことを考えると、

良好な状態の維持を最重要課題とすることが極めて重要である。 
 
結論 
 
 英国における最初で最大の PPPプロジェクトのひとつとして、パートナーシップの全当
事者が主な技術上の問題、環境問題および地域問題を特定し対処すべく、特別な努力を払

った。第 2 セバーン横断橋の立地および設計の承認に先立ち、また、建設中にも、スポン
サーである公共機関とそれを支えるコンサルタントがデュー・ディリジェンスを実施した

ため、第 2 セバーン横断橋開発に対する住民の反対は最小限に抑えることができた。公共
機関がアプローチ道路に責任を負い、民間コンセッショネアチームがセバーン川河口を担

当したことで、老朽化した第 1 セバーン横断橋への第二のアクセスの完成と、乏しい公的
資金の活用によるスケジュール通りのプロジェクト開通を相補的な目標とする真の官民パ

ートナーシップが構築されたのである。 
 高速道路庁と Severn Crossing PLCとの PPPは、DBFOジョイント・ベンチャーによ
る予定通りの予算内での第 2セバーン横断橋実施を可能にした。プロジェクトの資金調達、
並行して走る第 1 セバーン横断橋の負債返済、契約期間にわたる両施設の運営・保守の実
施を手配したのは、この DBFO ジョイント・ベンチャーである。契約期間は最長 30 年で
あるが、2本の橋で徴収した通行料により未償還債務の償還が済んだ時点で終了する。両施
設に対する責任を負ったことで、Severn Crossing PLCは、英国とウェールズの間のこの
重要な回廊の交通量を管理しやすい立場に立ったうえに、2本の橋のうち 1本を閉鎖せざる
を得ない事態になった場合にも、一方の橋からもう一方の橋へ交通量を分散させる形で、

よりよい調整を行えることになったと言える。 
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２.４ M1-A1 リンク 
 
背景 
 
 ヨークシャー・リンクとも呼ばれるM1-A1リンクは、政府が 1990年代に DBFO導入の
ために打ち出した初期計画における 4 大高速道路プロジェクトのひとつであった。この高
速道路は、下の図表 3.12に示すとおり、リーズ市のすぐ南を走るM1高速道路とウェザビ
ーの南に延びる A1高速道路の重要な接続部となっている。利用者から直接通行料を徴収し
てはいないが、民間部門のコンセッショネアチームにプロジェクトの資金調達、設計、施

工および保守一定期間委ねる一方で、この道路の交通量と道路の状態／パフォーマンスに

応じて政府がコンセッショネアチームに支払を行うという形で、高速道路庁が必要なプロ

ジェクトの実施を促進することができた数々のシャドウ・トールプロジェクトの一例であ

る。 
 

図表 3.12 M1-A1リンク・サイト・マップ 
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出典：URL: 

http://www.streetmap.co.uk/newmap.srf?x=435000&y=435000&z=5&sv=435000,435000

&st=OSGrid&u=N&tl=M1%20extension%20to%20A1(M)&ar=y&bi=~&mapp=newmap.s

rf&searchp=newsearch.srf。 

 
プロジェクトの説明 
 
 M1-A1 リンク（ヨークシャー・リンクおよびベル島・ブラムハム交差部・連絡道路とも
呼ばれる）は、英国北部のリーズ市を巡る 2 本の主要南北縦断車道の高速道路接続部であ
る。1996年から 1999 年にかけて建設されたこの高速道路はリーズの南の M1 自動車道と
ウェザビーの南の A1幹線道路を結び、リーズ大都市圏周辺の通過交通の南部バイパスとし
ての役割を担っている。国道網の一環を成し、国内および地域交通にも、リーズ東部の経

済開発にも役立っている。 
 M1-A1リンクは、6車線高速道路、高架橋 1本、トンネル 2本、37の橋梁、ならびに、
この車道の交通状況監視と事故現場の特定を目的としたクローズド・サーキット・テレビ・

カメラ（CCTV）を設置したマスと 18本から成る、全長 19マイル（30km）の路線である。
建設コスト 5億 4400万ドル（2億 9300万ポンド）、M1、A1およびM62高速道路の新設
リンク付近の改質を含むという観点から言えば、最大のシャドウ・トール方式による道路

プロジェクトである。M1-A1リンクの建設は、契約締結直後の 1996年 3月に開始され、3
年後の 1999年 2月に開通に至った。プロジェクトの設計、施工、資金調達にあたったのは
民間コンセッショネアチームであり、高速道路庁との 30 年 DBFO 契約のもとに、現在も
施設の運営・保守を継続している。 
 図表 3.13は、建設中のM1-A1リンクの重要な要素、エア渓谷高架橋の写真である。 
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図表 3.13建設中のエア渓谷高架橋 

 
出典：CBRD (Chris's British Road Directory), July 2006。 URL: http://www.cbrd.co.uk/histories/m1-a1/。 

 
パートナーシップ契約 
 
 このプロジェクトを推進するため、政府は施設の設計、施工、資金調達および運営を行

えるコンソーシアム・チームとの PPP契約を確保するという決定を下した。初期調達プロ
セスの間に、Trafalgar HouseとWimpeyの落札チームから Kaevernerと BIBBへの切り
替えがあったが、Wimpeyの土木部門の株式を取得したBIBBは事業契約締結を拒否した。
やがて、Wimpeyに Balfour Beatty（BICCの 1部門）に取って代わられた。結果として、
高速道路庁は Kaevernerおよび BICCのコンセッショネアチームと 30年 DBFO契約を結
んだ。この契約の期間は 1996年から 2026年までである。 
 結果として成立した PPPの構成は次のとおりである： 

 公共部門スポンサー：高速道路庁。Pell Frischmann Consultants Ltd.が事業権調達プ
ロセス以前の予備設計およびエンジニアリング業務を行い、その後は政府のマネージ

ング・エージェントを務めた。 
 民間コンセッショネアチーム：当初、事業権を取得したのは、BICC と Kaeverner 

Constructionのジョイント・ベンチャーから成るM1-A1 Link Ltd.である。この DBFO
事業会社は買収により、各メンバーがプロジェクトの 50％ずつを保有するジョイン
ト・ベンチャー・チーム、Connect M1-A1 Holdings Ltd.となった： 
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 Balfour Beatty（BICCの建設部門）－主に高速道路リンクの建設、運営および保
守に責任を負う。 

 Kaeverner Construction Group（同社のプロジェクト持分は 1999年にMacquaire 
Infrastructure Group（MIG）により買収された）－主として、高速道路リンクの
建設に責任を負う。Kaevernerのプロジェクト持分を買収した後は、MIGがM1-A1 
リンク関連のプロジェクト管理および資金調達管理を一手に引き受けている。 

コンセッショネアチームを支援したのは Jacobs Babtie Groupで、コンセッショネア
チームがプロジェクト開発プロセスに従事している期間を通して、設計と建設エンジ

ニアリング業務を提供した。 
 

問題点と戦略 
 

 地域社会の懸念。1960年代末に予備計画が始まった時に明らかになったプロジェクト
に関連した環境と地域社会に関する懸念は、1980年代に入っても続いた。1982年に 1
年に及ぶプロジェクトの公式調査を行った結果、プロジェクトは続行せず、プロジェ

クト付近の他の主要道路の改質を行うことになった。この忍耐が報われたのは 1993年
のことである。1982年の決定からさらに 8年にわたって調査と住民との協議を続けた
末に、リンクの立地を地元住民に受け入れられるように変更するということで、政府

はこのプロジェクトをDBFO PPPとしてスタートさせるという決定を発表したのであ
る。 
この DBFO契約は 1996年、シャドウ・トール方式 PPPとして発注された。環境、ル
ートに関する住民の懸念に十分に耳を傾けて取り組む時間をとったことで、政府は

DBFO 契約プロセスによるプロジェクトを迅速に進めることができた。これは、コン
セッショネアチームにとっては、重大なコスト・リスクとスケジュール・リスクの回

避につながった。継続的な計画・協議・改善・解決プロセスによって問題がすべて解

決されるまで、調達プロセスが開始されなかったからである。 
 環境問題。M1-A1 リンクが通過することになる地域の環境脆弱性を認識していたコン
セッショネアチームは、新設道路を既存の景観に溶け込ませるべく、総合設計計画に

環境緩和・修景措置と、一連の環境保全・向上作業を組み入れた。その過程で、この

プロジェクトが、希少な寄生植物、ハマウツボ（Orobanche Reticulata）が自生して
いるために科学的特別関心地区（ASSI）に指定されている地区を通過することが判明
した。M1-A1 リンクの路線内を南北に走っているマグネシウム石灰岩が露出した土手
に、このハマウツボが繁殖していたのである。 
しかし、プロジェクトを中止するまでもなく、高速道路のために提案されている築堤

は、この希少植物にとって理想的な生息条件を提供するものであるとわかった。その

結果として、この地区は、環境監視団体イングリッシュ・ネイチャーが毎年実施して
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いる調査で確認しているとおり、英国におけるこの植物種の二大自生地のひとつとな

った。イングリッシュ・ネイチャーによれば、5つの指定地区の 4つでこの植物が確認
されている。 

 道路利用の直接受益者料金に対する住民の反対。政府が 1990年代に英国全土の交通イ
ンフラ拡大、競争促進および利用者に対するサービスの向上を目指して PPP政策を推
し進める中、直接受益者料金（直接通行料）に対する住民の反対は、コンセッショネ

アチームにより民間部門の利益を保証するうえでの大きな障害となった。このジレン

マを解消するために政府が選択した方策は、PPP により施工した高速道路の交通量に
応じたシャドウ・トール方式をとることにより、契約期間を通して民間部門コンセッ

ショネアチームに直接償還するというものであった。これにより、利用者から直接通

行料を徴収することがなくなったため、通行料支払のために料金所で停車する不便も

なくなり、さらには、料金所の建設、維持および運営のコストも回避することができ

た。 
コンセッショネアチーム側は、32 の銀行から得た融資（負債）により増補したジョイ
ント・ベンチャー2社の自己資本により、プロジェクトの資金調達を行った。これによ
り、金融リスクは多数の利害関係者間で分担されることになり、ジョイント・ベンチ

ャーは契約開始時の自己資本拠出によりプロジェクトへのコミットメントを実証した。 
シャドウ・トール方式の使用は、コンセッショネアチームにとっては、政府からのキ

ャッシュ・フローを生むために迅速にプロジェクトを実施しようとする誘因となった。

このスキームはさらに、見込まれる利用者に最大限にアピールし、予定外の保守およ

び改修は最小限に抑えるとともに、車線が塞がって道路利用の減少につながる可能性

を極小化するために事故処理を迅速に行えるように、施設の運営・保守を行おうとす

る誘因ともなっている。 
 シャドウ・トール方式の公共部門と民間部門にとってのリスク。この DBFO PPPの資
金調達にシャドウ・トール方式を採用したことで、契約期間にわたってコンセッショ

ネアにシャドウ・トールを支払うための多様な資金調達源を見つける必要に迫られた

政府は、プロジェクト資金調達リスクを負うことになった。一方、コンセッショネア

は、新施設の交通量が、プロジェクトの全コストを回収するに十分なシャドウ・トー

ルと妥当な投資回収率を生むだけのものとなるかという交通量・資金調達リスクを負

った。コンセッショネアチームがこのリスクを軽減できたのは、これが新設の高速道

路であるとは言え、提案されているリンクの交通量分析を裏付ける、長い歴史ある交

通量データが得られる既存幹線高速道路をリンクするものであったからである。 
 シャドウ・トール方式による過度の私利の可能性。政府は政府の借入金と担保を隠蔽

する資金調達策としてシャドウ・トール方式を採用して、自ら背負い込む潜在的金融

リスクを増大させるとともに、民間開発チームが手にする潜在的財務リターンも膨ら

ませたという非難もあった。シャドウ・トール方式がコンセッショネアチームに過度
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の私利をもたらす可能性を懸念する一般の声に応えて、政府は、コンセッショネアチ

ームに支給できるシャドウ・トール収益のレベルに上限を定めた。この上限には、高

速道路の利用が所定の上限の基盤となる予定交通量を超えた場合という条件がついて

いる。これが、コンセッショネアチームへの過剰なシャドウ・トールの支払を行わな

いための予防措置となった。 
 プロジェクトの複雑さと範囲の管理。このプロジェクトが複雑さで広範囲に及ぶもの

であるうえに、DBFOプロジェクト実施方式自体が新しい試みであることを考えると、
このプロジェクトは公共部門のスポンサーと民間部門の開発チーム双方の能力に対す

る挑戦であったと言える。プロジェクトの諸問題にパートナーとして迅速に対処する

ため、PPP は、プロジェクト設計・建設期間中にプロジェクトのスケジュールとコス
トに影響を及ぼしうる多様な管理上の問題をはじめとする諸問題について協議し解決

するためのプロジェクト・フォーラムを設立した。プロジェクト・フォーラムの構成

員は、スポンサー機関とプロジェクト実施チームの主要企業の代表者である。このプ

ロジェクト・フォーラムを支える存在として、より専門的な分野の問題に取り組む技

術フォーラムも活躍した。 
 契約によるコンセッショネアのパフォーマンス報告と説明責任。M1-A1リンクを施工、
運営するための 30年事業権を付与されたコンセッショネアチームは、一定のパフォー
マンス基準に従い、年次報告書によりパフォーマンス報告を行わなければならない。

この報告書の内容には、交通量、ネットワーク改善（最近設置した、全国交通管制セ

ンターとリンクしている 8つの可変情報表示装置など）、保守（予防的および計画外）、
緊急事態対応、衝突事故、クレーム、必要な設備、車線閉鎖、構造点検などの要素が

含まれる。M1-A1リンクは耐用年数 120年として設計、施工されているため、コンセ
ッショネアチームは高速道路保全、定期点検および予防措置の計画のための画期的方

法の導入をはじめとする、ライフサイクル・アセット・マネジメントに力を入れてい

る。これは、予定か予定外かを問わず車線閉鎖を最小限に留めて、事業契約期間を通

して高速道路を費用対効果よく保全するのに役立っている。 
 
結果 
 
 M1-A1 リンクは予定より早く、予算内で実施された。高速道路庁が 1994 年に認可した
オリジナルの DBFO プロジェクトが極めて大規模で複雑であったことを考えると、この
PPP プロジェクトは公共部門のスポンサーと民間部門の開発チーム双方に、この代替契約
方式によってこうしたプロジェクトを成功裏に実施する能力があることを実証したものと

言える。結果として、このプロジェクトは、プロジェクトの調達と実施への DBFO方式の
適用の仕方を示す第 1号の例となった。 
 M1-A1リンクは開通とともに、A1幹線道路からM1高速道路への交通流に多大な影響を
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及ぼし、この 2 つの南北回廊間の経済開発を促進した。交通量も、民間部門コンセッショ
ネアチームが負担したプロジェクトの運営、保守および未償還債務の償還コストを十分カ

バーできるシャドウ・トールを生んでいる。このプロジェクトは、リーズ大都市圏の交通

渋滞を緩和しつつ、地域の高速道路網の交通流統合の改善を進めるという、本来の目的を

実現しつつある。 
 
結論 
 
 プロジェクト実施とシャドウ・トール方式による資金調達へのPPP DBFO方式の使用は、
本来ならば実施までにさらに何年も要したはずのプロジェクトを早々に完了させた。PPP
の形をとったことで、当事者はプロジェクトに問題が生じた時に迅速に対処、解決するた

めの画期的なコミュニケーションと調整の方法（プロジェクト・フォーラムと技術フォー

ラム）を策定することができた。これもまた、この規模のプロジェクトにとって、公共部

門のスポンサーと民間部門の実施チームとの間に真のパートナーシップが存在することの

利点を実証するものである。 
 M1-A1 リンクの資金は、施設の将来の交通量に全面的に頼った事業権収益による政府資
金でのシャドウ・トール方式により調達することができたが、先に紹介した M6 有料道路
などのその後のプロジェクトでは、シャドウ・トールに代えて、通行料の形での直接便益

者料金により資金調達を行う方式が模索されている。この収益創出方式は、英国では古く

から橋梁とトンネルに使用されてきたが、自動車道に用いられたことはない。これは、英

国における主要自動車道と幹線鉄道の資金調達に近い将来、変化が生じてくる前兆と言え

るかもしれない。資金調達源が何であれ、M1-A1リンク・プロジェクトは、DBFOプロジ
ェクト実施方式が、適切に管理、実施されれば、価値あるものであることを証明する存在

となった。 
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第４章 他の国々における交通 PPPのケーススタディと摘要 
 
 本章では、オーストラリアとニュージーランドにおけるここ 15年間の主な交通官民パー
トナーシップ計画について概説する。概説に続いて、オーストラリアとニュージーランド

の PPP高速道路プロジェクト数件の詳細なケーススタディを行い、さらに、他の国々、す
なわち、中国、インド、イスラエルおよびアルゼンチンの交通 PPPプロジェクト数例のケ
ーススタディについても報告する。各ケーススタディの内容は次のセクションに分かれて

いる： 
 背景 
 プロジェクトの説明 
 パートナーシップ契約 
 問題点と戦略 
 結果 
 結論 
 個別のケーススタディの後には、オーストラリアとニュージーランドで策定された PPP
プロジェクト数例の摘要も盛り込んだ。これらは、成功度の異なる高速道路と公共交通の

投資プロジェクトである。各プロジェクトについて簡単に説明したうえで、それぞれの主

要問題点と PPPとして策定した結果を考察する。 
 
１． オーストラリアとニュージーランドにおける交通 PPPの概要 
 
 オーストラリアでは、公共部門単独では高速道路の交通容量拡大に必要なレベルと高度

のプロジェクトを時宜に即して実施できないと国および州政府が結論した1990年代初頭か
ら、主要高速道路インフラの開発に、官民パートナーシップが成功裏に導入されている。

これは、こうした新たな高速道路資産の開発、資金調達、運営および保全に公共部門（訳

注：原文ママ、民間部門？）を参画させることについての数々の議論を生んだ。次ページ

の図表 4.1に示すとおり、PPPはシドニーの環状道路網開発の主要素となっている。 
 オーストラリアとニュージーランドにおける官民パートナーシップは主に、有料道路プ

ロジェクトの開発と運営に用いられてきた。PPP は公共交通インフラの開発にも適用され
ているが、財政的実行可能性という観点から見ると、そうしたプロジェクトは成功してい

るとは言い難い。しかし、財政的実行可能性の低さを埋め合わせているのが社会的便益で

ある。財政的実行可能性は PPPプロジェクト成功の唯一の尺度ではないのである。 
 図表 4.1に示したオーストラリアの主要 PPPプロジェクトには、シドニー・ハーバー・
トンネル（1992年）、M4自動車道（1992年）、M5自動車道（1992年）、M2自動車道（1997
年）およびイースタン・ディストリビューター（2000年）が含まれている。これらの施設
はいずれも、シドニーの道路インフラの基本要素である。現在、シドニーの民間所有車線
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長は、世界のどの都市をも凌いでいる。予定どおりウェストリンクM7自動車道（2006年）
とレーン・コーブ・トンネル（2007年）が完工すれば、環状道路網は完成する。ウェスト
リンクM7自動車道とレーン・コーブ・トンネルもともに PPPプロジェクトである。 
 

図表 4.1 シドニーの自動車道路網 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
 次のセクションで報告する詳細なケーススタディを国別にまとめた： 

 オーストラリア 
－シドニー・ハーバー・トンネル 
－メルボルン・シティ・リンク 

 中国 
－カントリー・パーク自動車道－香港 

 インド 
－第 2ヴィヴェーカナンダ橋－コルカタ 

 イスラエル 
－イツィック・ラビン・イスラエル縦断高速道路－テル・アヴィヴ 

 アルゼンチン 
－ロジータ・ヴィクトリア橋－ロジータ、ヴィクトリア間 

 次の章の最後では、オーストラリアとニュージーランドで PPPとして実施された、次の
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高速道路および公共交通投資プロジェクトの摘要を、それぞれ 1 ページにまとめて紹介す
る： 

 ヒルズ自動車道（M2自動車道）、オーストラリア 
 西部自動車道（M4自動車道）、オーストラリア 
 南西部自動車道（M5自動車道）、オーストラリア 
 イースタン・ディストリビューター（空港／M1自動車道）、オーストラリア 
 ブリスベン港自動車道、オーストラリア 
 ロー高速道路、オーストラリア 
 グラハム・ファーマー・フリーウェイ・トンネル、オーストラリア 
 グラフトン・ガリー・プロジェクト、ニュージーランド 
 シドニー空港鉄道リンク、オーストラリア 
 ブリスベン空港鉄道リンク、オーストラリア 
いずれの摘要も、内容は簡単な説明と主要問題点および／または結果である。 
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２． 世界の交通 PPPプロジェクトのケーススタディ 
 
２.１ シドニー・ハーバー・トンネル 

（オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー） 
 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
BOOT 1987-1992年 

（5年） 
1992-2022年 
（30年） 

7億4900万オー
ストラリア・ド
ル 

運営 

 
背景 
 

1970年代初頭、シドニー北部の拡大を続けるベッドタウンとシドニー中心部の商業地区
の間の交通量には、シドニー港をまたぐ高速道路の交通容量の不足から、制約があった。

シドニー・ハーバー・ブリッジの交通渋滞があまりにも激しくなったため、ニュー・サウ

ス・ウェールズ（NSW）州政府は別のシドニー港横断手段が必要と判断した。政府が選択
した手段は、別の橋の新設や既存の橋の交通容量拡大ではなく、トンネルの建設だった。

しかし、このプロジェクトを実施するには公的資金が不足していたため、政府はこのプロ

ジェクトを推進するための代替資金調達を模索することになった。図表 4.2に、トンネルの
立地をシドニーのダウンタウンとシドニー・ハーバー・ブリッジと比較できる、エリア全

体のサイト・マップを示す。 
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図表 4.2 シドニー・ハーバー・トンネルのサイト・マップ 

 
 
プロジェクトの説明 
 
シドニー・ハーバー・トンネルは、シドニー北部とシドニー中心部の商業地区を結ぶ、

総延長 1.4 マイル（2.24km）の 4 車線（片側 2 車線）海底トンネルである。1987 年から
1992 年までの期間に、7 億 4900 万オーストラリア・ドルを投じて建設された。資金調達
と実施には、画期的な施工・所有・運営・所有権移転（BOOT）契約方式がとられた。ニュ
ー・サウス・ウェールズ州でこの BOOT体制が採用されたのはこれが初めてであり、NSW
州政府がこれを選択した狙いは、州が必要としているインフラと、その必要を満たすため

の資金調達能力とのギャップを埋めることにあった。図表 4.3は、シドニー・ハーバー・ト
ンネルの片道 2車線の写真である。 
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図表 4.3 シドニー・ハーバー・トンネル 

 

出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Harbour_Tunnel。 

 
パートナーシップ契約 
 
シドニー・ハーバー・トンネルの PPP体制には、ニュー・サウス・ウェールズ州政府が

スポンサーとして参加した。NSW 州政府は 1987 年、優先コンソーシアムとして Sydney 
Harbor Tunnel Companyを選定した。このコンソーシアムを構成したのはオーストラリア
の複合企業 Transfieldと日本のトンネル建設会社熊谷組で、出資比率 50対 50のジョイン
ト・ベンチャーである。 

Sydney Harbor Tunnel Companyとの 35年契約により、工期は 5年、運営期間は 30年
となった。したがって、2022年まではこのジョイント・ベンチャーがトンネルの運営にあ
たり、その後はニュー・サウス・ウェールズ州政府の資産として所有権を移転することに

なる。 
この A749プロジェクトの BOOTにおける官民両パートナーの資金調達の責任は、次の

ようにまとめられる： 
 公共部門－返済期限 2022年の NSW州政府による無利子融資 2億 2300万オーストラ
リア・ドル（契約額の約 30％） 

 民間部門－Westpac Bank引受けの 30年インフラ連動債の発行による 5億 600万オー
ストラリア・ドル（契約額の約 65％） 

 民間出資－残りの 2000万オーストラリア・ドル（契約額の約 5％）は、ジョイント・
ベンチャーが完工後全額返済の融資として提供した。 

 以上の資金調達取り決めにより生じる財務責任を履行するための一助として、シドニ

ー・ハーバー・トンネルとシドニー・ハーバー・ブリッジの南行き路線（市内方向）には
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通行料が課せられている。 
 
問題点と戦略 
 

 公共部門のリスクの大きさ。この初期の官民パートナーシップでは、公共部門が多大

なプロジェクト・リスクを負った。NSW州政府は最低収入保証を提供したが、それに
より、NSW州道路交通省はプロジェクトコンセッショネアに所定の定期支払を行わな
ければならなくなった。これにより、コンソーシアムは事実上、交通量リスクを免れ

たことになる。政府はさらに、インフレ、資金調達および不履行リスクという形の追

加プロジェクト・リスクも引き受けた。建設コンソーシアムが引き受けたのは、プロ

ジェクトの建設リスクのみである。このプロジェクトのために過度の金融リスクを引

き受けたことについて、政府は会計監査院の批判を受けた。 
 将来のプロジェクト・リスクの民間部門への段階的移行。この例で NSW 州政府が負

ったリスクは過度であると思えるが、これは、PPP がオーストラリアで導入されたば
かりの頃の市場のリスク・アドバース行動を示すものである。初期の PPPでは、リス
ク・プレミアムが高いことが多かった。市場が PPP体制についての理解を深めるにつ
れて、市場が要求するリスク・プレミアムは低下し始めた。したがって、その後のシ

ドニーにおける PPP有料道路プロジェクトは、特に交通量、資金調達および不履行リ
スクに関しては、政府と株主間のリスク分担が同等になってきている。 

 
結果 
 
シドニー・ハーバー・トンネルの開通は渋滞緩和のみならず、交通増加にもつながった。

シドニー・ハーバー・トンネルは利用度の高い主要幹線リンクであり、交通量・収益予測

に照らして順調に運営されている。道路容量拡大は、シドニー・ハーバー・ブリッジにバ

ス専用車線を設ける機会にもつながった。このバス専用車線は、ラッシュアワーの時間帯

には、ダウンタウン行き車線をすべて合わせたよりも大勢の乗客をシドニーのダウンタウ

ンに運んでいる。 
 
結論 
 
 オーストラリアにおける PPPの資金調達構造は複雑化する傾向にあり、これが使用され
る実施方式に影響を及ぼしている。この事例では、コンソーシアムが所有権を保有してい

るので、民間部門の資産提供者が税金対策として減価償却を申請することができる。 
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２.２ メルボルン・シティ・リンク 
（オーストラリア、メルボルン） 

 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
BOOT 1995-2000年 

（5年） 
1996-2030年 
（34年） 

20億オーストラ
リア・ドル 

運営 

 
背景 
 
 メルボルン・シティ・リンクは世界で最も先進的な有料高速道路システムのひとつで、

PPP により開発された。このプロジェクトはそもそも、次に挙げるような数々の輸送目的
で設計されたものである： 

 3本の既存フリーウェイを接続するフリーウェイ規格のリンクを提供する； 
 ダウンタウン地区周辺の交通移動を容易にする； 
 主要スポーツ・レクリエーション施設とメルボルン空港へのアクセシビリティを改善

する。 
 図表 4.4に、メルボルンのダウンタウンにおけるメルボルン・シティ・リンク・プロジェ
クトのエリア全体のサイト・マップを示す。 
 

図表 4.4 メルボルン・シティ・リンクのサイト・マップ 

 
 
プロジェクトの説明 
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メルボルン・シティ・リンクは、全体として、全長 14 マイルの 6 車線自動車道である。

南と西に 2本のリンクがあるほか、トンネル 2本、橋梁 1 本、高架鉄道を含む。シティ・
リンクはまた、既存の 3本のフリーウェイとのシームレス・リンクでもあり、2本のトンネ
ルとヤラ川を渡る高さ 30 メートルの新設橋と 14 マイルの新設フリーウェイにより、タラ
マリン・フリーウェイ、ウェスト・ゲート・フリーウェイおよび南西部幹線道路と接続し

ている。このリンクの施工の一環として、モナッシュ・フリーウェイとタラマリン・フリ

ーウェイの一部のアップグレードが行われ、有料化された。 
シティ・リンクの建設は 1996年から 2000年にかけて行われた。これはオーストラリア

最大の施工・所有・運営・所有権移転（BOOT）プロジェクトである。 
利用距離に応じて徴収される通行料金は、債務支払と利害関係者への報酬分配に使用さ

れている。シティ・リンクはオーストラリア初のノンストップ自動料金支払システム道路

であり、料金ブースが無く、通行料はトランスポンダーかナンバー・プレート自動認識シ

ステムにより徴収される。これはオープン・ロード・トーリング・システムが採用された 2
番目のプロジェクトで、プロトタイプは 1990 年代半ばのエクスプレス・トール・ロード
（ETR407）開発の際に、カナダのトロント北部を東西に走るバイパス高速道路に設置され
た。 
このプロジェクトは、近隣地域社会の住民の耳に届く高速道路の騒音レベルを大幅に低

減するために、住宅地付近では防音壁に代えて画期的なオーバーヘッド構造物を使用して

いる。このオーバーヘッド騒音低減構造物の例を下の図表 4.5に示す。 
 

図表 4.5 メルボルン・シティ・リンクの騒音低減構造 

 

出典：Maunsell of Australia, 2006。 

 
パートナーシップ契約 
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メルボルン・シティ・リンク局（ヴィクトリア州政府機関）は 1994年、市中心部を走る

民間出資有料道路複合体の実施を監督する目的で設置された。1995年、メルボルン・シテ
ィ・リンク局は 20 億オーストラリア・ドルの 34 年事業権を、Transfield、大林組および
Transroute 3社の民間コンソーシアム、Transurban CityLink Limited.に付与した。 

Transurban Corporationを構成しているのは、CityLinkプロジェクトに従事する設計業
者、転換社債購入者および投資会社である。Transurban CityLink Ltd.はオーストラリア
証券取引所上場企業で、34 年にわたる通行料徴収によりプロジェクトの支払を行っていく
予定でいる。債権者は ANZ、CBA、Westpac、NAB も BNP、Credit Lyonnais Limited
および IBJである。 

CityLinkはオーストラリア最大の PPPプロジェクトで、ヴィクトリア州の PPPプロジ
ェクトとしてはこれが最初である。プロジェクト実施には、資金調達・設計・施工・所有・

運営・所有権移転（BOOT）方式を採用した。CityLinkの運営・保守には、Transfield Services
と Transrouteのジョイント・ベンチャーである Translinkがあたっている。 

CityLink プロジェクトの公共パートナーと民間パートナーの役割と責任を次にまとめ
る： 

 公共部門融資：契約額の約 13％をヴィクトリア州政府が提供した。 
 民間部門借入金：契約額の約 63％は次の借入金により資金調達した： 
－ナショナル・オーストラリア銀行からの 19年融資 1億 2000万オーストラリア・ド
ル； 
－CPI指数連動債；ならびに 
－追加借入金はANZが手配したオーストラリア・フランスのシンジケートが調達した。 

 民間部門株式：残り 24％は 1996 年 3 月に開始した株式発行により調達した。有料道
路所有者・運営者である Transurbanの持分は既にオーストラリア証券取引所で取引可
能になっている。 

 
問題点と戦略 
 

 有料化のパブリック・アクセプタンス：CityLinkはメルボルン初の私有有料道路であ
る。CityLink に先立ち、国有のウェスト・ゲート・ブリッジが有料化されたが、その
後、市民からの圧力により、通行料は廃止された。 

 非競争条項：Transurbanが建設、収益、残留リスクを引き受ける一方で、ヴィクトリ
ア州政府は競合する可能性のある道路および公共交通リンクの開発または改善を回避

することを約束した。 
 実施上の問題：PPP 契約は長期間に及ぶことを踏まえて、政府は運営業者との間に生
ずる問題に対処する準備を整えておく必要がある。この画期的なプロジェクトは当初
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から、次のような数々の問題に悩まされた： 
－通行料金の変更； 
－徴収ミス； 
－通行料支払に使用されている ETCトランスポンダーの不具合； 
－ETCを使用しない有料道路利用者の取り扱い。 
これらの問題はいずれも、解決には程度こそ異なれ、政府の介入を要した。 

 収益分配：有料道路に合流するリンクは現在の通行料運営業者に追加収益をもたらす

可能性がある。あらゆる道路網改善後のヴィクトリア州政府と Transurbanとの収益分
配については、PPP契約の条項が規定している。 

 
結果 
 
このプロジェクトは、3本の高速道路の連絡、ヤラ川を横断する橋の新設、新しいフリー

ウェイ 14.3マイルの延伸という形で、メルボルン市内および周辺の道路網と交通容量を改
善した。CityLink は経済にも大きく貢献した。特筆に値するのは、運輸業者にとっての時
間の節約である。2005 年までに発行されたトランスポンダーは 100 万を超え、CityLink
の人気を実証している。 
先頃、メルボルン首都圏の第 2 の主要有料道路プロジェクト（コネクト・イースト）が

発注された。落札したコンソーシアムはMacquari Bankから資金を調達した。 
 
結論 
 

PPP は民間部門に、より画期的なソリューションを導入する機会を提供した。有料道路
の路線選定には空間的にも環境的にも制約があったため、従来のような料金所を建設する

のは望ましくなかったからである。この制約を克服するために採用されたのが ETCシステ
ムである。これにより、有料道路沿いに多数の出入り口を設け、すべての出入り口で利用

距離による料金徴収のためのモニタリングを行えるようになった。 
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２.３ カントリー・パーク自動車道 
（中国、香港） 

 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
BOT 1995-1998年 

（3年） 
1995-2025年 
（30年） 

9億3000万米ド
ル 

運営 

 
背景 
 

1997年の香港の中華人民共和国への再統一を目前に控え、国の経済開発拡大への政策転
換が進む中、中国の香港に近い地域では再統一の余波が大きく広がるものと予想されてい

た。その結果として、1990年代には、中国南部諸州と、中国の西欧への玄関口で、中国随
一の資本主義都市である香港との間の交通需要が拡大するものと考えられた。香港と中国

本土間に予想される乗用車・トラック交通の増加に対処すべく、1990 年代のみならず 21
世紀を迎えてからも、数々の高速道路、橋およびトンネルが PPPにより発注された。 
このケーススタディでは、1990年代半ばに設計・運営・所有権移転（BOT）方式の PPP

により開発された、高速道路接続のひとつ（ルート 3 カントリー・パーク自動車道）につ
いて考察する。この BOT PPP方式は、1997年の英国から中国への香港返還に間に合わせ
たいというクライアントのニーズどおりに、プロジェクト実施を推進した。もうひとつの

利点としては、フランチャイズ期間 30年でプロジェクト費を支払うための資金を通行料か
ら創出できたことである。計画スケジュールが切迫していたため、効率よい建設管理のた

めに建設業者のコンソーシアムが設立された。図表 4.6は、このプロジェクトのエリア全体
のサイト・マップである。 
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図表 4.6 ルート 3カントリー・パーク自動車道のサイト・マップ 

 
 
プロジェクトの説明 
 
カントリー・パーク自動車道（ルート 3）は全長 12km（7.5マイル）の 3車線高速道路

で、汀九と元朗を結ぶ香港・中国南部間のリンクである。このプロジェクトには、台南国

立公園の地下を走る 3.5km（2.3マイル）の 3車線双設トンネルと、主要橋梁 12本、歩行
者／自転車用地下道 7本、主要擁壁 10基、22車線料金所、4層構造の Au Tauインターチ
ェンジ、極めて脆弱な軟質土壌の大規模盛土建設、汀九インターチェンジと Au Tauインタ
ーチェンジの 3km の高架橋、防音壁、交通管制システム、管理ビル、換気系も含まれる。

完工までのプロジェクト費は 9 億 3000 万米ドルにのぼり、1995 年から 1998 年までの 3
年間で建設されて、有料高速道路として開通した。図表 4.7は開通後の高速道路である。 
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図表 4.7 ルート 3カントリー・パーク自動車道 

 
出典：Maunsell, 2005。URL: 

http://www.maunsell.aecom.com/MarketsAndServices/38/75/index.jsp。 

 
パートナーシップ契約 
 
このプロジェクトを民間資金に頼る最大の目的は、政府の財政援助を他の目的に回すと

ともに、道路インフラ実施を早めることにあった。工期を事業契約期間に含めたことが、

コンセッショネアにとっては、プロジェクト実施を可能な限り早めようとする誘因となっ

た。 
1994年 4月に入札に参加したコンソーシアムは 6つにのぼったが、事業権は Sun Hung 

Kai Propertiesを筆頭とする China Resources、China Travelおよび Bank of Chinaのコ
ンソーシアムに付与された。このコンソーシアムには、1997年に計画されていた英国から
中国への香港返還によって生じる政治的リスクを可能な限り軽減するために、中華人民共

和国のパートナーが多数含まれることになった。 
香港の大半の BOT道路プロジェクトと同様、このプロジェクトの負債資本比率も 65対

35を超えることはできなかった。 
 
問題点と戦略 
 

 リスク配分：香港における大半の民間道路プロジェクトと同じく、政府は抵当のつい

ていない土地を無償でコンセッショネアに提供し、ルート 3 にアクセスするリンクを
開発した。興味深いことに、ルート 3は、プロジェクトの主要投資家である Sun Hung 
Kaiの広大な所有地を横切っている。このパッケージ契約を投資家にとって一層魅力あ
るものにするため、政府はルート 3を西九龍高速道路に接続する汀九橋にも出資した。 
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コンソーシアムが引き受けたのは建設リスクであるが、これはその後、一流建設会社

の西松と Dragagesに移転された。 
 コンソーシアム選定における競争の役割：さまざまなコンソーシアムが多大な関心を

表明したため、香港政府は通行料金と入札価格の交渉では強い立場に立つことができ

た。民間部門の参画増加の原動力となったのは、香港の 3 つの港湾横断トンネル・プ
ロジェクトがいずれも、運営受託者に多大な利益をもたらしていることだと考えられ

る。 
 非競争条項：長期にわたる PPP契約に非競争条項が加わると、政府はかなりの期間に
わたって当該プロジェクトの回廊の交通容量を拡大できなくなることが多い。カント

リー・パーク自動車道の支持者は、交通量の面で競合する可能性のあるルート 10の開
発に反対している。しかし、並行して走る、ルート 3 よりも長い無料ルートが利用で
きるようになって、ルート 3の収益性は低下した。 

 公共部門の財政的関与：新設道路プロジェクトの資金調達の手段として PPPを採用し
ても、政府が資金拠出を完全に免れられるわけではない。プロジェクトの規模とリス

クが大きくなるほど、政府拠出金を要求される可能性が高くなる。この事例では、政

府は施設敷設権の供与と汀九橋および接続道路の政府資金による開発という形で拠出

した。 
 
結果 
 
カントリー・パーク自動車道は香港島、西九龍、新界地区および中国本土間の戦略的リ

ンクとして開発された。このカントリー・パーク自動車道により、中国国境から新界地区

北西部に建設されているコンテナ港と空港への道路アクセスが向上したばかりでなく、こ

の地区の開発にも一層拍車がかかっている。2004 年の年間平均 1 日交通量は 45,300 台に
のぼった。 
 
結論 
 

1990年代半ば、香港とその近隣地域の政治的、経済的展開により、交通インフラの開発
と拡大は最優先事項のひとつとなった。BOT PPPの採用は、この地域の主要交通システム
拡大を目指す開発と実施の促進に役立った。また、これらの施設を、通行料により資金調

達を行う PPPとして施工したため、プロジェクト・スポンサーは香港、中国いずれの予算
も超過することなく、プロジェクトを完了することができた。 
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２.４ イツィック・ラビン・イスラエル縦断高速道路 6 
（イスラエル、テル・アヴィヴ） 

 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
資金調達・設計 
BOT 

1999-2004年 30年 13億米ドル 運営 

 
背景 
 
 目の前には政治的課題とテロ問題が山積しているにもかかわらず、発展を続けるイスラ

エル国においては、高速道路インフラ拡大需要が以前にも増して加速的に増加している。

こうしたニーズの背景にあるのは、テル・アヴィヴをはじめとする都心の過密地帯からの

人口分散の増加と、軍動員増強の必要性、そして、移動性、安全性および大気の質の向上

に対する一般の需要である。図表 4.8に、このプロジェクトと、その近傍のイスラエル大都
市圏、並行して走る沿岸道路網のエリア全体のサイト・マップを示す。 
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図表 4.8 イスラエル縦断有料高速道路 6のサイト・マップ （訳注：本文ママ、図表番号？） 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/image:is-map.PNG。 

 
 国内の主要大都市圏中心部を結ぶ主要高速道路を施工する財源が限られている中で、イ

スラエルは、この戦略的プロジェクトの第 1 段階の施工、資金調達および運営を一連の画
期的方式に頼った。すなわち、収益連動債・株による資金調達、独創的な官民パートナー

シップによるプロジェクト実施、最新の通行料徴収システムである。中には法的承認を要

するものもあったが、プロジェクトを迅速に実現するために、これらの画期的方式を、官

民パートナー間のリスク分担と、通行料支払に要する時間を最小限に抑える通行料支払シ

ステムと併用したのである。特に、これはイスラエル初の有料道路であったため、この通

行料支払システムは極めて重要な意味を持った。 
 
プロジェクトの説明 
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 イツィック・ラビン・イスラエル縦断高速道路（高速道路 6）は、沿岸に平行して走りな
がらも、テル・アヴィヴ近郊でイスラエルの中心を抜ける、全長 53 マイルの 4 車線全面
ETC 化道路である。この高速道路はイスラエルで唯一の高速道路であり、イスラエルでこ
れまでに実施された最大規模の最も複合的なインフラ・プロジェクトとして認められてい

る。このプロジェクトでは、料金ブースや職員による料金徴収を行わずに、道路運営者が

道路利用者から通行料を徴収できるようにするため、最新の ETCシステムとナンバー・プ
レート自動認識システムを併用している。イスラエル縦断高速道路は料金ブースをまった

く置かずに運営されている、世界で 3 番目に建設された施設であり、これをオープン・ロ
ード・トーリング・システムと呼ぶ。図表 4.9は、ロシュ・ア・ハイン近郊にある、この自
動料金徴収高速道路の本部と管制センターである。 
 

図表 4.9 イスラエル縦断高速道路 6の本部と管制センター 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Highway_6_%28Israel%29。 

 
 イスラエル元首相イツィック・ラビンにちなんで命名されたこの高速道路は、ハデラと

ゲデラを結んでいる。イスラエルが計画を開始したイロンからワディ・ミレクまでの延伸

により全長 186マイルとなる高速道路の一部となる予定である。図 4.10は、イスラエル縦
断高速道路をテル・アヴィヴ近郊の地域幹線道路と結ぶ主要インターチェンジのひとつで

ある。このインターチェンジはイスラエル国がプロジェクト全体を促進する一助として建

設した。 
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図表 4.10 テル・アヴィヴ近郊のイスラエル縦断高速道路 6の主要インターチェンジ 

 
出典：URL: http://roadtraffic-technology.com/projects/highway_6/index.html#highway_62。 

 
パートナーシップ契約 
 
イスラエル国が PPP形成によりプロジェクトの開発・実施を行うことにしたのは、道路

を含む社会資本インフラが緊急に必要であるにもかかわらず、政府資金が不足していたた

めである。プロジェクトに対する関心を表明した企業グループのうち、国際企業と国内企

業が構成する 4 つのコンソーシアムに、設計・施工・資金調達・運営（DBFO）プロジェ
クトの入札参加資格が付与された。 
事業契約を落札したシンジケートは、次の三大利害関係者が構成する Derech Eretzであ

る： 
 Africa-Israel； 
 Canadian Highways Infrastructure Corporation（CHIC）；および 
 Housing and Construction Limited 
 プロジェクト額の 90％は民間債により調達された。借入金融を行ったのは New Israeli 
Shekel（NIS）シンジケートである。プロジェクトの借入金融の構築と手配を援助した資
金調達チームの一翼を担ったのは Deutschbank である。債務保証対象施設には Bank 
Hapoalimが手配した 8億 5000万米ドルと Tyco Groupが手配した 2億 5000万米ドルの
共同融資が行われた。融資は、事業契約の初期段階では低い通行料を適用できるようにす

るため、施設運営期間にわたって委託証拠金を増額していくように構築された。 
 残りの 10％（1億 2000万米ドル）は、発生した建設実際原価をカバーできるように段階
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化した複合型エクイティ・アレンジメントにより調達した。さらに、当初は通行料を確実

に低く抑えるため、10年無配とした。 
問題点と戦略 
 

 収益リスク：プロジェクトの収益リスクの大部分はイスラエル国が引き受け、予想を

下回る交通量が原因で収益が予測に満たなかった場合は政府資金で収益を補うものと

した。PPP 契約により、国は収益不足が発生した場合には、実収益と予測収益の差額
の 80％をコンソーシアムに支払うことに合意した。 
収益不足のダウンサイド・リスクを引き受けた代わりに、PPP 事業契約により、道路
利用が予測を上回った場合に生じたあらゆる“超過利潤”の一部を国が共有できるこ

とになった。この取り決めにより、国がコンソーシアムから受け取ることになるのは、

実収益と予測収益のプラスの差額の 57％となった。 
さらに、事業契約により、国は完工から事業契約期間終了までの間に、Derech Eretz
の最高 49％を買収する権利を行使できるオプションを得た。 

 建設リスク：国はプロジェクト全体に必要な道路敷を買収した。また、プロジェクト・

スケジュールを早めるために、高速道路の配置に沿った 2 つの主要インターチェンジ
も国が建設した。その他の建設リスクはすべて、コンソーシアムが引き受けた。 

 プロジェクト拡大の必要性とリスク：事業契約はコンソーシアムに対して、特定の交

通量／渋滞トリガーに達したら、高速道路の交通容量を拡大することを要求し、そう

した改良の資金としては施設超過収益から積み立てた特定準備金を充てるとしている。

プロジェクト拡大準備金が必要な交通容量改善の費用を賄うには足りない場合は、コ

ンソーシアムがさらに差額分を出資しなければならない。 
 通行料徴収リスク：このプロジェクト以前には、国には、民間部門の高速道路運営業

者が通行料という形で直接利用者料金を課するのを許可する法的権限もなければ、適

切な通行料を支払わずに施設を利用する者に罰金を科して通行料支払を強制すること

もできなかった。このプロジェクトにとっては、それが極めて重大な意味を持ってい

た。それと言うのも、料金ブースを設置せず、ETC 利用希望者の車両にトランスポン
ダーを搭載するか、あるいは、通行料金と管理料込みの請求書を利用者に郵送する形

の通行料自動徴収システムに頼る、オープン・ロード・トーリング方式を採用したか

らである。後者の事後請求書は、ナンバー・プレート自動認識システムによって確認

した利用者に対して発行される。 
 金融リスク：プロジェクトの規模が並外れて大きかったため、金融シンジケートによ

る資本市場での資金調達が暗礁に乗り上げた時には、事業契約の成立が大幅に遅れた。

このリスクは、最終的には、プロジェクトの金融シンジケートの構成を分散させ、資

金調達に占める負債の割合を 90％に制限することで克服した。 
 法的要件：民間部門の高速道路運営業者に通行料徴収と、必要ならば通行料徴収を強
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制する権限を与えるための立法も必要だった。 
 
結果 
 

2002 年 8 月から段階的に開通したこの有料道路が全面開通に至ったのは、2004 年 1 月
である。パフォーマンスは交通量および収益予測と比較してプラスになっており、利用車

両数は年々二桁の伸びを示している。2004年の 1日平均利用車両数はおよそ 7万台にのぼ
った。 
 
結論 
 
イツィック・ラビン高速道路は、ルート 4（ゲハ道）やルート 2（沿岸道路）をはじめと

する平行路線の交通流と渋滞を緩和するものと目されている。また、拡大を続けるテル・

アヴィヴ地域における車両密度、大気汚染および衝突事故低減のために、国の中心部に交

通を分散させようという構想もある。 
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２.５ 第 2ヴィヴェーカナンダ橋 
（インド、コルカタ） 

 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
BOT 2004-2007年 

（3年） 
 
（30年） 

1億4800万米ド
ル 

建設中 

 
背景 
 
 第 2 ヴィヴェーカナンダ橋は、ドゥルガープル高速道路と接続して、インド国道網の一
部を形成する予定である。コルカタ市（カルカッタ）への北部バイパスとして有効に機能

し、ベンガル北部およびバングラディシュへの交通に役立つことになる。図表 4.11は、現
在建設中のこの橋の地理的位置を示すエリア全体のサイト・マップである。 
 

図表 4.11 第 2ヴィヴェーカナンダ橋のサイト・マップ 
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プロジェクトの説明 
 
第 2ヴィヴェーカナンダ橋は、コルカタ近郊を流れるフーグリー川を横断する、全長 3.8

マイルの 6車線橋である。1930年代に建設された最初の無料 2車線橋に平行して架橋され
る。図表 4.12は、この多柱式斜張橋の予想図である。 
 

図表 4.12 第 2ヴィヴェーカナンダ橋の側面図 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Vivekananda_Setu。 

 
パートナーシップ契約 
 
高度経済成長とそれがもたらした質の良い道路容量に対する需要の増加は、政府資金と

道路の必要性との資金調達ギャップを急激に拡大させた。資金調達性と交通インフラ・ニ

ーズのギャップを埋める一助として、政府は、施工・運営・所有権移転（BOT）と呼ばれ
る PPPプロジェクト実施方式を採用して、橋の建設にあたることにした。 
関心を示した多数のチームの中から政府が優先コンソーシアムとして選定したのは

Second Vivekananda Bridge Tollway Company Limited（SVBTC）であった。SVBTCは、
Asian Infrastructure Development Corporation（米国）、Stradic（フィリピン）および
L&Tが率いる特定目的媒体である。この BOTの契約額は 1億 4800万米ドルである。 
第 2 ヴィヴェーカナンダ橋は、施設建設に借入金と資本両方の外資を使用するインド初

の道路プロジェクトである。 
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問題点と戦略 
 

 資金調達課題：インドでは PPP はいまだ揺籃期にあるため、国と地方政府はともに、
国内の道路開発に民間資金を呼び込むべく、数々の税金特権を提供している。この事

例では、プロジェクト関連インフラ開発のために、国が 30 クロー・ルピー15（3 億ル
ピー）を出資した。 

 通行料導入リスク：私有有料道路の開発はインドでは新しい形の現象であるため、初

期の有料道路プロジェクトは比較的小規模に抑えられている。したがって、これまで

のところ、有料道路プロジェクトの収益性は、主として関連不動産開発の収益率に左

右されている。 
 民間部門参画の拡大：経済の自由化は、インドにおける高速道路の契約および運営へ

の民間部門参画をめざましく拡大させた。インド政府は道路網整備のための策を多々

講じているが、特筆に値するのは次のとおりである： 
－BOTプロジェクトでの通行料徴収・保有権の付与などによる民間資金の呼び込み； 
－100％外資による道路プロジェクトの認可； 
－所得や建設機器に対する寛大な免税。 

 
結果 
 
第 2 ヴィヴェーカナンダ橋の交通量は、当初の立ち上げ期間を過ぎれば、1 日あたり 8

万台に達すると予測されている。2007年の完工後は、コルカタ北部の渋滞緩和に役立って
いるはずである。 
 
結論 
 
コルカタ市を中心とするこの極めて重要な交通リンクは是非とも必要であったにもかか

わらず、時宜を逸せずにプロジェクトを進捗させるには、BOT 方式と画期的資金調達法に
よる PPPプロジェクト実施が必要であった。すなわち、海外デット・エクイティ・ファイ
ナンスを利用して、プロジェクトに充当できる乏しい公的資金のレバレッジ効果を狙った

のである。償還には橋の利用者から徴収する通行料を充てることにした。また、このプロ

ジェクトには、近隣の経済開発による事業価値創造も、資金調達面で有利に働いた。橋が

完成して運営されるようになれば移動性、交通容量ともに拡大して、アクセシビリティの

向上が見込まれるため、経済開発に利することになるからである。 

                                                   
15 1クローは 1000万ルピー。 
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２.６ エーレスンド橋およびトンネル 
（デンマーク・スウェーデン間） 

 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
設計・施工一括 1992-2000年 該当無し 54億米ドル 運営 
 
背景 
 
 エーレスンド橋は 2000年 7月に完工、開通したが、エーレスンド海峡を越えてスウェー
デンとデンマークをつなぐ固定リンクという構想自体は 19 世紀から話し合われていた。
1930年にはコペンハーゲン・マルメ間リンクが真剣に提案されたが、第二次世界大戦を目
前に控えて世界の政情不安が進む中、計画段階を出ることなく終わった。大戦後、北欧諸

国の政治家たちは、北欧諸国の経済・政治協力拡大の方法を探った。そのひとつが、1950
年代半ばの北欧理事会と北欧パスポート連合の設立である。これらの出来事を追い風にし

て、1954年に以前の橋建設案が復活し、見直されたが、橋の立地に関して合意に至らず、
計画は立ち消えとなった。 
 1960年代、70年代には、デンマークが欧州本土の他の国々との結びつきを深め、農産物
輸出市場の拡大に力を入れたために、エーレスンド海峡横断の誘因は低下し、デンマーク

は 1973年に欧州経済共同体（欧州連合の前身）に加盟した。しかし、エーレスンド海峡横
断施設の許容しうる立地を見つけるのが困難という経緯があったにもかかわらず、そうし

たプロジェクトに期待できる便益の故に、橋建設案も進められており、さまざまな立地の

検討が重ねられた。さらに北部のエーレスンド海峡が狭まっているエルシノア（デンマー

ク）とヘルシンボリ（スウェーデン）間の海底鉄道トンネルも、そのひとつである。 
 状況がついに変化したのは 1986年のことである。デンマークが（何十年も同じ場所で足
踏みした挙げ句に）、グレート・ベルト海峡固定リンクの建設を開始したのだ。1997年に鉄
道交通用として、その 1年後に道路交通用としても開通したグレート・ベルト・リンクは、
シェラン島（コペンハーゲンがある）と西のフューン島を結び、さらに、ユトランド半島

と欧州本土の道路・鉄道網へと続いている。グレート・ベルト・プロジェクトが進行中で、

1995年には英仏海峡の海底トンネル開通によってフランス・英国間に鉄道リンクが誕生し
たため、統合されたシームレスな欧州陸上交通網の障害は、エーレスンド海峡を残すのみ

となった。 
 
プロジェクトの説明 
 
エーレスンド橋（以前はエーレスンド固定リンクと呼ばれた）は、デンマークのコペン

ハーゲンとスウェーデンのマルメ間で高速道路と鉄道を渡す、エーレスンド海峡を横断す

る全長 16km（10マイル）のリンクである。これには、4kmの沈埋トンネル、8kmの二層
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橋、トンネルと橋の乗り換えが行われる 4km の人工島（胡椒島と呼ばれる）が含まれる。

橋本体は 3kmの西側アプローチと 4kmの東側アプローチが 1kmの斜張橋で結ばれた構造
になっている。図表 4.13は、このプロジェクトのエリア全体のサイト・マップである。 
 

図表 4.13 エーレスンド固定リンクのサイト・マップ 

 

出典："Facts worth knowing about the Øresund," Øresundsbron, 2006。 

URL: www.oeresundsbron.dk。 

 
490mと世界最長の主スパンを誇る斜張橋部分は、橋下の海峡を航行する船舶のための十

分な航路高もある。橋梁部分では、下の路面を鉄道 2 軌道が走り、上の路面には 4 車線が
通っている。トンネル部分では、道路と線路が 4 本の併設トンネル内を走る。図 4.14 は、
エーレスンド海峡に架かる二層高架橋とアプローチである。 
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図表 4.14 エーレスンド橋の主スパンとアプローチ 

 
出典：Graham Gedge。URL: http://corrosion-doctors.org/PaintCoatings/gedge.htm。 

 
パートナーシップ契約 
 
エーレスンド橋は、デンマークとスウェーデン政府が設立したクライアント企業、

 resundsbro Konsortietが所有、運営している。パートナーシップ契約は、本質的には、2
つの主権国家間の官官パートナーシップであり、両国がプロジェクトの交通リスクと収益

リスクを全面的に引き受けている。図表 4.15に示すとおり、組織構造全体は複雑であり、
 resundsbro Konsortietの株式はデンマークの持株会社 A/S  resunとスウェーデンの持株
会社 SVEDAB ABが同じ比率で所有しているが、両社はデンマークとスウェーデンの交通
省の管理下にある16。 
 

                                                   
16 図 4（訳注：原文ママ、図表 4.10？）の“Vägverket”と“Banverket”はそれぞれスウェーデンの道
路局と鉄道局、“Sund & Bælt”はデンマーク島の主要リンケージの監督官庁である。A/S Storebælt（図 4
の左端）は、A/S Øresunがエーレスンド橋の持株会社であるのと同様、グレート・ベルト固定リンクの持
株会社として機能している。 
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図表 4.15 エーレスンド橋組織構造 

 

出典："Facts worth Knowing about the Oresund," Oresundsbron, 2006 

URL: www.oeresundsbron.d。 

 
デンマークとスウェーデン間の取り決めにより、この持株会社 2 社（A/S  resun と

SVEDAB AB）はそれぞれ、橋のデンマーク側とスウェーデン側の陸上工事（たとえば、ア
クセス道路、接続鉄道トンネルなど）の所有権と運営に責任を負っている。したがって、

 resundsbro Konsortiet は、通行料徴収を含む橋の管理・運営、道路運営、保守および経
営機能（たとえば、マーケティング、金融、カスタマー・サービス）の全責任を負うこと

になる。鉄道線路の管理も全面的に  resundsbro Konsortietが行うが、エーレスンド・リ
ンクの鉄道部分の交通量の管理と日常業務は鉄道局が行う17。 
 
問題点と戦略 
それぞれ民間部門のパートナーを有するデンマーク政府とスウェーデン政府は、エーレ

スンド橋の建設とその後の運営にあたり、一連の難問に直面した。一部の問題は成功裏に

克服できたが、いまだにプロジェクトの財政的安定を阻んでいる問題もある。以下では、

主要問題点とそれに対処するための戦略について考察する： 
 設計・施工一括方式：設計・施工一括調達方式の採用は、エーレスンド橋プロジェク

トに関連した最も有効な決定のひとつであった。エーレスンド橋は一連の技術的な難

問を抱えていたうえに、プロジェクト全体が建設中のみならず完工後も厳しい環境要

件による制約を受けた。両国政府がパフォーマンス基準（道路／鉄道交通と環境要件）

を決定し、民間部門が革新的な設計、製造および緩和方法によりそれに応えた。スポ

ンサーが難しい設計要件に直面しても、最終的なニーズを測定可能な基準として定義

                                                   
17 両国の国鉄機関はリスクの鉄道使用権に対する固定額（物価スライド方式）を Øresundsbro Konsortiet
に支払う一方で、リンクの交通容量を鉄道局に販売する。 
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できる場合には、設計・施工一括方式は実に魅力的な方式となりうる。 
 コスト・収益リスク分析：両国政府は 1991年に、エーレスンド橋は自己資金により建
設できると請け合ったが、その後、デンマーク会計監査院は、交通省がプロジェクト

評価を 4 回にわたって実施したところ、いずれの評価でも、コストおよび収益予測が
わずかに外れるだけでプロジェクトは実行不可能になる（すなわち、30 年の期限では
コスト償還ができない）という結論が出たことを認めた。コストと収益の変動は大い

にありうることであり、今後 20 年間に交通量が激増しない限り、2030 年完済目標を
達成することはできないと判明したのである。その間は、両国の納税者が差額を埋め

なければならない。こうしたプロジェクトでは、最初から妥当な成果範囲を調査、理

解して、計画どおりにプロジェクトを進めるか、それとも、考え得る成果範囲に合わ

せて設計やパフォーマンスを変更するか、政策決定者が判断できるようにすることが

必要である。 
 独立採算制の期限：エーレスンド橋規模の新規プロジェクトの場合、プロジェクト独

立採算制の目標 30年というのは低すぎて、スポンサー、金融界および一般大衆に非現
実的な期待を抱かせることになったと考えられる。このような施設の耐用年数は通常

100 年以上であるが、30 年あれば十分採算がとれるようになると予想される。これを
推進するのは、インフラ資産の性質よりもむしろ、ヨーロッパで従来採用されている

デット・ファイナンス方式の性質である。 
 定着した競争市場への参入：エーレスンド橋は、多数のフェリー・サービス業者が構

成している定着した交通市場では新参者であった。橋の潜在的顧客は、特にトラック

交通にとって明らかにコスト面で有利な、こうしたフェリー・サービスになじんでい

た。エーレスンド橋の運営を開始した当初数年は、こうした要因が交通量・収益予測

を覆した。やがて、信頼性が高いということでエーレスンド橋を利用するドライバー

や鉄道旅客が増えてくれば、競合するフェリー・サービス業者は運行を減らしたり、

完全廃業したりすることも考えられる。しかし、橋やトンネルの破損、高架橋を閉鎖

せざるを得ないような強風条件（これはフェリーの欠航にもつながる可能性がある）、

その他の緊急事態や事故の際に橋に代わる交通手段として、フェリー・サービスも何

らかの形で継続されるものと予想される。 
 環境影響：北欧諸国の環境団体は公共政策に多大な影響力を有している。エーレスン

ド橋も、その影響力を免れることはできなかった。この事例では、環境影響モニタリ

ングなどの問題にとどまらず、リンクの配置や、施設の基本的なパフォーマンス仕様

（海流への影響）への直接的な口出しにまで及んだ。こうした制約があったにもかか

わらず、プロジェクトは成功裏に完成し、現在は環境意識と環境保全のモデルとみな

されるに至っている。この規模と複雑さのプロジェクトにおいては、当然のことなが

ら計画プロセスで環境影響問題にも取り組むことになるが、そうした問題を特定のパ

フォーマンス基準につなげることができれば、最初から設計プロセスに基準を盛り込
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めることになる。 
 
結果 
 
エーレスンド固定リンクは、エーレスンド海峡をまたいで、デンマークとスウェーデン

を結んでいる。この橋梁・人工島・トンネルから成るマルチモーダル施設は、現在欧州連

合に加盟している西欧諸国との接続の最後のリンクである。プロジェクト費は、当初の予

測をエーレスンド橋の沿岸間部分で 25％、陸上側で 70％以上上回り、最終的には総プロジ
ェクト費の 1/3の超過を見るに至った。この原因は、ひとつには、陸上の道路・鉄道プロジ
ェクトが当初の規模をはるかに超えたための“スコープ・クリープ”にある。 
施設の当初の交通量は予測したレベルを大きく下回り、施設が生み出す収益額を引き下

げた。計画時の予測では、開通年度の交通量は自動車道が 1日 1万台、鉄道旅客が 16,500
人から 19,000人であったのだが、暦年 2001年（運営初年度の丸 1年）の 1日平均交通量
は、通行料を値下げしたにもかかわらず、車両 8,100台、鉄道旅客 13,400人にとどまった。
これは、ひとつには、特に、より低コストの代替交通手段を模索する貨物運送にとっては、

古くからエーレスンド海峡を運行しているフェリーのほうが魅力的であるための、過酷な

競争に原因していた。もっとも、この施設はかなり新しいため、交通拡大の通常の立ち上

げ期間はいまだ満了していないと言える。 
プロジェクト費が高くついたうえに、当初の収益が伸び悩んでいるため、この施設の“独

立採算制”は今のところ疑わしい。地域の経済成長率と移動率が激増すると想定した高度

成長シナリオでも、施設の完済には 2029年ないし 2030年までかかろう。それより控えめ
なシナリオでは完済は 2035年になると思われるし、“低迷”シナリオ（2025年まで交通増
加率が年 1％に減速）では 2046年以降にずれ込むことになる。 
 
結論 
 
 2000年にエーレスンド固定リンクが開通した当時、エーレスンド海峡はシームレスな欧
州統合陸上交通網の唯一の障壁だった。プロジェクトの進捗を図るため、政府の推進派は

エーレスンド橋を、30 年の期限で道路と鉄道の利用料金によりプロジェクト費を全額償還
できる“独立採算制”施設として推し進めた。この言質を得て、国際資本市場は、プロジ

ェクトの交通量リスクと収益リスクを丸抱えした両国政府の保証による融資で、建設資金

を調達した。 
 工費超過と予想を下回る交通量を考えると、今のところ、この橋の独立採算制は疑わし

い。特に、スウェーデン半島に向かうトラックは、圧倒的に、競合する海上フェリー・サ

ービスを利用している。しかし、 resundsbro Konsortiet が率先して設計・建設に官民パ
ートナーシップを採用したために、エーレスンド橋は、この規模で一連の設計・施工一括
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契約により実施された欧州初のプロジェクトのひとつとなった。この方式は、エーレスン

ド橋の設計、製造および環境緩和に数々のイノベーションをもたらした。 
 当初から、エーレスンド橋は単なるインフラ・プロジェクトではなく、環境保護、経済

開発および国際関係の“声明”とみなされていた。独立採算制への道を模索する中で、こ

れらの目標は大半の観点で達成されたと言えよう。 
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２.７ ロサリオ・ヴィクトリア橋 
（アルゼンチン、ロサリオ／ヴィクトリア間） 

（訳注：前出個所では“ロジータ・ヴィクトリア橋”） 
 
PPP実施方式 工期 事業契約期間 契約額 現状 
DBOM 1997-2002年 （25年） 3億8500万米ド

ル 
運営 

 
背景 
 
 メソポタミア地方はアルゼンチン北東部に位置し、アルゼンチンの商工業活動の大半を

擁している。この地域のさらなる経済開発と国内の他の地域へのアクセスの大きな障害と

なっていたのが、メソポタミア地方の 3 州とアルゼンチン各地間の人と特に商品の輸送に
用いられる適切な交通インフラの欠如だった。 
 1990年代初頭までには、アルゼンチン政府は、それまで大きな峡谷の存在により連絡道
から切り離されていたメソポタミア地方の 3 州間のアクセシビリティを改善する必要性を
認識していた。必要だったのは、この峡谷をまたぐ手段である。それさえあれば、橋の両

端から高速道路を建設して、車両の直接アクセスを可能にすることができたからだ。解決

策は、サンタ・フェ州とエントレ・リオス州の首都間を直接接続できる大橋梁の建設だっ

た。最大のジレンマは、橋梁施設の建設資金と運営をどうするかということであった。 
 図表 4.16は、アルゼンチン北東部メソポタミア地方のロサリオ・ヴィクトリア橋の位置
を示したサイト・マップである。 

図表 4.16 ロサリオ・ヴィクトリア橋のサイト・マップ 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosario-Victoria_bridge。 
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プロジェクトの説明 
 
メソポタミア地方とアルゼンチン各地を統合するためにアルゼンチン政府が選択した橋

梁施設は、この橋によって直結する 2 つの首都にちなんで命名されたロサリオ・ヴィクト
リア橋である（ロサリオとヴィクトリアはそれぞれ、サンタ・フェ州とエントレ・リオス

州の州都である）。この橋は、アルゼンチン北東部に延びる全長 37 マイルの多車線自動車
道の一環を成している。 
選択した設計コンセプトでは、主センター・スパン 1,083 フィート、桁下クリアランス

165フィートのパラナ川峡谷を渡る斜張橋によって連結する、非常に長い柱式アプローチ道
路が必要だった。橋にはツイン・タワーを使用し、タワーの両側で橋面外縁をケーブルで

支えることにした。図表 4.17は完成した斜張橋とアプローチ道路である。 
 

図表 4.17 ロサリオ・ヴィクトリア橋 

 
出典：URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Puente_Rosario-Victoria_%panorama%29_3.jpg。 

 
パートナーシップ契約 
 
プロジェクト費の見積もりが 2億 5000万米ドルから 5億米ドルであったため、政府には、

プロジェクトに拠出できる自己資金と完成後の総コストのギャップを埋めるための追加資

金源が必要になった。また、最も費用対効果のよい設計・建設方式と、コスト超過リスク

を極小化できると思われるプロジェクト実施方式も不可欠だった。そこで、政府は、成功

している建設業者の資本参加が得られる設計・施工・運営・保守（DBOM）契約実施方式
を採用して、この橋のプロジェクトを実施することにしたのである。 
競争入札プロセスの後、アルゼンチン政府は経済・公共事業大臣を介して、多数の地元

および国際建設会社、すなわち、Impergio SPA（イタリア）、Iglys SA（Impergioの子会
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社）、Hocthtief AEG（ドイツ）、Technit SACEI（アルゼンチン）および Benito Roggio e Hijos 
SA（アルゼンチン）が構成する Puentes del Litoral SAコンソーシアムに事業権を付与し
た。事業契約のプロジェクト開発段階では、設計・施工される施設の所有権はコンセッシ

ョネアが保有した。橋の完成後、所有権はアルゼンチン連邦政府に移転した。 
三大資金調達パートナーの 4億 3080万ドル・プロジェクトへの出資比率は次のとおりで

ある： 
 公共部門：政府が 2億 700万米ドルを拠出（48％）； 
 民間部門：Puentes del Litoral SAコンソーシアムが 1億 5000万米ドルを出資（35％）； 
 国際金融機関：Inter-American Development Bank（IDB）が合計 7380万米ドルの 2
融資を提供（17％）。その内訳は次のとおりである： 
－IDBの普通資本による融資 3310万米ドル； 
－IDB と出資協定を締結した商業銀行から提供された投資信託による共同融資 4070
万米ドル 

 連邦政府は、橋の開発、運営、保守および耐用年数保全のためのプロジェクト資金調達

に伴う債務返済コストに充てるため、橋を有料化した。 
 
問題点と戦略 
 

 収益・建設リスク：この橋梁プロジェクト案は、連邦政府が直接影響を受ける 2 州と
共同で実施した大事業であり、この 2 州を結ぶ高速道路と橋を新設するというもので
あった。これはプロジェクト・パートナーにとって、重大な収益リスクをもたらした。

有料施設を利用する交通量も、創出される収益も不確実だったからである。それに加

えて、この野心的なプロジェクトに必要な膨大な資本金額と、橋の斬新な設計案が、

DBOMチームにとっては建設リスクとなった。さまざまなプロジェクト・リスクの配
分に関する詳細は不明であるが、政府がプロジェクト開発コストのほぼ半分を公的資

金から支出すると公約したことで、プロジェクト・パートナーの収益リスクと建設リ

スクは著しく軽減された。 
 未経験の利害関係者関係：この PPPプロジェクトはアルゼンチン経済・公共事業大臣
にとってはユニークなものであったため、総合チームとして効率よく協力しあい、限

られた総予算内で所期の期限までにプロジェクト目標を達成するには、プロジェクト

の利害関係者を一新する必要があった。称賛に値するのは、連邦および州政府機関が

プロジェクト・スポンサーとして効果的な実務関係を構築したうえに、官民パートナ

ーシップを形成する地元、国内および海外の投資家、建設会社および運営業者との取

引関係とリスク分担を成功させたことである。 
 
結果 
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橋の完成後、2 つの州都間の平均移動時間と車両運用コストが大幅に削減された一方で、

貨物および旅客輸送容量が著しく増加した。ロサリオ・ヴィクトリア橋はアルゼンチン北

東部諸州と南米共同市場間の統合も大きく前進させた。 
 
結論 
 

PPP の誕生と画期的なプロジェクト実施方式により開発された通行料を財源とする施設
は、南米数カ国において、かつては孤立していた地域間や過密渋滞状態にあった首都圏の

移動性向上を促進する重要な高速道路の開通促進を可能にした。ここで言う南米数カ国と

は、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、ペルーおよびメキシコである。こうし

た交通インフラへの投資推進は、地域と国レベルの経済開発の強力な推進力となっている。

PPPが、こうした便益を迅速に発生させる契約媒体になったと言うことができよう。 
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３． オーストラリアとニュージーランドの陸上交通 PPPプロジェクトの摘要 
 
３.１ ヒルズ自動車道（M2 自動車道） 

オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー 
 
 6億 5000万ドルをかけたM2ヒルズ自動車道が、3年の設計・建設期間の後、1997年 5
月に予定より 6か月早く開通した。図表 4.18は完成したM2自動車道のエッピング・ラン
プとトンネルである。 
 

図表 4.18 M2自動車道のエッピング・ランプとトンネル 

 

出典：Maunsell of Australia, 2006。 

 
 Abigroupと大林組のジョイント・ベンチャーがHills Motorway Limitedを代表する建
設業者である。Hills Motorway Limitedは NSW政府と、M2を施工、所有、運営し、最
終的には 45年の期限終了時に所有権を政府に移転する正式契約を結んだ。 
 工費は契約期間中の通行料収益により償還され、この期間が満了した後は Hills 
Motorway Limitedが全運営コストを負担することになる。Hills Motorway Limitedはこ
の自動車道の全管理権と所有権を保有しており、2005年 5月まではオーストラリア証券取
引所上場株式会社であった。 
 自動車道の運営は、AbigroupとEGISが共同持株会社となっているTollaust Pty Limited
が、Hills Motorway Limitedとの運営・保守契約によって行っている。Tollaustは通行料
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徴収と、M2自動車道および自動通行料徴収システムの運営・保守を担当している。プロジ
ェクト資金調達にはMacquarie Infrastructure Groupが参加した。事業権は 2042年に終
了する。 
 
問題点／結果：M2はHills Motorway Limitedとして、交通量、収益両面で申し分ない実
績を上げている。先頃、メルボルン・シティ・リンクの所有者／運営業者である Transurban
がこの自動車道の過半数の株式を取得した。M2自動車道は Transurbanの戦略的資産であ
り、2006年 4月に開通したウェストリンクM7自動車道に合流している。 
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３.２ 西部自動車道（M4 自動車道） 
オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー 

 
 M4西部自動車道は、シドニー西部郊外の道路交通の背骨であり、コンコードの東端から
ラップストンを経てペンリス西部までの 24.9マイルの距離を走っている。図表 4.19はプロ
スペクトを走るM4自動車道である。 
 

図表 4.19 プロスペクトを走るM4自動車道 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
 最初に誕生した M4 自動車道の区間はプロスペクト・ペンリス間で、1970 年代初頭に
NSW政府が完成させた。コンコードからパラマッタまでの第 2区間は 1980年代に、数段
階にわたって完成した。残りは、この 2 区間をつなぐミッシング・リンク、すなわち、メ
イズ・ヒル（パラマッタ郊外）・プロスペクト間のおよそ 6.2マイルである。 
 1989年、NSW政府は、このミッシング・リンクの資金調達および建設と、F4フリーウ
ェイの別の 6.8マイルのアップグレードについて、民間企業からの入札を募集した。公開競
争入札で、この自動車道の資金調達および施工と、その後の運営・保守の 20年間の権利を
落札したのは Statewide Roads Limitedだった。この 20年が満了すると、M4自動車道は
無償で政府に返却される。Macquarie Infrastructure Group は Statewide Roads Limited
の 50.6％持株会社である。この事業契約ではプロスペクトにある 2 つのサービス・センタ
ーの開発・転貸権も付与された。この 2 つのサービス・センターは、現在は SWR から
MacDonald、Red Roosterおよび Caltexにリースされている。事業契約は 2010年に終了
する。 
 1992年 5月に開通したM4西部自動車道は、新設された 6.2マイルの中央分離帯のある
高速道路、21の主要橋梁構造物、そして、2億 4500万オーストラリア・ドルでアップグレ
ードと拡幅が行われる予定の 6.8マイルの既存高速道路から成る。この区間が完成すれば、
シドニー西部のコンコード・ラップストン間に連続した都市自動車道が誕生する。 
 初期プロジェクトの成功を踏まえて、Statewide Roads Limitedは 1996年から 1998年
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にかけて、M4西部自動車道のパラマッタ・ペンリス間のアップグレードと拡幅を請け負っ
た。これは、43.5車線マイルを追加して、道路を 4車線から 6車線、一部は 8車線に広げ
るものであった。 
問題点／結果：1996年の NSW州選挙以前は、通行料を廃止しようとするかなりの政治的
圧力があった。選挙後、NSW政府は通行料廃止の代わりに、すべての自家用車の有料通行
分を払い戻す“キャッシュバック”スキームを実施した。このイノベーションは、有料道

路運営業者がかなりの税制上の優遇措置を受けられるようにした、複雑な金融アレンジメ

ントの所産である。シャドウ・トーリングを導入していたら、こうした優遇措置は無かっ

たはずだ。州政府は先頃、シドニーCBD（セントラル・ビジネス・ディストリクト）に接
続するためのM4の最後の拡張建設（PPPによる）の入札を募集した。 
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３.３ 南西部自動車道（M5 自動車道） 
オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー 

 
 これは、1992年 8月に開通したシドニー南西部の 9マイル有料自動車道のプロジェクト
で、契約額は 2億 3000万オーストラリア・ドルにのぼった。ビバリー・ヒルズのキング・
ジョージズ・ロードからカスラのムーアバンク・アベニューまで延びるこの有料道路は、

シドニー南西部郊外から空港、港およびシドニーCBDへの直接リンクとなっている。図表
4.20は、M5自動車道の料金ブースである。 
 

図表 4.20 M5自動車道の料金ブース 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
 このプロジェクトは、施工・所有・運営・所有権移転方式のパートナーシップにより、

2023年満了のリース契約によって、InterLink Roads Pty Ltdが実施した。これは Leighton 
Contractors 初の大規模な民営化インフラ・プロジェクトである。Interlink の持株会社は
Macquarie Infrastructure Group（50％）、Retail Employees Supernannuation、Sunsuper、
ならびに、Hastings Funds Management、the Development Australia Fundおよび AMP 
Infrastructure Equity Fundの関連会社である。M5は予定よりはるかに早く、予算内で開
通した。 
 
問題点／結果：自動車道運営業者は、政府全額出資で通行料無料という、M5自動車道の延
長線であるM5東自動車道からの交通流により、多大な利益を得た。 
 午前中のピーク時にはシドニーCBD方向が大渋滞を起こすため、トンネル増設を目的と
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した計画の策定中である。これは、交通容量拡大のため、“タイダル・フロー”方式で運営

されることになりそうだ。 
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３.４ イースタン・ディストリビューター（空港／M1 自動車道） 
オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー 

 
イースタン・ディストリビューターは、全長 3.7マイルの有料道路とトンネルの設計、建

設、運営および保守を行う、7億オーストラリア・ドルのプロジェクトである。この施設は
シドニー都心部と空港を結ぶほか、シドニー北部と東部のベッドタウン間のリンクともな

っている。 
イースタン・ディストリビューターはシドニー環状道路網の重要なリンクであり、サザ

ン・クロス・ドライブ、M5東部自動車道、ハーバー・ブリッジ、ハーバー・トンネル、な
らびに、最近開通したクロス・シティ・トンネルをリンクして、ドライバーに市内全域へ

の連絡道を提供している。この道路の所有権と運営権は Airport Motorway Limitedが保有
している。 
この 3 年プロジェクトは 1999 年 12 月に、予定より 3 か月早く完成した。Airport 

Motorway Limitedの筆頭株主はMacquarie Infrastructure Group（71.35％）で、残りの
株式は建設会社 Leightonと年金基金（401k 基金）UnisuperとMTAAが保有している。
民間所有権の期間は 48年である。 
 
問題点／結果：この独特な二層トンネル方式は最も幅の広い素堀トンネル・スパン道路と

考えられる。図表 4.21はイースタン・ディストリビューターのトンネル出入り口である。 
 

図表 4.21 イースタン・ディストリビューターのトンネル出入り口 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 
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３.５ ブリスベン港自動車道 
オーストラリア、クイーンズランド州ブリスベン 

 
 3.1マイルの自動車道、新設橋梁 14本、ゲートウェイ自動車道上の時速 40マイル多層イ
ンターチェンジ、既存橋梁 14本の改修とそれに伴う盛り土および舗装から成るプロジェク
トである。図表 4.22は、この自動車道の料金所である。 
 

図表 4.22 ブリスベン港自動車道 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
 プロジェクト額 1億 9600万オーストラリア・ドルのこの道路リンク・プロジェクトは、
州政府所有の Port Motorway Limited、Leighton Contractors、Parsons Brinkerhoffおよ
び Coffey Geoscienceが構成する Port of Brisbane Motorway Allianceが実施した。 
 プロジェクトにはクイーンズランド州政府、州政府所有の Port of Brisbane Corporation
および連邦政府が出資した。 
 
問題点／結果：ブリスベン港自動車道は予定より 6か月遅れて 2002年 12月に正式に開通
した。工費は予算を 2000 万ドル下回った。ブリスベン港自動車道の運営管理は現在、
Queensland Motorway Limitedが州政府とのフランチャイズ契約により担当している。 
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３.６ ロー高速道路 
オーストラリア、西オーストラリア州、パース 

 
ロー高速道路はパースの幹線道路網の重要な構成要素であり、内陸部近くで国道“ゲー

トウェイ”をフォレストフィールド、キューデールおよびキャニング・ヴェールの戦略的

工業地帯とリンクさせ、南はクイナナの先まで伸びている。図表 4.23はパース郊外、ケン
ウィック付近のロー高速道路である。 
 

図表 4.23 ケンウィック付近のロー高速道路 

 
出典：Maunsell of Australia, 2006。 

 
完成すると、この主要幹線道路はトンキン高速道路をクイナナ・フリーウェイと結ぶこ

とになる。ロー高速道路はステージ 1から 6までが完成し、ステージ 6は 2004年 4月に開
通した。ロー高速道路ステージ 6 はロー高速道路の 2.8 マイルの延長線で、John 
Holland-McMahonジョイント・ベンチャーがMain Roads Western Australiaと共同で実
施した。 
 
問題点／結果：ロー高速道路ステージ 7 の管理は、西オーストラリア州道路業界初の委託
者・受託者協業により行われている。このロー・セブン・アライアンスが設立されたのは
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2003年 10月で、Main Roads Western Australia、Clough Engineering Limited、Henry 
Walker Eltin Contracting Pty LtdおよびMaunsell Australia Pty Ltdが参画している。 
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３.７ グラハム・ファーマー・フリーウェイ・トンネル 
オーストラリア、西オーストラリア州パース 

 
 グラハム・ファーマー・フリーウェイ・トンネル・プロジェクトはグレート・イースタ

ン・ハイウェイとミッチェル・フリーウェイのリンクであり、東／南東部と北部のベッド

タウン間の交通の流れを改善している。 
 このプロジェクトの主要区間であるステージ 1 は、スワン川西岸からミッチェル・フリ
ーウェイまでを接続する工事である。ステージ 1 の最大の特徴は、パースの繁華街ノース
ブリッジを抜ける、全長 1マイル、6車線のトンネルである。図表 4.24はグラハム・ファ
ーム・フリーウェイ・トンネルの出入り口である。 
 
図表 4.24 パースにあるグラハム・ファーム・フリーウェイ・トンネルの出入り口 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
 現在はグラハム・ファーム・フリーウェイ・トンネルと呼ばれているパース市北部バイ

パス・プロジェクトの建設には、Baulderstone Hornibrookと Clough Engineeringのジョ
イント・ベンチャーがあたった。このジョイント・ベンチャーは、Main Roads Western 
Australiaとの 10年契約により、トンネルの運営・保守も行っている。 
 
問題点／結果：ステージ 3、すなわち、グレート・イースタン・ハイウェイのインターチェ
ンジも、Baulderstone Hornibrook が別途契約により建設した。プロジェクト全体では、
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総延長 4マイルに達し、工費は 3億 4000万オーストラリア・ドルにのぼった。2000年 4
月に正式に開通している。 
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３.８ グラフトン・ガリー・プロジェクト 
ニュージーランド、オークランド州 

 
 このプロジェクトは、オークランド州中心部の交通渋滞緩和を目的としたニュージーラ

ンド公共交通局（Transit New Zealand）の総合戦略の一環を成す、中部自動車道整備プロ
ジェクトのステージ 1 であり、北部自動車道、グラフトン・ガリーおよびオークランド港
間の直接アクセスを提供するリンクの新設を内容とする。これにより、CBD南部、オーク
ランド病院およびミッション・ベイへのアクセスも改善された。図表 4.25は、グラフトン・
ガリー・プロジェクトの規模と、オークランド港との位置関係を示している。 
 

図表 4.25 グラフトン・ガリー中央自動車道 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
6800万ニュージーランド・ドルを投じたこのプロジェクトは、完成予定よりもはるかに

早く、予算内で 2004年 2月の完成した、3件の中央自動車道整備プロジェクトの第一弾で
ある。実施したのは、プロジェクト・オーナーである Transit New Zealand と、Becca Carter 
Hollings & Ferner、Fletcher Construction および Higgins Contractors が構成する
Freeflow Allianceである。 
プロジェクト・アライアンスは、オーナーと設計業者と建設業者間の新しい契約方式で

ある。メンバーはプロジェクト・リスクと、優れたパフォーマンスを目指す誘因となる報

酬の共同所有権を保有する。パフォーマンスが基準を下回る場合には、違約金を支払うこ
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とになる。成否の尺度には、コスト・パフォーマンスのみではなく、リスク・マネジメン

ト、交通量管理、環境マネジメント、安全マネジメント、地域社会との関係、早期着工と

予定どおりの完工などの主要パフォーマンス分野も含まれる。 
 
問題点／結果：オークランド地峡はオークランド・セントラル・ビジネス・ディストリク

トに出入りするための数々の陸上アクセス・ルートのネックとなっている。交通容量には

所期の改善がみられているものの、連結収益と自動車燃料税からの資金調達では、これら

の整備に必要な資本には不足と予測されている。ニュージーランド政府には、PPP 機会に
ついてのさらなる検討が期待される。 
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３.９ シドニー空港鉄道リンク 
オーストラリア、ニュー・サウス・ウェールズ州シドニー 

 
これは、シドニーのダウンタウンからインナー・サウス郊外とシドニー・キングスフォ

ード・スミス国際空港を経て、トゥレラでシティレール・イラワラに合流する、ほとんど

の区間で地下を走る 6.2マイルの鉄道を敷設するプロジェクトである。国際空港の国内、国
際ターミナルの 2駅を含む、5つの駅が新設された。図表 4.26は、シドニー空港リンクの
国際ターミナル駅である。 
 

図表 4.26 シドニー空港国際ターミナル駅 

 
出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
この鉄道リンク・プロジェクトは総工費 8 億オーストラリア・ドルで実施された、オー

ストラリア初の施工・所有・運営・所有権移転ハイブリッド・プロジェクトであり、シド

ニー・オリンピックに先立ち、2000 年 5 月に開通した。資本参加したのは Transfield と
Bouygues S.A.（50/50）であり、ジョイント・ベンチャーにより、トンネル建設、軌道敷
設およびイラワラ施工を行った。リンクに新設された 4駅を所有、運営しているのはAirport 
Link Companyである。融資参加したのはNational Australia Bankである。開発のコス
トとリスクはニュー・サウス・ウェールズ州政府も負担した。 
シドニー・キングスフォード・スミス国際空港はオーストラリア最大の最も利用者が多

い空港で、このリンクの実施前は、鉄道網が唯一のアクセス手段だった。 
 
問題点／結果：1990年の発表時、交通大臣ベアードは、“この空港リンクには公的資金は 1
セントも必要としない”と豪語した。2000年 11月 30日、Airport Link Companyは、KPMG
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の破産管財人の手に委ねられた。ある見積もりによると、ニュー・サウス・ウェールズ州

政府は、“公的資金 7億 400万オーストラリア・ドルを投じて、このプロジェクトを救済し
なければならなかった”らしい（南オーストラリア州の PPP：パートナーシップ、民営化
および公益－John Spoehr, Evatt Foundation, 2002年 9月）。その原因は利用者数をあま
りに過大評価しすぎたことにある。予測は 1日 48,000人だったのに対し、実際の利用者数
は 12,000人にな過ぎなかったのだ。実際の利用者数に影響を及ぼした要因としては、空港
リンクと並行して走るイースタン・ディストリビューターにもあると考えられる。 
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３.１０ ブリスベン空港鉄道リンク 
オーストラリア、クイーンズランド州ブリスベン 

  
 ブリスベン空港鉄道リンクは、ブリスベン空港国内・国際ターミナルのための総工費 2
億 2300万オーストラリア・ドルにのぼる全長 5.3マイルのプロジェクトで、施工・所有・
運営・所有権移転 PPPとして開発された。2001根か 5月に運行を開始している。図表 4.27
はブリスベン空港鉄道リンクの駅である。 
 

図表 4.27 ブリスベン空港鉄道リンク 

 

出典：Maunsell of Australia, 2005。 

 
運営事業契約は 35年であるが、運行開始後 5年でクイーンズランド州政府に譲渡という

計画がある。建設契約によれば、この空港リンクが失敗に終わった場合には、政府が責任

を負わねばならないのである。 
この鉄道リンクを所有、運営しているのは Airtrian CityLink Pty Ltdで、資本参加者は

次のとおりである： 
 Transfield（50％） 
 EGIS（10％） 
 Hyder（15％） 
 Macquaurie Bankおよび ABN AMROは融資参加している（25％）。 

 
問題点／結果：利用者数が予測をはるかに下回っているため、この鉄道リンクのパフォー

マンスは不良である。2003年 3月、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは Airtrian 
CityLink Pty Ltdの格付けを Caa1から B2に引き下げ、融資の展望は否定的と発言した。 
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第５章 世界の交通 PPPの経験 
 
 本章では、ここ 20 年間の世界各国における交通プロジェクト PPP と、前章では取り上
げなかった国々における現在の活動について得られる情報を要約して紹介する。本章にま

とめた情報は、世界各地で交通インフラ・プロジェクトの資金調達と実施に PPPが幅広く
用いられていることを実証するものである。米国の交通信託基金のような特定財源を持た

ない国々の多くは、成長を続ける経済と増加の一途をたどる人口によって高まるアクセシ

ビリティのニーズに応えるうえで、財政難と資金不足に直面している。各国の経済力と諸

国家間の関係が大きく変わる中、そうした国々は地域アクセシビリティの向上と経済成長

支援のために、交通インフラ開発を促進する代替手段の模索に懸命である。ここで言う大

きな変化の例としては、次の出来事が挙げられる： 
 欧州連合の創設； 
 旧ソビエト連邦の崩壊； 
 東欧諸国と西欧諸国の再統一； 
 世界経済の重要な担い手としての中国とインドの新興。 
 こうした新たなニーズに対応すべく急速に進化した PPPは、数々の多様な方式を持つよ
うになったばかりでなく、改良も加えられたため、上述のように変化によって必要になっ

た陸上交通プロジェクトの資金調達と実施を円滑化すべく、PPP 締結の法的権限を確立す
る方向に向かう国が増えてきている。 
 

１． 世界の道路関連 PPP活動の歴史的変遷に関する要約 
 
 交通インフラ開発への官民パートナーシップの使用は、米国よりも他の海外諸国のほう

が進んでいる。図表 5.1に、世界の主要地域において 1985年から 2004年までに PPPとし
て資金調達および／または実施された道路、橋梁およびトンネル・プロジェクトの額を米

ドル単位で示した。 
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図表 5.1 世界の地域別道路関連 PPPの件数と金額18 

 
 
 次ページの図表 5.2は、地域別の道路、橋梁およびトンネル・プロジェクトを、さらに、
プロジェクト実施に用いられた PPP契約のタイプ別に分類した表である。この図表から見
て取れるとおり、道路、橋梁およびトンネル・プロジェクトの PPP契約に最も大きく投資
しているのは、次の 2地域である： 

 ヨーロッパ 
 アジア＆極東 
 図表 5.2からは、米国以外の地域における PPPプロジェクトの大半に用いられているの
が、次の実施方式であることも見て取れる： 

 事業権 
 施工・運営・所有権移転（BOT） 
 施工・所有権移転・運営（BTO） 
 以下では、世界における過去 20年の次のタイプの道路関連インフラの開発と資金調達へ
の使用状況を統計的に考察する19： 

 無料高速道路； 
 有料高速道路； 
 有料橋； 
 有料トンネル；および 
 有料橋／トンネル。 

 
①無料高速道路プロジェクト 

 資金調達または実施に PPP 体制を使用している無料高速道路プロジェクトの大半は、
ヨーロッパ、それも特に英国、スペインおよびポルトガルで実施されたプロジェクト

である。これらのプロジェクトの大部分はシャドウ・トール方式で資金を調達し、た

                                                   
18 AECOM Consult Inc.“世界の道路、鉄道＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004年”、
連邦高速道路局の要請により作成、2005年 8月 30日。p.8の図表 4を転載。 
19 AECOM Consult Inc.“世界の道路、鉄道＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004年”、
連邦高速道路局の要請により作成、2005年 8月 30日、pp.21-29。 
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いていは期間 30年の DBFOまたは DBOM契約を締結している。プロジェクト費は平
均 4億ドルにのぼる。 

 ポルトガルと英国をはじめとするヨーロッパ諸国では、高速道路プロジェクトの資金

調達源としてのシャドウ・トール方式は減少傾向にあるように思われる。 
 他の無料高速道路プロジェクトはカナダで実施されたプロジェクトで、その多くは DB
および DBFO（大半は 20-30年のシャドウ・トール方式）契約である。 

 
②有料高速道路プロジェクト 

 ヨーロッパにおける有料高速道路プロジェクトの大半はスペイン、フランス、イタリ

ア、ギリシャおよびアイルランドで実施されたプロジェクトである。そのほとんどは

平均期間 30年の事業権および BOT／BTO契約である。英国が有料自動車道の建設を
始めたのはごく最近で、以前は主にシャドウ・トール方式を高速道路の資金調達源と

していた。ヨーロッパのプロジェクト費平均は 6億 8000万ドルである。有料高速道路
プロジェクトへの PPP使用に力を入れている東欧新興諸国としては、ポーランドとチ
ェコ共和国が挙げられる。 
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図表 5.2 世界地域・PPP契約タイプ別の計画中または完成した道路、橋梁および 
トンネル・プロジェクト－1985-2004年20 

 
 

                                                   
20 AECOM Consult Inc.“世界の道路、鉄道＆トンネルの官民パートナーシップ一覧－1985-2004年”、
連邦高速道路局の要請により作成、2005年 8月 30日、p.20の図表 13。 
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 アジア＆極東における有料高速道路プロジェクトの大半を占めているのは中国、マレ

ーシア、日本、韓国、オーストラリアおよびインドである。その大部分は平均期間 30
年の BOT／BTO契約である。中国では共同開発協定（JDA）も数件行われている。ア
ジア＆極東のプロジェクト費は平均 6億 4500万ドルである。 

 ラテン・アメリカ＆カリブ諸国の有料高速道路プロジェクトの大半はブラジル、チリ、

コロンビア、メキシコ、ペルーおよびアルゼンチンのプロジェクトであり、その大部

分は平均期間 25-30年の事業権および BOT／BTO契約である。ラテン・アメリカ＆カ
リブ諸国のプロジェクト費は平均 2億 6000万ドルにのぼる。 

 アフリカ＆中東の数少ない有料高速道路プロジェクトの契約のタイプはさまざまであ

るが、DBと管理契約はない。大半の期間は 30年である。アフリカ＆中東におけるプ
ロジェクト費は平均およそ 4億 7500万ドルである。南アフリカは陸上交通施設実施へ
の PPP使用を積極的に目指している。 

 
③有料橋プロジェクト 

 ヨーロッパにおける有料橋プロジェクトの大半は英国、ドイツおよびアイルランドの

プロジェクトである。そのほとんどは、平均期間 30年の BOT／BTO契約である。ヨ
ーロッパのプロジェクト費平均はおよそ 7億 4500万ドルである。 

 アジア＆極東の有料橋プロジェクトの大半を占めているのは中国と韓国である。その

ほとんどは、平均期間 30年の BOT／BTO契約である。中国では共同開発協定（JDA）
プロジェクトと資産売却プロジェクトも数件を数える。アジア＆極東のプロジェクト

費平均はおよそ 3億 9500万ドルである。最近ではインドも有料橋開発に PPPを使用
するようになった。 

 ラテン・アメリカ＆カリブ諸国にも有料橋プロジェクトはいくつかあるが、その大半

はブラジルとアルゼンチンのプロジェクトである。平均期間 30年の BOT／BTO契約
であり、ラテン・アメリカ＆カリブ諸国のプロジェクト費は平均約 2億 3000万ドルで
ある。 

 アフリカ＆中東の数少ない有料橋プロジェクトの大半は、平均期間 30年のBOT／BTO
および BOO契約である。アフリカ＆中東のプロジェクト費平均は 1億 2500万ドルで
ある。 

 
④有料トンネル・プロジェクト 

 有料トンネル・プロジェクトはヨーロッパに広く分布しているが、件数が最も多いの

はドイツで、最大規模を誇るトンネルは英仏間とスイスにある。有料トンネル・プロ

ジェクトの大半は事業権、DBOM および BOT／BTO 契約であり、期間は 27 年から
99年にも及ぶ。ヨーロッパのプロジェクト費平均は 15億ドルであるが、事業権プロジ
ェクトの平均が DBOMや BOT／BTO契約のそれを大きく上回っている。 
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 アジア＆極東における有料トンネル・プロジェクトの大半は香港とオーストラリアの

プロジェクトである。そのほとんどは、平均期間 30年の BOT／BTO契約であり、ア
ジア＆極東のプロジェクト費は平均およそ 4億 5000万ドルである。 

 ラテン・アメリカ＆カリブ諸国の有料トンネル・プロジェクトは 2 件であり、契約期
間 23年から 30年の DBFOおよび BOT／BTO契約である。ラテン・アメリカ＆カリ
ブ諸国のプロジェクト費は平均およそ 1億 2000万ドルである。 

 
⑤有料橋／トンネル・プロジェクト 

 ヨーロッパには 1 件、デンマークとスウェーデン間の大規模な有料橋／トンネル・プ
ロジェクトがあった。契約のタイプはDBで、プロジェクト費は 27億ドルにのぼった。 

 アジア＆極東の有料橋／トンネル・プロジェクトは 2 件で、事業契約および DB 契約
の形をとった。プロジェクト費はそれぞれ 1億ドルと 14億 4000万ドルである。 

 ラテン・アメリカ＆カリブ諸国の有料トンネル・プロジェクトは 2 件で、いずれもチ
リで事業契約および DBFO契約として実施されたものであり、プロジェクト費はそれ
ぞれ 7000億ドルと 4億ドルであった。 

 
２． 世界における現在の道路関連 PPP活動の地域別概要 

 
 PPP による陸上交通インフラ施設の実施は世界的に拡大しているが、その推進力となっ
ているのは成長を続ける世界経済と、次のような事象である： 

 欧州共同市場の発足； 
 欧州連合の創設； 
 南米共同市場の発足； 
 中国およびインド経済の急激な拡大； 
 南米やベトナムをはじめとする国々の台頭 
 1980年代末の旧ソビエト連邦崩壊は、中東欧に欧州連合加盟を目指す主権国家を多数生
み出した。拡大した欧州連合に加盟しようとするこうした国々の第二波は、中東欧の物流

を富裕な先進西欧諸国に織り込むために必要な陸上交通インフラのアップグレードと拡大

を促進する手段としての PPPに対する関心の高まりに拍車をかけた。西欧諸国の中で、民
間コンセッショネアが実施し管理している高速道路の総延長が最も長いのはイタリア、ス

ペイン、ポルトガルおよびフランスである。それとは対照的に、ギリシャ、オーストラリ

アおよびノルウェーには公共部門のコンセッショネアしか存在しない21。 
 交通インフラが、特に開発途上国においては、経済拡大の主要要件であることは、広く

区認識されている。開発途上国および未開発国における交通インフラ実施への PPP使用に

                                                   
21 Fayard, Alan。“EUの法的枠組み内における高速道路への民間部門参画”。フランス道路局、パリ、フ
ランス。世銀主催の交通フォーラム 2005で発表、ワシントン D. C.、2005年 3月。 
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弾みを付けてきた主な存在は、世銀や米州開発銀行、ヨーロッパ投資銀行（EIB）、欧州復
興開発銀行（EBRD）などのさまざまな国際金融機関である。 
 以下の寸描では、地域別に分けたさまざまな国における交通インフラ資金調達および／

または開発への PPP使用について、詳細度は異なるが、考察する。さらに、選択した世界
の国々の交通 PPP活動に関する説明に加えて、以下のページでは、交通インフラ開発の財
政的障害の克服を目的として政府機関が PPPを締結するために、法改正の必要があったか
否かも考察する22。 
 
①西欧諸国 

 イタリア 
 政府が負担できなかった陸上交通プロジェクトの資金調達と推進に PPPを使用し
てきた歴史は長い。 

 2002年の法的枠組みの改正は、陸上交通インフラ・プロジェクトの資金調達およ
び開発のための PPP使用の拡大に、さらに弾みを付けた。 

 イタリア政府と地方自治体は、大規模インフラ・プロジェクトの推進および開発

を主目的とした企業数社を設立した。 
 イタリアのインフラ資金調達源の大半は、事業権付与と決算の間の遅延と運営契

約履行の遅延のリスクを軽減するために、銀行となっている。 
 イタリアの PPPの支払条件は多様であるため、プロジェクト・パフォーマンスに
対する支払が不確実であるが、この不確実性は、アベイラビリティやパフォーマ

ンスの不備による減額が適用されない定額支払部分により軽減されている。 
 スペイン 

 特に有料道路には、1990年代半ばから、事業契約の形をとった陸上交通プロジェ
クト PPPの長い歴史がある。 

 2003年の新しい事業権法により、他のインフラ部門にも PPPの使用が拡大した。 
 スペインにおける初期の PPPは銀行融資に頼っていたが、その後、低コストで期
間も 30年以上の資本市場に転換している。 

 スペインは 650億ユーロの 15年（2005-2020年）道路整備・道路網統合計画を抱
えているが、これはかつて無いほど、民間参画率が高くなると予想されている

（25％）。 
 ポルトガル 

 1996年、ポルトガルはシャドウ・トール方式の道路 7本と有料道路 7本から成る
PPP高速道路開発計画を開始し、このうち 10本を事業契約とした。最大のプロジ
ェクトのひとつは第 2 テーガス横断橋で、これはリスボン付近でテーガス川を渡

                                                   
22 主な出典：PPP世界調査：成長の環境を生む新法。Ratings Direct Research。Standard & Poor’s 発
表、2005年 4月 14日、ならびに、その他の海外の PPP使用に関する論文。 
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っている第 1横断橋の運営を含む 33年 DBFO事業契約となっている。 
 2003年の新しい PPP法により、新規プロジェクトはすべて、民間部門のパートナ
ーへのプロジェクト・リスク移転を増やすとともに、バリュー・フォー・マネー

を実証しなければならなくなった。 
 ポルトガル政府は PPP事業契約による高速道路開発計画の資金調達にシャドウ・
トール方式と利用者が支払う通行料のいずれを採用すべきか、決めかねている。

最近は PPP事業契約に利用者が支払う通行料方式へ移行しようとする取り組みが
行われていたのだが、そうした動きが既存のシャドウ・トール方式の高速道路の

信用に影響を及ぼすのではという懸念が生じて、それも減速した。最終的には、

ポルトガルの道路インフラ担当国家道路局として機能する政府設立の株式会社に、

道路事業の資金調達源を政府主導のシャドウ・トール方式と利用者が直接支払う

通行料のいずれにするかを決定する権限を与える混合方式が誕生した。 
 シャドウ・トール方式から利用者が直接支払う通行料方式に移行した PPP事業権
プロジェクトの一例としては、ポルトガルの首都リスボンと大都市ポルトを結ぶ

高速道路計画が挙げられる。このプロジェクトは 2008年完成の予定である。 
 ポルトガルの PPPは通例、設計・施工・資金調達・運営（DBFO）モデルにより
構築される。 

 フランス 
 かつては、主要新設高速道路施設の開発は、特殊法人によって有料道路として行

われ、当該特殊法人が国内主要首都圏を結ぶ有料道路の資金調達、開発、運営お

よび保守を担っていた。 
 その後数年間は、PPP によるインフラ・プロジェクト実施に幾分の制約が加えら
れたことと、世間一般に PPPに対する不信感があったために、PPPの使用は幾分
減少した。 

 2004年、民間コンセッショネアチームが高速道路開発に DBFO PPPモデルを使
用することを許可する法案が可決された。受託者には、スポンサーである公共機

関が通行料収益から所定の条件に従って長期償還を行うことになった。 
 2006年、特殊法人が運営するこれらの有料高速道路は契約満了により、最高入札
者であるコンセッショネアに競売で売却されて、国に思いがけない多大な利益と、

その収益を、欧州連合の統合を一層進めるために必要な国道／高速道路システム

の拡大・延伸の資金に充てる機会とをもたらした。 
 ドイツ 

 ドイツにおける主要 PPPイニシアティブは、通行料徴収プロジェクト、すなわち、
このプロジェクト専用に開発された自動通行料徴収システムである。この自動通

行料徴収システムの対象は、ドイツの高速道路を利用する 12トン以上の大型トラ
ック（HGV）に限られる。この通行料徴収プロジェクト以前は、こうした大型ト
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ラックの多くは国外（特に中東欧）から来ていたため、ドイツ国内での燃料購入

を避けることにより、高速道路利用料金の支払をせずに済ませていたのである。 
このプロジェクトの開発にはドイツとフランスの大手企業が多数関与した。この

プロジェクトは、システムをオンライン化するに先立って新技術を成功裏に開発、

統合しなければならないという画期的なものであったにもかかわらず、これらの

企業は固定納期を約束して多大な開発リスクを負った。しかし、当初のシステム・

トラブルを再編された開発チームが開発した後は、通行料徴収プロジェクト自体

は PPPとして成功を収めた。これが生み出す追加収益は、他の陸上交通プロジェ
クト PPPの促進にもつながることだろう。 

 ドイツの新しい道路インフラ開発のための PPP方式のひとつに、道路新設用の F
モデルがある。2つのトンネル・プロジェクトがこの Fモデルを使用しているが、
成果はまちまちである。 

 ドイツが使用しているもうひとつの PPP方式に、道路拡幅プロジェクトを対象と
した A モデルがある。これらのプロジェクトは通行料徴収プロジェクトの収益を
資金調達源にするというものであるが、2005年の開通が 2年遅れたために、今の
ところ、PPP Aモデルの使用は行き詰まっている。Aモデル方式のパイロット・
プロジェクトが、ウルム、ミュンヘン間の A8高速道路であり、これは 2006年に
着工した。この 30 年 PPP 事業契約の内容は施設の施工および運営であり、コン
セッショネアへの支払には、このルートを利用する大型トラックから通行料徴収

システムにより徴収した通行料が充てられることになる。 
 2005 年、ドイツ政府は、高速道路拡張プロジェクト 5 件を A モデル方式による

PPP にすると発表した。施設の資金調達、拡張および運営の責任は民間部門が負
うことになる。このプロジェクトの償還には、拡張した高速道路を利用するすべ

てのトラックに課せられる通行料の徴収により得られる収益が充てられる。通行

料徴収の対象とならない乗用車と軽トラックによる拡張した高速道路の利用の補

償としては、政府からコンセッショネアチームに立ち上がり資金融資が行われる。 
 ギリシャ 

 ギリシャ政府は、主要高速道路と橋梁を含む交通インフラの資金調達と実施を目

的とした積極的な PPP計画を展開している。重要な例として挙げられるのは、羽
トラス付近でコリント湾西端を渡ってペロポネソス半島とギリシャ本土を結ぶ主

要斜張橋、リオン・アンチリオン橋である。プロジェクト・ステークホルダーに

は、コンセッショネア、貸出銀行およびギリシャ政府が含まれる。この橋は 5 年
の工期を経て、2004年に開通した。 

 オランダ 
 オランダにおける高速道路プロジェクトの PPP計画は限られていて、最初の道路

PPPプロジェクトは 2003年に 2億 1800万ユーロで発注された。このプロジェク
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トは PPS-A59高速道路の再建で、設計・施工・資金調達・保守（DBFM）契約を
使用したことにより、工期を 4年短縮し、当初の見積もりコストを 14％節減する
ことができた。再建段階は 2005年 12月に終了し、現在は 15年保守契約に入って
いるが、これは 2020年終了の予定である。 

 これよりも新しい PPPイニシアティブには、トンネル・プロジェクト 1件と高速
道路プロジェクト 2件がある。 

 アイルランド 
 アイルランドでは現在、1990年代末にアイルランド国家道路局主導で開始された

PPP道路計画が進められている。代表的なプロジェクトのひとつに、N4/M6自動
車道のダブリンとスライゴ／ゴールウェーの区間がある。これは、キンネガード

とキルコック間の高速道路延長の建設および運営の 30年事業契約である。 
 もうひとつの PPP DBFO事業契約は、ダブリン西部までのM50環状自動車道（環
状道路）のアップグレードと拡張に使用されており、完全自動料金徴収施設にす

るための西部リンク料金所のアップグレードも含まれている。 
 ノルウェー 

 ここ数年、ノルウェーでは議会（Stortinget）が 3件のパイロット道路プロジェク
トを承認してから、インフラ開発推進に PPPを使用し始めた。その第 1号が、キ
エト、バルドシャウグ間の E39高速道路である。第 2のパイロット PPPプロジェ
クトはグリムスタッドとクリスティアンスのリンク、第 3 のプロジェクトはリン
グダールとフレッケフィヨルド間のリンクである。これらのプロジェクトの実現

に向けて、PPP の経験豊富な国際企業がノルウェーのコンセッショネアとチーム
を組んだ。 

 ノルウェーの PPPパイロット道路計画は、国を一体化し、アクセシビリティと安
全性を向上させる、環境を考慮した高速道路網創出の一助とすることを目的とし

ている。 
 ノルウェーの PPPパイロット道路計画には、プロジェクトの資金調達メカニズム
としての直接料金徴収は含まれていない。その代わりに、ケースバイケースでプ

ロジェクトの資金を確保するためのさまざまな資金調達源を採用している。 
 ノルウェーの PPPパイロット道路計画に通行料がないのとは対照的に、この国の
都市仮想リング・トール計画では、料金徴収ステーションが定義した仮想リング

内の市街地域に入る車両には、高速道路と幹線道路の入り口で料金（通行料）が

課せられる。この計画は、道路アクセス・プライシングにより過密な都市圏の渋

滞を緩和する一方で、高速道路および公共交通容量改善の資金とする収益を増加

させることを狙いとして策定された。仮想リング料金徴収システムは 1986年にベ
ルゲンでスタートし、現在も運用されているほか、首都オスロとトロンドハイム

にも導入された。 
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 スウェーデン 
 スウェーデン政府の与党は総じて、民営化と民間によるインフラ資金調達を組み

合わせた PPPに反対している。一方、スウェーデンの多くの地方自治体は、現在
公的資金で賄いきれずにいる必要なインフラ・プロジェクトの促進のために、PPP
に大いに注目している。 

 スウェーデンでは、現行法のもとでは、適切な政治的支援を得て PPPを実施する
ことはできなかった。プロジェクト促進に官官パートナーシップを使用した一例

は、エーレスンド固定リンク、すなわち、デンマークの首都オスロとスウェーデ

ンの都市マルメを結ぶマルチモーダル・トンネル橋梁プロジェクトである。この

プロジェクトは公的資金によるもので、開発と運営はスウェーデンとデンマーク

が所有するジョイント・ベンチャー企業が手がけた。2000年に開通したこのプロ
ジェクトの成果は、当初は、通行料コストの問題もあって、予測交通量と収益の

面では期待外れだった。しかし、2005年、2006年に、交通量が大きく増加した。
コペンハーゲンに職を持つデンマーク国民が、住宅費の安さと、通勤にエーレス

ンド固定リンクを利用できるという魅力に引かれて、マルメの住宅を購入したか

らである。 
 スカンディナビアの隣国ノルウェー同様、先のスウェーデン政府は 2006年、首都
ストックホルムに仮想リング料金徴収システムを導入するための実証 PPPプロジ
ェクトを許可した。当初こそ、ストックホルムと周辺地方自治体の住民から反対

があったものの、この 6か月実証プロジェクトは 2006年 9月の国民投票で十分な
国民の支持を得て、継続されることになった。 

 しかし、最近の選挙でスウェーデン議会の勢力図が変わり、PPP を支える通行料
徴収と仮想リング・プライシング反対を掲げて選挙を戦った政党が政局を担当す

るようになったため、政府がストックホルムの仮想リング料金徴収システムに今

後も力を入れていくかは定かでない。 
 デンマーク 

 この北の隣国同様、デンマークにとっても、インフラ・プロジェクトの資金調達

と実施は微妙な問題である。国のインフラ資産を巧妙に完全民営化するのかとい

う国民の懸念に対処するため、デンマーク政府は、複数の公共部門機関が公的資

金によりインフラ・プロジェクトを実施するためのジョイント・ベンチャーを構

成するという“デンマーク・モデル”を策定した。 
 デンマーク・モデルは複数の巨大プロジェクトの開発に使用された。これは、PPP
方式により民間部門がプロジェクトに入札するのを可能にしたとは言え、多大な

プロジェクト・リスクと金融リスクをもたらした。いずれのプロジェクトも、そ

れまではフェリーが唯一の交通手段であった、陸塊間の大きな水塊を横断するこ

とにより、デンマークと近隣諸国との間にマルチモーダル・リンクを提供すると
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いうものである。 
 このうちのふたつの官官パートナーシップ・プロジェクトとは、グレート・ベル

トを横断してデンマークのシェラン島とフュン島を結ぶグレート・ベルト橋と、

上述のエーレスンド橋である。グレート・ベルト橋は、1997年に鉄道、1998年に
車道が開通した。どちらのプロジェクトも車両と鉄道旅客に通行料を課している

が、デンマーク鉄道は、このプロジェクトの初期開発費の資金として、先行投資

を行っている。いずれのプロジェクトでも、民間部門の役割はプロジェクト設計、

建設および点検を主体としている。 
 第 3 のフェーマン海峡大橋というプロジェクトは、デンマーク東部とドイツを結
び、ハンブルクとコペンハーゲンを高速道路と鉄道で直結するものである。この

プロジェクトは次のような理由で行き詰まっている： 
 プロジェクトの資金調達方法について両国の見解に相違がある。デンマーク

は官のジョイント・ベンチャーで資金を調達するデンマーク・モデルを推し

ているのに対し、ドイツは政府保証による民間資金調達を望んでいる； 
 プロジェクトの財務的実現可能性の不確定性； 
 ドイツ側の環境団体および地域団体のプロジェクトに対する強い反対；なら

びに 
 現在フェーマン海峡を運行しているフェリー・サービスに関連した失業の懸

念。 
こうした問題を考慮して、両国は、現段階では、プロジェクトを棚上げすることにし

た。しかし、両国とも、2010年までにはこのプロジェクトを開始し、2015年開通を目
指したいと公表している。 

 フィンランド 
 フィンランドは従来、プロジェクト実施に設計・入札・施工方式をとってきたが、

ここ 5年から 10 年は、インフラ・プロジェクトの資金調達・開発への PPP 使用
を認める法が制定されたのを踏まえて、設計・施工一括方式をはじめとする PPP
プロジェクト実施方式を使用することが増えてきている。 

 1995年、フィンランド政府は、ラハティ、ヤルベンバー間のM4高速道路延長を
目的とした初の長期 PPP 契約を発注した。この PPP 事業契約では、資金調達、
建設および 15年の鉄道運営に民間コンソーシアムが必要になった。自動車道は従
来のプロジェクト契約方式を採用するよりも 5年早く実施された。 

 10年後の 2005年、フィンランド政府は別の長期 PPP事業契約のスポンサーとな
った。フィンランド南西部のトゥルクからヘルシンキまでの E18 自動車道延長の
契約である。E18自動車道は、“ノルディック・トライアングル”とも呼ばれるト
ランス・ヨーロピアン交通ネットワークの重要な一部である。ノルディック・ト

ライアングルはスカンディナビア諸国の首都を相互に結んで、オスロ、ストック
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ホルム、ヘルシンキからロシア国境まで至り、中欧へのアクセス向上に役立って

いる。E18 はフィンランドで最も交通量の多い東西回廊であり、この国の全国際
交通の 60％を担っている。コンセッショネアチームは契約期間 24 年にわたり、
E18 延長線の設計、資金調達、建設および保守に責任を負っている（ムールラ・
ロホヤ道路プロジェクト）。これは、過去 16年で最大のヨーロッパの PPP融資家
のひとつであるヨーロッパ投資銀行（EIB）の融資を受けた、フィンランド初の
PPP道路プロジェクトである。 

 運輸省は、実施スケジュールの短縮と国のリスクおよび費用削減のため、道路と

鉄道のインフラ開発プロジェクトに、もっと PPPを多用していきたいと考えてい
る。今後の可能性のあるプロジェクトとしては、幹線道路 6 とラハティ・ルーマ
キ鉄道が挙げられる。 

 
②中東欧諸国 

 ロシア 
 ロシア政府がこれまでに承認した有料道路は 20本にのぼり、いずれの場合も、プ
ロジェクト費の半分を民間投資家による資金調達に頼っている。 

 ポーランド 
 プロジェクトの資金調達と実施の促進を目的として PPPを使用した、数々の道路
インフラ施設開発が行われている。クラクフとポーランド・ドイツ国境を結ぶ A4
有料自動車道もそのひとつである。先頃、A4の最後の区間の建設が終わって開通
し、PPP事業契約による保守が行われている。 

 ハンガリー 
 道路の保守と運営（通行料徴収）を担当している国有企業は、道路建設プロジェ

クトを民間企業と競合することもあれば、パートナーシップを構築することもあ

る。 
 PPPプロジェクトには、M6高速道路事業契約、M5高速道路の最初の区間（当初
は 1998年に完成）の再融資、M5高速道路の第 2区間延長のための資金調達など、
数件の高速道路プロジェクトがある。M5高速道路は首都ブダペストをセルビアと
の国境と結んでいる。 

 M1/M5有料自動車道はハンガリーの首都ブダペストとウィーンおよびブラティス
ラバを結んでおり、1990年代末に民間と世銀の融資による PPPプロジェクトとし
て開発された。しかし、予測交通量の 40％しか達成できず、その後再融資が必要
になった。その原因のひとつとしては、ハンガリー初の有料自動車道ということ

で、この東側ブロック国の移動動態の見積もりが困難だったことが挙げられる。 
 スロバキア 

 最近のフィージビリティ・スタディにより、DBFOモデルにより PPPとして開発
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される 8件の高速道路プロジェクトが決定された。 
 チェコ共和国 

 新法案により、インフラ開発を PPPにより実施できるように、公的調達法が改正
された。 

 プラハ市は市を巡る環状道路案の資金調達および実施に PPPを採用することを検
討している。 

 ブルガリア 
 国の“ファスト・トラック”インフラ開発計画は、事業権方式による PPP方式に
狙いを定めている。これは、国有鉄道網をヨーロッパの鉄道システムに統合する

計画である。 
 クロアチア 

 クロアチアの総延長 928kmを超える高速道路は 4企業が運営しており、90％は有
料道路になっている。クロアチアの有料高速道路の 68％と無料高速道路の 92％の
運営は、公共企業 1 社が一手に引き受けている。民間のコンセッショネア 2 社は
有料道路のみの運営にあたっている。両社の担当している有料道路を合わせると、

クロアチアの有料高速道路の 28％に相当する。第 3の民間コンセッショネアは有
料（4％）、無料（8％）の高速道路網を担当しているが、その割合は最小である。 

 この公共部門の道路建設・運営会社とコンセッショネアのうち数社は、スロベニ

アとの国境とクラピナ市間の A2有料高速道路の整備、拡張を目的とした、数件の
プロジェクトを進めている。A2の第 1区間（ザグレビ・クラピナ間）は公共企業
が施工し、2001 年に開通した。A2 の第 2 区間（ザグレビ・マセリ間）は民間コ
ンセッショネアの 1 社が施工し、2005 年に開通した。A2 最後の第 3区間（スロ
ベニア国境・クラピナ間）は別のコンセッショネアが施工し、2006年に開通した。
A2全体では、交通量、収益、コスト削減ともに、予測を上回っている。 

 クロアチアにおける高速道路建設の大半は、通行料収益と借入金を資金調達源と

している。国の自動車燃料税からの収益を利用できるのは民間（訳注：原文ママ、

公共？）道路企業のみである。2013年までには、クロアチアの高速道路網の総延
長は 1,365kmに達すると予想される。つまり、10年間で 635km、87％延長とい
うことになる。この道路網拡張の大半は有料高速道路という形をとるので、なん

らかの PPP事業契約方式が使用される可能性がある。 
 ルーマニア 

 ルーマニアの政権交代により、既に発注されている一部の PPP契約が継続される
か、キャンセルされるかは微妙なところとなっている。これは、政権交代が政策

変更と前政権下での契約キャンセルの可能性につながりうる国々において、民間

部門の PPPパートナーが直面しうる政治的リスクの性質を浮き彫りにしていると
言える。 
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③アジアおよび極東諸国 

 中国 
 中国のインフラ・プロジェクトにおける PPPの歴史は長い。これは、国の経済拡
大政策に外資を必要としたためである。 

 中国の急速な経済成長は、道路をはじめとする陸上交通インフラ開発のための外

資とノウハウの大規模な注入を必要としている。 
 インド 

 インドは、急激に進む経済成長と近代化により、13,000kmに及ぶ道路を開発する
という国の計画の大半には、資金調達と開発のために PPPを使用せざるをえない
状態になっている。 

 日本 
 日本では、インフラ・プロジェクトの資金調達と開発を目的とした PPPは、授権
法規によって可能になった新しい現象である。 

 日本においては、PPPはインフラ実施方式として急成長している。 
 
④ラテン・アメリカおよび南米諸国 

 メキシコ 
 1990年代の有料道路事業契約が失敗に終わったことを踏まえて、コンセッショネ
アが施設所有権をスポンサーである政府に移転する前に、プロジェクト開発と交

通量および収益拡大にかけられる時間を延長するという、より慎重な財政構造を

目指すようになった。 
 最近の有料道路 PPP には、民間部門パートナーのリスク許容度の範囲内で PPP
を成功裏に開発、実施するために必要なことを良く理解している、経験豊富な国

際有料道路施工者と運営者が参画している。 
 道路 PPPプロジェクトには、国内銀行の短期融資に代えて、寛容な資本を持つ国
内公債市場を頼るようになった。 

 チリ 
 チリは南米で最も包括的で成功している統合された高速道路資金調達・開発・運

営 PPP計画を持つ。資金調達源は通行料である。 
 先頃、チリはプロジェクト費 4億ユーロという国内最長の橋梁の 30年 PPP 事業
契約を発注した。 

 ブラジル 
 PPP は道路、鉄道、港湾、灌漑プロジェクトなど、多種多様なインフラに使用さ
れている。 

 2005年には、23件の PPPプロジェクトが開始された。 
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⑤予想される結果 
 
 以上の国々の多くで、必要な交通施設の実施促進にさまざまな PPP方式を使用しようと
する誘因となっているのは、政治・経済同盟の世界的変化と拡大を続ける世界経済による

相互依存の深まりによって条件と機会に生じた変化である。このセクションの冒頭に挙げ

たとおり、こうした変化のひとつとしては、旧ソビエト連邦に属していた国々における経

済活動の活発化と、欧州連合や南米連合をはじめとする経済圏の新興が挙げられる。突き

詰めて言うなら、多数の海外諸国に、こうした状況を推進するとともに対応するのに必要

な交通インフラの実施をスピードアップすべく、PPP のような戦略をとらせているのは、
とどまるところを知らない世界の相互依存経済の拡大である。 
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第６章 結果および結論 
 
本章では、本報告書の第 3章、第 4章および第 5章で紹介した世界の交通 PPPのケース

スタディと摘要から得られた主要情報を要約する。内容は、海外における PPPプロジェク
トのスポンサーおよびコンセッショネアがしばしば直面する問題と、そうした潜在的障害

への取り組みと克服に用いられた戦略である。本章には、PPP ケーススタディと摘要の結
果とそこから得られた教訓も盛り込んだ。結論としては、陸上交通資本プロジェクトへの

PPP 使用の利点と問題点、交通プロジェクトおよび運営サービス実施の費用対効果向上の
ために PPP使用の可能性を拡大するための勧告、ならびに、先進諸国と開発途上諸国にお
ける陸上交通計画拡大において PPPが担いうる重要な役割をまとめる。本章の締めくくり
として、PPP実践者ならびに PPP使用に関心を抱いている個人または団体に、陸上交通界
の直面している財政・財源危機に取り組む一助として、本報告書、同じシリーズの米国の

PPPに関する報告書および PPPガイドブックをどう使用していただきたいか言及する。 
 
１） 問題とそれに対する戦略 
 
第 3章、第 4章および第 5章にケーススタディおよび摘要として紹介した PPP交通プロ

ジェクトに基づいて、海外のスポンサー機関とその民間部門パートナーがそれらのプロジ

ェクトに際して直面した問題および障害とその対応戦略を、図表 6.1 から 6.5 にまとめた。
この情報は次の 5つのカテゴリに分類してある： 

 法律 
 技術 
 資金拠出および融資 
 環境 
 行政 
 これらの問題と戦略は、PPP プロジェクト・チームのパートナー（官民双方のパートナ
ー）がプロジェクト開発、資金調達および実施の間に発生した問題をいかにして処理した

かを浮き彫りにするものである。陸上交通プロジェクトの実施に PPPを適用するにあたっ
て直面した障害を完全に克服できなかった事例はごくわずかである。そうした事例でとら

れた戦略ですら、今後、そうした問題を解決するための行動方針を示唆するものと言える。

ここにまとめる要約は、交通 PPPが遭遇しうる障害や、それらに対処するための考え得る
方法をすべて網羅したものではない。しかし、スポンサー機関とコンセッショネアのチー

ムが交通プロジェクトを PPPとして実施しようとする中で遭遇しうることのサンプルとし
て役立つはずである。 
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２） 世界の交通 PPP プロジェクトの結果 
 高速道路プロジェクトのケーススタディと交通プロジェクトの摘要として本報告書で紹

介した海外の交通 PPPプロジェクトの結果を、それぞれ図表 6.6と 6.7にまとめた。 
 このケーススタディおよび摘要の結果要約には、各プロジェクトに関する次の情報を得

られる範囲で盛り込んである： 
 PPP契約のタイプ 
 プロジェクト期間 
 プロジェクト費 
 経済開発面の影響 
 関連のあるその他の結果 

 
３） 世界の交通 PPP プロジェクトから得られた教訓 
 
本報告書で考察した海外の交通 PPPプロジェクトから得られた重要な教訓を図表 6.8に

まとめた。この図表にある教訓は、交通 PPPプロジェクトに参画しているか、参画を検討
しているあらゆるスポンサーと事業者が役立てうるものである。図表 6.9には、第 3章、第
4章および第 5章のケーススタディと摘要を踏まえた、交通 PPPプロジェクトの重要成功
要因をまとめた。 
 
４） 結論 
 
 世界の交通関係官庁は、高速道路インフラの保全および拡張の費用と利用可能な資金と

のギャップの増大によって生じた財政上の手強い難題に直面している。交通特定財源の欠

如（米国以外の国々の大半では、高い自動車燃料税は総じて、交通以外の社会政策に充て

られている）に加えて、成長を続ける世界経済による既存交通インフラ（高速道路と鉄道）

への負担の増大により、西欧を中心とする海外の交通政策立案者らは以前から、必要な交

通インフラの資金調達と実施のための代替策の策定・適用を急いできた。プロジェクトの

資金調達・実施方式は多種多様であるが、多数の国々はそれらを代表する、契約による官

民パートナーシップという形で、負担軽減を民間部門に頼っている。その狙いは、次の成

果を得ることにある： 
 プロジェクト費の削減； 
 プロジェクト実施の促進； 
 資本市場へのアクセス拡大； 
 最新の技術の導入； 
 陸上交通資産およびサービスの運営・保守における効率と費用対効果の向上。 
 PPP の共通した要素は、公共部門のインフラ・プロジェクトのスポンサーが、以前は上
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記の便益を得るために自ら果たしていた役割を民間部門に委ねる割合が大きくなっている

ことである。ここで言う役割は、契約による保守サービスから、資金調達、開発、運営、

保守すべてまでと幅広い。中には、長期事業権やフランチャイズによって、これらの役割

の実施に伴う責任、リスクおよび報酬を効果的に民間部門企業に移転し、その資金調達を

通行料、シャドウ・トールまたはアベイラビリティ・ペイメントなどの形で支えている国

もある。PPP 方式によるプロジェクトの資金調達と実施は、多くの国々で交通インフラお
よびサービスの提供に新たな次元と財源プールを創出しており、国際財政投資界がこの交

通インフラ資金調達市場の拡大に伴う機会に気付きつつある今、PPP を採用する国のリス
トは長くなる一方である。 
海外では、国と地方自治体の管轄当局が経済成長と人口増加を支えるために必要な施設

を増設し、サービスを拡大しつつ、老朽化が進んで時代遅れになっていることも多い交通

資産のリハビリという難題に取り組む中で、陸上交通促進を狙った官民パートナーシップ

の使用は増加していくものと思われる。それに拍車をかけているのが、ひとつには、中東

欧やアジア、ラテン・アメリカなどの地域における経済・政治構造の大変革である。旧ソ

ビエト連邦の崩壊と欧州連合の発足は、世界経済の成長を支える新興経済圏間の連携拡大

の必要性を増大させた。さらに、中国、インド経済、そしてラテン・アメリカの発展途上

経済の爆発的成長により、大半の新成長国が必要としているにもかかわらず財源がないた

めに提供できずにいる交通容量を拡大する必要が世界的に増加したのである。 
ここ数年、交通インフラ計画促進に PPP方式を採用しようとしている多数の先進国およ

び開発途上国の立法イニシアティブとプロジェクト・イニシアティブは、英国、フランス、

スペイン、イタリアなど、1980年代末から 1990年代初頭にかけて PPPに着手し、その体
制の改善を行った他国の経験に学ぼうとするようになった。 
交通プロジェクト促進に PPPを使用した各国の経験を見ると、それらの国々は主として

次の要点を重視して、PPP体制と実施方法を選択していることがわかる： 
 権限を付与する法規； 
 パートナーシップの全メンバーがそれぞれの役割と責任を遂行する能力； 
 プロジェクト計画・開発プロセスの間に発生した問題を特定、解決するための融通性

と積極的なアプローチ； 
 基本的な税制上の措置；ならびに 
 資本市場が各 PPPに適した構造の融資を行う能力。 
本報告書で紹介したさまざまなケーススタディと摘要は、ここに挙げた要点がプロジェ

クトごとに実に異なっていて、ケースバイケースの取り組みを必要とすることを浮き彫り

にしている。特に重大な意味を持つのは、地方自治体または国の経済や政局が不安定な中

で、特定のプロジェクトに PPP体制を導入することによって生じる、潜在的な政治リスク
である。ケーススタディでは、多様な PPP体制がもたらす課題および機会と、海外の PPP
プロジェクトがそれぞれの国の法、規制および制度的枠組みの中で実施された時に発生し
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た障害に対して講じられた戦略に注目した。 
いくつかのケーススタディと摘要で実証されているとおり、民間部門の参画が進むこと

自体がプロジェクトに問題を生み、それがコスト増大および／またはスケジュール遅延に

つながるわけではない。民間の開発チームが軽減ないし解決できないほどの問題を引き起

こすのは、多様な状況である。公共部門のスポンサーと民間部門の実施チームが PPP体制
に入る前に潜在的リスク要因の入念な分析が必要である理由はそこにある。特に、プロジ

ェクトに影響を及ぼす外部性と複雑性が存在する場合には、それが言える。 
PPPのパートナー候補は、PPP体制を進めるべきか否かを評価するにあたり、次の点を

考慮すべきである： 
 交通資本プロジェクトとその運営への民間部門の参画は費用対効果とプロジェクト実

施の適時性の向上に役立つうえに、リスク移転や金融市場へのアクセスといった他の

便益ももたらす一方で、実施の成功や財政自給を保証するものではない。 
 民間部門の参画は、優れたプロジェクトが予算および期限内に成功裏に実施される見

込みを高めはするが、実行可能性が疑わしいプロジェクトが民間部門の参画によって

自動的に実行可能になるわけではない。 
 PPP は、民間部門の参画を増やすだけで不良プロジェクトを有望なプロジェクトに一
変させる戦略ではない。ただし、プロジェクトの資本コストと運営・保守費に対する

公共部門のスポンサーの責任の軽減につながる事業価値創造という恩恵に民間部門が

あずかれる場合は例外である。 
 民間部門は交通機関利用者数、開発および収益リスクを負う。それと言うのも、原材

料価格、利用者数、収益および開発活動の予測は、これらの推定値に影響を及ぼしう

る将来の事象や状況の変化に左右されるうえに、予測自体が、民間部門、公共部門い

ずれの力も及ばない要素を基盤として行われるからである。 
 民間部門は交通インフラ・プロジェクトの実行可能性について判断を誤る可能性があ

る。契約義務を費用対効果よく迅速に履行するうえで、プロジェクトの成否を分ける

要因が多数存在するからである。しかし、民間部門は、特に、プロジェクトが特定の

パフォーマンス要件を達成しなければリスクを負うことになるプロジェクト資金調達

の面で対等の立場にある場合には、この種の問題の発生を最小限に抑えようとする誘

因を有しているうえに、適切な手法も備えている。 
 入手可能な文献をレビューしてみると、成功した PPP交通プロジェクトの件数は、民間
部門が、主として民間部門の参画の増加とは無関係な原因による問題を抱え込むことにな

ったプロジェクトの件数よりはるかに多い。むしろ、大部分の場合には、民間部門パート

ナーの参画がそうした問題の程度や影響を低減していると言える。 
 多くの PPP方式が利用できるようになって、民間部門参画の種類も役割、サービス、プ
ロジェクトおよび公共機関によって異なるようになった。パートナーシップ方式が不適切

であったり、有利に働かなかったりするケースもあれば、問題を抱えていたプロジェクト
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が PPPによって成功に結びつくケースもある。PPPの本質は、公共部門のスポンサーと民
間部門の実施チームがともに、それぞれの能力に応じて、プロジェクトへの貢献を極大化

する形で参画するという、真のパートナーシップにあるのだ。 
 国と地方自治体が直面している財源、人材および技術の不足を全面的に克服することは

期待できないにしろ、交通プロジェクトおよびサービスに伴う責任、リスクおよび収益を

分担することによりプロジェクト開発、資金調達および実施を成功につなげられる条件が

整えば、PPPには従来の方式よりも優れている点が多々存在する。PPP方式の使用に関し
て米国よりも経験豊富な他の国々の経験を考察し、そこから教訓を得ようとするのは、他

の国が PPPプロジェクトを成功裏に開発、実施して成果を挙げるために何をしたか、何を
しているかを、米国の当局者と諸機関に理解していただくためである。この情報を布石に

した本報告書の目的は、適切な場合には、乏しい公的資金を活用し、米国における必須の

交通プロジェクトの資金調達と実施を促進すべく、PPP 方式を検討して、幅広く適用して
いただこうとするところにある。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
本プロジェクトの一環として、同じシリーズの報告書が他にも数件作成されている。ひ

とつは、米国における最近の陸上交通 PPPプロジェクトのケーススタディと摘要をまとめ
た報告書であり、もうひとつは、交通プロジェクト推進の手段として PPP方式の使用を検
討している個人、公共機関および企業のためのガイドブックとして利用していただける報

告書である。この PPP ガイドブックの内容は、陸上交通プロジェクトのための PPP に対
する関心の深まりと使用の増加の背景に関する要約情報、利用可能な各種 PPP方式、交通
インフラ整備の実施に PPPの使用を検討している公共部門のスポンサーと民間部門の実施
チームが直面している主な障害、ならびに、それらの障害に効果的に対処して克服し、国

内および海外の PPPプロジェクトを成功に導くためのさまざまな戦略である。 
これらの報告書は、理論的仮説にとどまらず、実際の PPPプロジェクトの実質的な成果

に焦点をあてている。いずれの報告書も、実際の交通 PPPプロジェクトの結果と、それら
のプロジェクトに参画した官民パートナーの経験を主体としている。これらの成果物は、

PPP が交通インフラ施設およびサービスのスポンサーと実施者にもたらす課題と機会に関
する率直な見解を示している。 
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図表 6.1海外の交通 PPPプロジェクトにおける法的問題と対応戦略 
問題 戦略 

国レベルの交通インフラ・プロジェクトを開発する
ために PPP を締結する法的権限の欠如。開発途上
国や旧ソビエト連邦に属していた国々をはじめと
する多くの国が抱えている問題である。 

国と地方自治体の交通関係官庁が交通インフラの
資金調達および実施を推進し、サービスをサポート
する手段として PPP を使用するための法的根拠と
なる、幅広い柔軟性のある法を導入する。 
コンセッショネアチームが、スポンサーである政府
または公共機関とのリスク・報酬分担協定に基づい
て、契約期間にわたってより柔軟に通行料率を調整
し、代替プロジェクト実施方式を適用し、革新的技
術を導入できるようにするため、事業契約により柔
軟な言い回しを盛り込む。 

事業契約の過度に制限的な約款。コンセッショネア
が通行料率を適宜調整したり、費用対効果の向上に
つながる代替プロジェクト実施方式を導入したり
するうえでの妨げとなる。 

定期的な点検とレビューという形で、コンセッショ
ネアチームにサービスおよびパフォーマンス基準
に対する責任を持たせる。技術革新や技術的障害、
人口動態および土地利用の大きな変動、一般大衆と
輸送業者の移動動向に重大な影響を及ぼすライフ
スタイルの変化など、PPP契約の基盤となる基本的
諸条件の想定外の変化を把握するうえでは、これが
極めて重要だった。 

政府が設立した特殊法人による過半数所有という
厄介な要件。ジョイント・ベンチャーの民間部門の
メンバーの融通性と費用対効果が低減するうえに、
ジョイント・ベンチャーの民間側が負うリスクに比
べて潜在的事業価値創出（収益）が低くなる。 

政府設立の準公共インフラ開発企業が PPP 責任の
過半数を保有するという要件を撤廃した。この要件
が、本来ならば PPP の競争入札に参加してもよい
と考えるはずの有資格企業にとって、PPPを魅力な
いものにしていたからである。 

人と物品の国境を越えた移動が盛んな地域におけ
る主権国家間の PPPに関する法的権限の相違。PPP
契約とプロジェクト実施に相容れない部分が生じ
て、特に、プロジェクトの性質や資金拠出および資
金調達方式、各参加国の能力と各国にもたらされる
便益および費用に見合ったタイミングなどについ
て数カ国の合意が必要となる場合には、プロジェク
トが頓挫することがある。 

二国間または多国間協定による交通 PPP プロジェ
クトの出資および管理に関して、各参加国の法的枠
組みと権限に沿った契約の表現を策定する。インフ
ラ実施と運営の矛盾のない法的・技術的枠組みを確
立しようとする欧州連合の取り組みは、各加盟国の
主権を尊重しつつもそれを実現しようとする、地域
ベースの大きな一歩である。 
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図表 6.2海外の交通 PPPプロジェクトにおける技術的問題と対応戦略 
問題 戦略 

完全に使用できる状態の技術を実施した場合の見
込みに基づいて、PPPのすべてのパートナーに合わ
せた融通の利く実施スケジュールを立てれば、新技
術の開発、試験に頼る場合に起こりがちな、当該技
術がスケジュールどおりに完成しない場合でも、コ
ンティンジェンシー・プランを策定、実施すること
ができる。 
交通サービスを継続しながら施工する PPPプロジ
ェクトの場合は、新システムへの移行とデバッグの
ための予定のダウンタイムをプロジェクト実施ス
ケジュールに盛り込んでおく。 

最新の技術またはこれから開発しなければならな
い技術によって左右されるプロジェクト立ち上げ
に対し、固定期限を設定することによって生じる問
題。これは公共部門のスポンサーにとっても、とり
わけ民間部門の実施チームにとっても、大きなリス
クとなる。 

建設段階終了後の一定期間（システム運営には最低
2年）にわたって PPPプロジェクトに設計・施工・
運営（DBO）方式を採用することにより、公共安全
を危険にさらすことなく、確実にサービス運営とシ
ステム管理を行うことができる。 

有料道路開通時に予想される激しい交通量を処理
するのが困難である。 

電子通行料徴収（ETC）技術を橋梁に導入し、トラ
ンスポンダーを無料で提供するとともに、ETC利用
者には 7％割引という特典を用意した。ETC利用率
は運営開始から 15年で 20％に増加している。 

各国間、特に隣接国間の同じ交通機関の通行料徴収
スキームに相互運用性がないのは、コンセッショネ
アが、技術的要件の異なる国々の通行料徴収施設の
開発、運営を競合するうえでの障害になる。 

欧州連合の通行料徴収システムはすべて相互運用
可能にするという欧州委員会命令にもかかわらず、
ドイツは要請に反して、大型トラックの通行料徴収
に独自のシステムを採用した。その代わりに、現在
使用されている主要通行料徴収システムそれぞれ
と互換性のある装置の開発に向けた取り組みを行
っている。 
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図表 6.3海外の交通 PPPプロジェクトにおける資金拠出／調達問題と対応戦略 
問題 戦略 

初期の PPPプロジェクトのひとつを、直接通行料徴収に代えてシ
ャドウ・トーリング方式による DBFO契約とすることにより、ア
ベイラビリティと施設利用率に応じてプロジェクトに資金を拠出
し、長期にわたるマイナスのイメージや現金での通行料支払の不便
という問題を一掃した。 

有料高速道路に対する一般市民の反
対。歴史的に通行料独占価格形成の
例があったうえに、現金で通行料を
支払うために停車するのが面倒とい
うこともあった。 

シャドウ・トーリング方式は、プロジェクトの完成および運営を促
進するとともに、コンセッショネアチームに、エンスト車や事故車
の迅速な排除や予定の予防的保守などの施設の運営・保守の質を向
上させようという誘因を与えた。 
民間コンセッショネアチームが、メンバー企業の株式や多数（32）
の銀行融資（債務）を含むプロジェクト資金調達源のポートフォリ
オを作成した。これは、プロジェクトに対するジョイント・ベンチ
ャーのコミットメントの証明になると同時に、プロジェクトの金融
リスクを幅広い金融機関に分散することにつながった。 
近隣の幹線高速道路から入手できる交通量データを分析すること
により、民間 PPPジョイント・ベンチャー・チームが行ったプロ
ジェクトの交通量および収益予測の不確定性を低減した。 
プロジェクト・スポンサーが、車線アベイラビリティと利用者数に
基づいたシャドウ・トールをコンセッショネアチームに支払うとい
う形で、適切な公的資金拠出という最終的な金融リスクを保有し
た。 

シャドウ・トーリングが官民両パー
トナーにもたらす金融リスク。 

プロジェクト・スポンサーは、交通量が予測を大幅に上回った場合
のコンセッショネアチームのシャドウ・トール収益に上限を設ける
ことにより、過剰なシャドウ・トールの支払という金融リスクを軽
減した。 

PPPパートナー間の金融リスク配
分。 

民間コンセッショネアチームが建設、収益および残留リスクの負担
を増やす代わりに、公共部門のスポンサーは提案されている施設付
近の高速道路および公共交通施設に適用される非競合条項に同意
した。 

隣接道路とのリンクによる偶発利益
の配分。 

PPP協定により、交通網整備が交通量および通行料収益の面で有
料施設にプラスに作用した場合の公共機関と施設所有・運営業者間
の収益配分を取り決めた。 
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図表 6.3海外の交通 PPPプロジェクトにおける資金拠出／調達問題と対応戦略（続き） 
問題 戦略 

54年事業契約の当初 3年間に、債務返済をプロジェクトのキャッ
シュ・フローに適合させるための債務再編を行ったところ、コンセ
ッショネアチームの多大なコスト削減（7億ドル）につながった。

長期事業契約の当初数年間にわた
り、推定交通量および収益が実現さ
れない 

時宜を逸せずに実施できるだけの内部資金がない近隣交通拡大プ
ロジェクトにスポンサー機関が必要としている資金を補充するた
め、コンセッショネアチームがその 30％を再投資した。 
DBFO プロジェクト実施方式を採用し、通行料から資金を調達し
て、プロジェクトの金融リスクを橋梁プロジェクトの開発にあたっ
た民間部門コンソーシアムに引き受けさせた。 
金融シンジケートが必要な資金を調達できず、プロジェクトのスケ
ジュールに大きな遅れが出たが、債務シンジケーション構造をさら
に分散し、デット・ファイナンスをプロジェクトに必要な資金の
90％に抑えることで解決した。 

民間資金を使用する場合の大規模プ
ロジェクトの金融リスク 

近隣有料施設（トンネル）の包括的な交通量・収益データが得られ
たため、橋梁プロジェクトの開発にあたった民間コンソーシアムの
金融リスクが軽減した。 
第 2 横断橋開発の 30年 DBFO 事業契約に含まれていた併設橋の
構造疲労修復については、その原因が、当該事業契約よりはるか以
前の第 1 横断橋の本来の設計と保守にあったため、公共部門のス
ポンサーが責任を負った。 

既存施設および民間コンソーシアム
が開発した新設施設に対する責任を
含む金融リスク 

これはスポンサーである交通関係官庁にとって初めての長期
DBFO 事業契約であったため、民間コンセッショネアチームは、
契約期間中にコンセッショネアにとって大きなマイナスになりう
る重大な欠陥がないか、既存併設橋の点検をもっと入念に行うべき
であった。特に、この PPP事業契約には、30年にわたる事業契約
により、古い施設と新設施設の運営・保守を行う責任が含まれてい
たのだから、この点検は契約締結前に行うべきであった。 
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図表 6.3海外の交通 PPPプロジェクトにおける資金拠出／調達問題と対応戦略（続き） 
問題 戦略 

当初、公共部門のスポンサーは、民間コンセッショネアに最低収益
保証額を設定することにより、交通 PPPプロジェクトの交通量お
よび収益リスクを一手に引き受けた。これにより、民間コンセッシ
ョネアは金融リスクが著しく軽減されたため、提案された交通
PPPプロジェクトへの参画の意を強くした。 
公共部門のスポンサーがプロジェクト費、金融費用および債務不履
行の可能性へのインフレ影響による金融リスクを引き受けた。民間
コンソーシアムが引き受けたのは、設計および建設リスクのみであ
った。これにより、この計画の初期交通 PPPプロジェクトへの民
間事業者の入札に伴うリスク・プレミアムが減少した。 
その後の交通 PPPプロジェクトでは、PPPの官民パートナー間で
の交通量および収益予測、金融費用および債務不履行に伴うプロジ
ェクト・リスクの分担が必要になった。 
公共部門のスポンサーは PPP体制により開発された交通施設の所
有権を民間コンセッショネアチームが保有することを認め、チーム
が確定申告に際して減価償却の控除を受けられるようにした。これ
により、スポンサーが負担するプロジェクトの金融費用が低減し
た。 
国と地方自治体は、プロジェクトと、アプローチ道路やランプなど
のプロジェクト関連施設の開発に民間資金を集めるため、税金特権
と公的資金を提供した。これには、所得税免除と PPPプロジェク
トのために購入した建設機器に対する税金特権も含まれていた。 

初期のPPPプロジェクトにおいて公
共部門のスポンサーが負う大きな金
融リスク 

初期の PPPプロジェクトは、政府が PPP方式に対して極めて慎重
だったために、小規模であり、融資はプロジェクトの結果として生
じた経済発展の事業価値創出により返済された。その後の経済自由
化により、民間部門参画が著しく増加し、通行料のみによる援助で
100％民間資金という例も生じた。 
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図表 6.3海外の交通 PPPプロジェクトにおける資金拠出／調達問題と対応戦略（続き） 
問題 戦略 

公共部門のスポンサーが提案されている施設付近の高速道路と公
共交通施設への非競合条項適用に同意した見返りに、建設、収益お
よび残留リスクは民間コンセッショネアチームに多く配分された。
公共部門のスポンサーはリスクの大きいプロジェクトに対して無
償で全敷設権を提供するとともに、必要なアプローチ道路と橋も用
意した。 
政府が収益予測比の実収益の不足額の 80％支払に同意して交通量
および収益リスクのほとんどを引き受けたのに対し、民間コンセッ
ショネアチームは実収益と収益予測のプラスの差額の 57％を提供
することに同意した。 
事業契約により、政府はプロジェクトの利益の最高 49％を取得で
きることになった。 

PPPパートナー間の金融リスク配分 

政府は DBOMプロジェクトの資金の半分を拠出することにより、
交通量および収益の不確実性と建設リスクを軽減した。 
スポンサーである公共機関が提案されている高速道路敷設位置に
沿った 2 個所のインターチェンジの敷設権を取得し、建設も行っ
て、PPP プロジェクトを促進した。残りの建設リスクはプロジェ
クト実施コンソーシアムが負担した。 

PPPパートナー間の建設リスク配分 

スポンサーである公共機関は、交通量増加により渋滞が一定のレベ
ルを超えた場合のために、高速道路の交通容量拡大を要求し、施設
拡大の資金には政府準備金、通行料超過収益、準備金を使い切った
後にはコンソーシアムのエクイティ・ファイナンスを充てることに
した。 
PPP 契約の非競合条項は、先に建設された長い併設無料道路の存
在により効果を失った。この道路のせいで、交通量と収益が幾分減
じ、ひいてはプロジェクトの収益性の低下につながったからであ
る。 

交通量および収益リスク 

交通量を管理し、スループットを最適化するためのノン・ストップ
条件を提供するために、通行料率の多様化が行われた。 
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図表 6.4海外の交通 PPPプロジェクトにおける環境問題と対応戦略 
問題 戦略 

建設関連の影響と開通後の運営による影響を特定、軽減するため
に、建設段階と実施段階を通して地元地域の諸団体と定期会合を持
った。 
主要反対団体との交渉の末に、低騒音アスファルトの使用などの団
体から要求された諸条件を事業契約に盛り込む取り決めを行った。
開発計画に先立ち、4年から 8年に及ぶ幅広いパブリック・アウト
リーチとステークホルダー・コミュニケーションを含めた包括的な
環境調査を行った末に、施設の立地に調整を加えた。 
環境計画プロセスの間にパブリック・アウトリーチを行い、計画し
ていた通行料プロジェクトをシャドウ・トールによる無料施設に変
更した。 
新施設を地元の地形に溶け込ませるとともに、修景を加え、料金所
を見えなくするための高い盛り土の建設を行った。 
プロジェクト開発中のトラックの建設現場アクセス用に、バイパ
ス・ルートを建設した。 

数々の環境問題および地域問題に根
差した一般市民からの反対の声の広
まり 

環境緩和・改善メカニズムを早期から予備設計プロセスに盛り込ん
だ。 
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図表 6.5海外の交通 PPPプロジェクトにおける行政問題と対応戦略 
問題 戦略 

設計・建設段階の間にプロジェクト・チーム・フォーラムを開催し、
プロジェクトの費用とスケジュールに影響を及ぼしうるさまざま
な行政問題およびその他の問題について話し合い、解決した。この
フォーラムにはスポンサーである公共機関と民間コンセッショネ
アチームの上級管理者が出席した。 

PPP の官民パートナー間の紛争解決
努力 

より専門的な（技術的）問題に取り組み、解決するために、スポン
サーである公共機関と民間コンセッショネアチームの技術部門の
代表者が構成する各種技術フォーラムを開催した。 
コンセッショネアチームがプロジェクトに対する長期的なコミッ
トメントと、PPP 契約条件に従ってプロジェクトを実施できるだ
けの技術的能力および経験を有していることを確認した。 
公共部門のスポンサーはプロジェクト・スケジュール短縮のため、
技術的品質認可（品質管理）をコンセッショネアチームに委託した。

事業契約期間中の品質、費用、スケ
ジュールおよびパフォーマンス・リ
スク 

契約当初から終了に至るまで、PPP の全メンバー間に良好なパー
トナーシップ関係を構築した。 
公共部門のスポンサーは、契約に盛り込まれている基準ないし目標
と比較したパフォーマンス結果に関する年次報告書をコンセッシ
ョネアチームに提出させるものとする。ここで言うパフォーマンス
結果に含まれるのは、交通量、交通収益、ネットワーク改善、保守
結果、緊急時対応、衝突事故、損害賠償請求、所要機材、車線閉鎖、
構造点検の結果などである。 

契約条件によりコンセッショネアチ
ームにプロジェクト・パフォーマン
スの責任を課す方法 

公共部門のスポンサーは、施設を保全し、交通量低減やシャドウ・
トールまたは通常の通行料による収益の減少につながる車線閉鎖
（ダウンタイム）を最小限に抑えるために、定期点検、予防措置お
よび資産管理を行うものとする。 
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図表 6.5海外の交通 PPPプロジェクトにおける行政問題と対応戦略（続き） 
問題 戦略 

新しい電子通行料徴収システムに不
慣れな施設運営業者による立ち上げ
の問題 

電子通行料徴収システムが正しく機能することを確認するテスト
の実施という形で、公共部門のスポンサーが技術導入上の問題の解
決に介入した。 

競争力のある調達プロセスの確保を
目的とした、PPP に対する民間部門
の関心を十分に集めるための取り組
み 

以前の PPP数件が成功して、コンセッショネアまたは運営業者に
大きな収益をもたらした結果、多くのコンソーシアムがプロジェク
トに関心を示した。 

経験のないコンソーシアムとPPP関
係を結ぶリスク 

国と地方自治体の機関が、プロジェクト・スポンサーと民間のプロ
ジェクト・プロバイダー、すなわち、PPP の民間部門パートナー
である国内および海外投資家や建設会社、運営業者との間に、有効
に機能する関係を構築した。 

PPP 開発プロセス中に設計基準が変
更されるリスク 

プロジェクト開始から 8 年目に、環境団体および地域団体のプロ
ジェクトに対する反対に圧されて行われたプロジェクト設計基準
の変更については、公共部門のスポンサーが費用を支払う形で責任
を引き受けた。 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

英国 
M6有料高速道路 

英国で長年の間に
初めて有料化され
た高速道路の 54年
DBFO事業契約 

高速道路有料化に
対する一般市民の
反対により 8年遅
延 

地域および環境団体の
反対による遅延が原因
でプロジェクト費が増
加 

施設が完成したばかり
であるうえに、交通量も
限られているため、経済
開発にはつながらなか
った。 

乗用車の交通量は予測どおり増加した
が、トラック交通量は期待を大きく裏
切った。この有料高速道路を 50マイル
延長する計画は、敷設権費用がかさむ
うえに、通行料徴収に対する反対があ
り、M6のパフォーマンスを見た民間部
門が食指を動かさなかったため、2006
年に断念された。この高速道路を 6車
線ないし 8車線に拡幅する計画も 8年
から 10年遅延している。 

英国 
ダートフォード有料橋 

英国で実施された
初の DBFO高速道
路プロジェクト 

予定どおり完成 予算内で完成 該当せず ダートフォード川を横断してM25環状
道路とリンクしている既存トンネルの
渋滞を緩和するのに必要な交通容量拡
大を果たした。この橋の建設と隣接ト
ンネルのリハビリの費用の債務元利未
払金を、完成から 20年以内に返済でき
る交通量を確保している。 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果（続き） 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

英国 
第 2セバーン橋 

新設橋の DBFO事
業契約および第 1
横断橋の運営＆保
守契約。期間は最長
30年または 2本の
橋の通行料により
債務元利未払金の
完済まで。 

予定どおりに完成 新設橋は予算内で完成。
第 1横断橋の未償還債
務償還。 

情報入手不可能 併設されている第 1横断橋の渋滞を緩
和したうえに、いずれかの橋の車線が
保守および大規模なリハビリで通行で
きない場合に、その分の交通を引き受
けられる余剰交通容量を確保すること
ができた。第 1横断橋の懸架ケーブル
がひどく劣化し、交換が必要になった
際に、実際にこの余剰交通容量が役立
てられた。 

英国 
M1-A1高速道路 

1994年に公共部門
のシャドウ・トール
支払によって開始
された国の PPP計
画における最大規
模にして最も複雑
な DBFO事業契約 

予定より早く完成
したうえに、従来の
プロジェクト実施
方式による契約期
間を何年も短縮し
た。 

予算内で完成 高速道路が通った地域
の渋滞を緩和したうえ
に、この高速道路と、こ
れが連絡しているトラ
ック道沿いの経済開発
につながった。 

PPP体制は問題解決を促進し、パート
ナーシップのメンバー間の協力とコミ
ュニケーションの強化にも役立った。
新設高速道路は、未償還債務とコンセ
ッショネアチームが負担した運営・保
守費をカバーするために高速道路庁が
コンセッショネアチームに支払ったシ
ャドウ・トールを支えるに足る交通量
を生み出した。 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果（続き） 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

オーストラリア 
シドニー・ハーバー・
トンネル 

最低収入保証付き
BOOT 

予定どおりに完成 予算内で完成 情報入手不可能 シドニー港横断の渋滞を緩和したうえ
に、橋にバス専用車線を設けることも
できた。 

メルボルン・シティ・
リンク 

34年 BOOT事業契
約 

建設は予定どおり
完成したが、通行料
運営は立ち上げの
諸問題が是正され
るまで行えなかっ
た。 

予算内で完成 このプロジェクトによ
りメルボルン中心部の
高速道路網の交通容量
が拡大し、メルボルン市
内と周辺の渋滞が緩和
された。また、高速道路
システムの交通流が改
善されたことにより、輸
送業者は経済的恩恵を
得ることができた。 

電子通行料徴収システムとナンバー・
プレート自動認識システムを主体とし
た、オーストラリア初のキャッシュレ
ス・オープン・トーリング方式。 

オーストラリア 
ブリスベン港自動車道 

DB 予定より 6か月早
く実施 

予算を 2000万ドル下回
った。 

情報入手不可能 情報入手不可能 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果（続き） 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

イースタン・ディスト
リビューター 

BOT 情報入手不可能 予算内で完成 情報入手不可能 情報入手不可能 

香港 
カントリー・パーク 
自動車道 

無料30年BOT事業
契約 

予定どおりに完成 予定どおりに完成 この共同開発計画は国
内北西部のコンテナ港
と空港への道路アクセ
スを改善したうえに、こ
の地域の経済開発に拍
車をかけた。 

香港と中国本土を結ぶ戦略的高速道路
リンク－香港政府が中国との再統合に
先立ってスポンサーとなった無料高速
道路、橋梁およびトンネル PPPプロジ
ェクトのひとつである。 

イスラエル 
イツィック・ラビン・
イスラエル縦断高速道
路 

資金調達・設計BOT
事業契約 

予定どおりに完成 予算内で完成 イスラエル中心部の高
速道路交通容量を拡大
し、この有料高速道路の
東西を平行して走る無
料ルートの渋滞を緩和
した。 

この高速道路はイスラエル初の有料道
路で、電子通行料徴収システムとナン
バー・プレート自動認識システムによ
るキャッシュレス・オープン・トーリ
ング方式を採用している。交通量と収
益は建設前の予測より早い伸びを示し
ている。 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果（続き） 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

インド 
第 2ヴィヴェーカナン
ダ橋 

BOT 建設中だが、2007
年に完成、開通の見
込み 

未定 プロジェクトの資金調
達源は通行料と、この橋
がもたらすアクセシビ
リティ向上の結果とし
ての近隣の経済開発に
よる事業価値創出であ
る。 

BOT PPPと画期的な資金調達方式に
より、この橋はコルカタ北部の渋滞緩
和を促進する存在となった。 

エーレスンド橋および
トンネル（デンマー
ク・スウェーデン間） 

設計・施工一括 8年の開発・建設段
階を経て、2000年 7
月に完成 

両国沿岸間区間は予算
を 25％、陸上インフラ
は 70％オーバーして完
成した。 

このデンマーク・スウェ
ーデン間のエーレスン
ド高速道路／鉄道リン
クは施設の両側、それも
特に、住民の多くがデン
マークのコペンハーゲ
ンに職を持つスウェー
デン、マルメ近郊の経済
開発に拍車をかけた。 

このバイモーダル施設はヨーロッパ北
東部の陸上交通網を完成させる最後の
リンクとなった。 
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図表 6.6海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果（続き） 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

アルゼンチン 
ロサリオ・ヴィクトリ
ア橋 

DBOM 予定どおりに完成 予算内で完成 この橋により、アルゼン
チン、メソポタミア地方
のアクセシビリティと
移動性が向上し、この橋
によって結ばれた地方
間と南米共同市場との
交易が増加し、この橋が
通っている地域の経済
開発が促進された。 

この橋はアルゼンチンのメソポタミア
地方北部の交通容量を拡大したうえ
に、車両の移動時間と運用費の削減に
もつながった。 
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図表 6.7海外の交通プロジェクト実施に PPPを使用した主な結果 
PPPプロジェクト PPPタイプ 期間 費用 経済開発 その他 

オーストラリア 
シドニー空港公共交通
リンク 

BOOT 予定どおりに完成 情報入手不可能 情報入手不可能 開通から 6か月後の 2000年 11月、プ
ロジェクトが破産管財人の管理下に置
かれて、7億 400万オーストラリア・
ドルの公的資金による救済が必要にな
った。原因は、この施設の乗客数が予
測の 1/4にとどまったことにある。シ
ドニー空港リンクの乗客数をさらに押
し下げたのは、もうひとつの PPPプロ
ジェクト、すなわち、このリンクと平
行して走る高速道路イースタン・ディ
ストリビューターの競合だった。 

オーストラリア 
ブリスベン空港鉄道リ
ンク 

BOOT 予定どおりに完成 情報入手不可能 情報入手不可能 乗客数が予測をはるかに下回り、コン
セッショネアの信用格付けを大きく引
き下げた。35年運営事業契約の 5年が
経過したところで、政府がこの施設を
引き受けることになる。 
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図表 6.8海外の交通プロジェクトから得られた主な教訓 
  特に英国では、有料橋と有料トンネルに対するパブリック・アクセプタンスは、有料高速道路の場合より良好である。 
  リスク・マネジメントは、PPP プロジェクト実施の豊かな経験と契約条件をすべて満たす能力を備えた民間部門実施チームを確保する
ことにより、最適化できる。 

  PPP により実施した施設付近にある他の陸上交通施設は、それらの施設が当該施設の交通量をさらに増やすか、それとも、同じ利用者
を当該施設と争うことになるか次第で、PPP体制の成否を分ける可能性がある。 

  PPPは、PPPメンバーのみならず、多くのステークホルダーに利する、経済開発、ブラウンフィールド修正、渋滞緩和、安全などの目
的を組み合わせることで、“双方両得”のソリューションを（訳注：原文中断） 

  PPP は世界の数多くの国々で、スポンサーである政府や公共機関が財源不足のために適時に実施できない陸上交通プロジェクトを実施
するために使用されている。そうした国々の筆頭に挙げられるのが、中東欧、アジアおよび中南米の新興国である。 

  ユニークな状況はユニークなソリューションを必要とすることが多い。地域や国による法的、文化的、経済的、工業的環境の相違は、そ
れぞれの形でプロジェクトを独自のものにする。したがって、PPP契約を構築するにあたっては、その点を考慮しなければならない。

  設計上の要求が厳しいプロジェクトの場合は、民間部門チームがプロジェクトを費用とタイミングの面でより良いものにするために革新
的設計・建設法を導入できるようにするため、融通の利くプロジェクト開発方式を可能にするべきである。これは、PPP チームを参画
させる前に公共部門のパートナーがプロジェクトの設計を済ませてはならないという意味ではなく、プロジェクトの基本要件を定義する
ところまで予備設計プロセスを進めておくべきという意味である。 

  プロジェクト開発に付き物の障害に直面したら、PPP パートナーは“責任のなすりあい”をするのではなく、建設的なソリューション
をもって、前向きに協力すべきである。これには、PPPのメンバー間の信頼が必要である。 

  特に初期の環境クリアランス、許認可および資金調達の段階で、PPP を迅速かつ費用対効果良く進めるためには、公選、任命された役
職者のトップからプロジェクトに対する支持を取り付けることである。 

  成功する PPPはまず、プロジェクト契約期間中の各パートナーの役割、責任、リスクおよび利益を明確に理解するとともに、各当事者
が契約条件に従ってプロジェクト実施のための責任を負うところから始まる。 

  PPP チームのメンバーは、プロジェクト開発・実施プロセスを通してオープンな態度（透明性）と協調を維持し、相互および一般市民
も含む主要ステークホルダーからのアドバイスとコミュニケーションを求めるべきである。当事者が協調して問題に取り組めば、プロジ
ェクトが行き詰まることはない。 

  プロジェクトのリスクは、同じ種類の PPPプロジェクト実施の豊かな経験と契約条件をすべて満たす能力を備えた民間部門実施チーム
を確保することにより、大幅に低減できる。 

  PPP により実施した施設付近にある他の陸上交通施設は、それらの施設が当該施設の交通量をさらに増やすか、それとも、同じ利用者
を当該施設と争うことになるか次第で、PPP体制の成否を分ける可能性がある。（訳注：前出 3に同じ） 
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図表 6.9 PPP交通プロジェクトの重要成功要因 
  管理および技術レベルでの定期会合によるステークホルダー間の協議 
  アウトリーチと、プロジェクト・パートナーとステークホルダー間の継続的コミュニケーションによ
る公共部門の積極的関与 

  プロジェクトを支持し、その成功裏の実施の推進派となる政治的リーダーシップ 
  公共部門の所有権と契約条件にかなった成果に対する PPPチームの責任を維持することによるインフ
ラ資産に対する公共部門の管理権の確保 

  ステークホルダーの理解とコンプライアンスを確保するための、PPP体制と契約の複雑化の制限 
  公共部門が PPP契約を締結し、資金拠出、資金調達および交通プロジェクト実施の代替方法を適用す
る法的権限の十分な定義 

  幅広いリスク要因がある中での財政的実現可能性 
  潜在的利益に見合った役割、責任およびリスクの明確な線引きとバランス 
  交通ニーズ（渋滞緩和、安全性向上、アクセシビリティ改善、移動時間短縮）の実証と、多数のステ
ークホルダー・グループ間の公的支援 

  プロジェクトに相補的利益を有する官民両パートナーが初期のプロジェクト成果とパフォーマンス要
件に合わせて、諸条件と機会の変化に対応する能力 

  PPP契約条件すべてを満たすための十分な特定財源 
  環境および状況に敏感な設計・価値工学により、環境に深刻なダメージを及ぼさずに、費用対効果の
優れた建設を確実に行うための環境コンストラクトアビリティ 

  競争的調達・選定プロセスを保証できるだけの多数の有能な民間部門の企業およびチーム 

 
 


